
〔平成２０年度における飼料増産の取組の進捗状況と今後の取組〕

(単位：ｈａ)

農政局目標 都道府県目標積上 達成見込み 達成率
全 国 897,200 20,000 13,829.0 12,423.6 8,700.9 43.5%

北 海 道 600,100 9,084 3,000 3,000.0 3009 100.3% 事業による拡大面積

青 森 23,400 440.0 354 80.5%

岩 手 45,100 850.0 229 26.9%

宮 城 16,000 300.0 900 300.0%

秋 田 8,590 560.0 215 38.4%

山 形 6,810 120.0 200 166.7%

福 島 13,400 330.0 333 100.9%

東 北 計 113,300 2,520 2,600 2,600.0 2,231.0 85.8%

茨 城 5,340 147.0 129 87.8%

栃 木 13,000 2,000.0 350 17.5%

群 馬 7,650 430.0 60 14.0%

埼 玉 1,350 198.0 125 63.1%

千 葉 3,150 221.0 167 75.6%

東 京 201 0.0 3
神 奈 川 640 8.0 0 0.0%

山 梨 1,090 20.0 14.1 70.5%

長 野 8,590 130.0 50 38.5%

静 岡 2,260 168.0 156 92.9%

関 東 計 43,271 3,480 3,480 3,322.0 1,054.1 30.3%

新 潟 2,330 80.0 60 75.0%

富 山 803 30.0 45 150.0%

石 川 887 20.0 10 50.0%

福 井 536 10.0 12 120.0%

北 陸 計 4,556 141 140 140.0 127.0 90.7%

岐 阜 3,310 110.0 92 83.6%

愛 知 2,030 20.0 29.9 149.5%

三 重 548 50.0 50 100.0%

東 海 計 5,888 1,000 1,000 180.0 171.9 17.2%

滋 賀 460 35.0 8 22.9%

京 都 338 50.0 10 20.0%

大 阪 9 1.0 0.2 20.0%

兵 庫 2,160 50.0 50 100.0%

奈 良 83 13.0 3 23.1%

和 歌 山 69 3.0 1 33.3%

近 畿 計 3,119 152 152 152.0 72.2 47.5%

鳥 取 3,810 43.0 44.53 103.6%

島 根 2,440 32.0 43.4 135.6%

岡 山 3,950 108.0 90.9 84.2%

広 島 2,710 72.5 72.5 100.0%

山 口 1,710 120.0 62.2 51.8%

徳 島 767 1.5 5.6 373.3%

香 川 337 380.0 340 89.5%

愛 媛 1,600 100.0 21 21.0%

高 知 834 4.6 16.6 360.9%

中四国計 18,158 1,011 862 861.6 696.7 80.8%

福 岡 2,500 120.0 49 40.8%

佐 賀 1,740 160.0 100 62.5%

長 崎 9,660 60.0 0 0.0%

熊 本 20,900 550.0 312 56.7%

大 分 7,770 70.0 70 100.0%

宮 崎 30,800 800.0 632 79.0%

鹿 児 島 29,700 300.0 176 58.7%

九 州 計 103,070 2,487 2,487 2,060.0 1,339.0 53.8%

沖 縄 5,650 125 108 108.0 0 0.0%

平成２０年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証

備考
平成20年拡大目標

第1回行動会
議時の配分

平成１９年
（速報値）
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別紙様式１

※未クリア版 農政局名：東北農政局

９月１日現在

９／１現在
見込み①

達成率①／②

20年度末
達成目標②

％

●現在の配合飼料価格高騰下における自給
飼料増産への取組に対する認識とその取組
に当たっての課題

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

注 １）　２０年９月１日現在の飼料増産への取組実績を記入してください。

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○東北地域飼料増産行動会議の開催（4/25）

○自給飼料生産関係事業説明会の開催
（7/24～25、宮城県下）

○現地検討会の開催（飼料用米生産・利用に関する現地
調査）　（8/8、約60名参加）

○重点地区への現地調査（9月上旬～10月上旬）

　　２）　実績欄には、実施時期、取組の概要を数値を含め簡潔に記入してください。

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

東北地域の行動計画にもとづき、推進

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○自給飼料増産に係る関連事業（強い農業づくり交付金、
耕畜連携水田活用対策事業、粗飼料増産未利用資源活
用促進対策事業等）のパンフレットを作成し、周知

○耕畜連携水田活用対策事業での飼料作物作付面積見
込
　団地化 　8,210ha(H19実績) →　　9,300ha(H20計画)
  稲WCS　 1,196ha(H19実績) →　　1,900ha(H20計画)

水田での飼料作物生産の取組が拡大。
引き続き、取組を推進。○20年度飼料作物作付拡大

○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○6/3　「飼料用米の取組に関する依頼」について県に通
知し、需要側と生産側の適切なマッチングの取組への働き
かけを実施。
○7/15　「平成２１年作付けに向けた飼料用稲専用品種種
子の緊急確保の取組について」を県に通知し、取組を推
進。
○8/8　飼料用稲専用品種種子の緊急確保に向けた取組
を促進
○耕畜連携水田活用対策事業の円滑な実施とともに、飼
料用米導入定着化緊急対策事業等の周知（随時）

生産調整の強化や地域水田農業活性化
緊急対策事業により水田での飼料作物
生産の取組が拡大。

その一方で水田での取組面積の拡大す
ることで、助成単価が下がることとなるた
め、翌年度以降の取組の縮小が懸念さ
れる。

　　３）　取組の進捗状況の検証欄には、これまでの取組における評価や課題を記入してください。

○東北地域肉用牛増頭会議と連携を図り、取組を推進。

○耕畜連携水田活用対策事業での取組見込
　水田放牧 　77ha(H19実績) →　　140ha(H20計画)

各県での実証展示ほの設置により、取組
件数が増加している。

○自給飼料増産に係る関連事業（強い農業づくり交付金、
耕畜連携水田活用対策事業、粗飼料増産未利用資源活
用促進対策事業等）のパンフレットを作成し、周知

稲WCS作付け拡大に伴い、収穫作業受
託組織が増加している

実　　　　　　　　績
取組の進捗状況の検証

（評価と課題）

平成20年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証

+  1,740ｈａ

+  2,600ｈａ

飼料作物作付拡大面積

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記入）

区　　　　　　　　　分

今まで購入飼料に依存していた畜産経営からの飼料価格高騰等の外部要因
に影響されないために、自給飼料生産に取り組む畜産経営の拡大。しかしな
がら、高齢化や労働力不足、土地の集積等の課題が顕在。



別紙様式２

※未クリア版

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

注 １）　２０年９月以降実施する飼料増産への取組を記入してください。（21年度作に向けた準備を含む）

　　２）　取組強化の考え方欄には、これまでの取組の検証を踏まえた取組の見直し方針を記入してください。

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

広範な関係者に対する増産行
動の意義・重要性を啓発すると
ともに、関連事業の周知徹底。

引き続き、関連事業の普及啓発を図っていく

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

　　３）　今後の予定欄には、実施時期、取組等の概要を目標数値を含め簡潔に記入してください。

重点地区を核とし、増産行動の
進捗、目標達成のための検
証。

9月～10月：重点地区における調査

2月頃　；第2回東北地域飼料増産行動会議を開催し、20年度
実績を検証

TMRセンターやコントラ組織の
現況を把握し、情報提供を実施

引き続き、関連事業の普及啓発を図っていく

耕畜連携水田活用対策につい
ての広範な普及・啓発を図り、
参加農家（利用）等の拡大を進
め、確実な実施者（組織・集団)
を確保。

安定的に飼料用稲専用品種の
種子を確保するため、種子確
保体制についての働きかけ

引き続き、関連事業の普及啓発を図っていく

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

水田及び耕作放棄地での放牧
の着実な拡大

引き続き、関連事業の普及啓発を図っていく

取組強化の考え方

平成20年度における今後の飼料増産の取組の強化

農政局名：東北農政局

区　　　　　　　　　分

今後の予定

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記入）



別紙様式１

農政局名：関東農政局

９月１日現在

９／１現在
見込み①

達成率①／②

20年度末
達成目標②

３０．２％

●現在の配合飼料価格高騰下における自給
飼料増産への取組に対する認識とその取組
に当たっての課題

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

【評価】
・飼料用米の利活用モデル実証について４県
で推進することができた。
・飼料イネ専用品種種子の確保にあたり、各
都県独自での取組の重要性について理解を
得られた。
【課題】
・稲ＷＣＳの生産・調製・給与及び飼料用米の
給与に関する技術の開発・普及
・飼料イネ専用品種種子の確保
・飼料用米の利活用について、補助事業の周
知等さらに推進が必要。
・水田裏における飼料作物作付拡大を図るた
め、関東地域に適した作付体型・品種の紹
介。

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

【認識】
・畜産経営の安定を図るためには、輸入飼料への依存度が高い家畜の飼養体系を見直し、自給飼料の利
用拡大が重要である。このため、栄養価の高い青刈りとうもろこしの作付拡大、水田における稲発酵粗飼
料（稲ＷＣＳ）及び飼料米等飼料作物の作付拡大、国産稲わらの飼料利用の拡大、耕作放棄地等を活用し
た放牧、草地造成・整備等を関係機関が一体となって、さらに推進することが必要。
【課題】
①規模拡大や高齢化による労働力不足に対応するため、コントラクターの育成・強化、②効率的な飼料生
産を行うため農地の集積・団地化を推進、③細断型ロールベーラ等収穫調製機械の普及及びより低価格
の収穫調製機械の開発、④飼料用米及び稲WCSの適正な価格設定による生産・利用の推進、⑤飼料用稲
専用品種の普及及び多収性飼料イネ専用品種の開発、⑥飼料用米の給与技術の開発・普及、⑦耕種農
家と畜産農家の連携強化、⑧草地造成・整備の推進

○耕作放棄地を活用した放牧
・７月１８日　耕作放棄地を活用した放牧の現地調査の実施
（千葉県内）

【評価】
・管内における耕作放棄地を活用した放牧の
重要性について理解が得られた。
【課題】
・今後、さらに耕作放棄地等の畜産活用の推
進を図るため、現地研修会の実施や各種補
助事業の周知徹底を図るための取組が必
要。

○コントラクター
・８月２０日　「青刈りとうもろこしに係る収穫・調製に係る現
地研修会」において、コントラクターの重要性等について講
演。全農作成のパンフレット配布。
○ＴＭＲセンター
・ＴＭＲセンターの新設（静岡県内：強い農業づくり交付金）
なお、当該ＴＭＲセンターを運営する生産者集団は、80haの
耕作放棄地等に、青刈りとうもろこしを作付し、原料として利
用する計画。

【評価】
・コントラクターの重要性について、理解が得
られた。
・静岡県の事業実施地域では、耕作放棄地を
利用した青刈りとうもろこしの作付を計画。
【課題】
・コントラクターの育成・強化
・国産稲わらの利用推進

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

【評価】
・行動会議を開催し、２０年度の計画を策定。
・行動会議専門部会で、今年度実施する現地
研修会等決定。
・担当者会議において、都県段階での行動会
議による計画策定について要請するととも
に、公共事業の掘り起こしの推進とともに、現
地検討会の開催を決定。
【課題】
・重点地区への指導・支援の継続及び地区数
の拡大。

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

平成20年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証

+1，０５２ｈａ

+３，４８０ｈａ

飼料作物作付拡大面積

○４月２５日　関東地域飼料増産行動会議開催(70名）
○６月　６日　関東地域飼料増産行動会議専門部会開催
(15名）
○５月１５日　自給飼料・公共事業担当者会議開催（16名）

実　　　　　　　　績
取組の進捗状況の検証

（評価と課題）取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記入）

区　　　　　　　　　分

○現地検討会
・７月１６日　畜産公共事業推進に係る現地検討会の開催
（栃木県内：３０名参加）
・８月２０日　青刈りとうもろこしに係る収穫・調製現地研修会
の開催（茨城県内：９０名参加）
○現地調査
・８月　４日　青刈りとうもろこし生産に係る現地調査の実施
（茨城県内）
○各種補助事業の周知徹底（随時）

【評価】
・畜産公共事業を活用した飼料増産につい
て、理解が得られた。
・青刈りとうもろこしの重要性について認識を
深めることができた。
【課題】
・引き続き各種補助事業、畜産公共事業の周
知・活用の推進が必要。
・新規作付面積の拡大とともに、畜産離農跡
地の継続利用の推進
・緑肥から飼料作物への転換の推進

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○稲ＷＣＳ
・稲ＷＣＳ作付面積　　８県　１，１５０ha（７月）
○飼料用米
・飼料用米作付面積　７県　２６７．５ha（７月）
・飼料用米利活用モデル実証実施県：４県（茨城県、栃木
県、千葉県、長野県）１０地区
○飼料イネ専用品種種子
・５月１５日及び７月２３日　飼料イネ多収品種種子の供給・
確保等に向けた文書による要請及び確保状況等の調査
○現地調査
・８月２９日　稲発酵粗飼料（稲ＷＣＳ）の収穫・調製、飼料用
イネ専用品種種子栽培状況等に係る現地調査の実施（埼
玉県内）



別紙様式２

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

○耕畜連携水田活用対策や産
地づくり対策の周知。
○専用収穫機の導入促進
○専用収穫機の稼働率を高め
るなど、適正な運用の推進。
○研究機関との連携による研
修会の開催や地域に適した多
収品種及び関連技術の普及・
導入に努める。
○各種補助事業の周知に努め
る。

○２０年度の稲発酵粗飼料（稲ＷＣＳ）の作付目標面積は
1,450ha以上（7月現在1,150haの見込）。
次の取組を実施予定。
・「稲発酵粗飼料（稲ＷＣＳ）の収穫・調製、飼料用イネ専用品
種種子に係る現地研修会」の開催（10月：埼玉県内）
・畜産草地研究所との共催による「飼料イネの研究と普及に
係る情報交換会」の開催（3月：さいたま新都心）

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○現地研修会の開催等を通じ
て、関係者への理解醸成に努
める。
○水田放牧については、耕畜
連携水田活用対策等を活用
し、推進する。
○公共育成牧場の活性化を図
る。

○２０年度目標は、1,800頭以上（うち水田放牧500頭以上）。
放牧の推進を図るため、次の取組を実施予定。
・「水田・耕作放棄地における放牧の推進に係る現地研修会」
の開催（10月：千葉県内）
・水田放牧・公共牧場利用推進に係る現地調査・指導の実施
（９月～１２月）
・畜産公共事業による放牧地整備の推進

○地域ごとに、取組の工程管
理と点検・検証を行い、特に取
組が低調な地域に対して、集中
的な働きかけ等を行い、全体的
な底上げを図る。
○飼料増産重点地区を中心に
飼料増産運動を点から面に普
及させるため、関係者一体と
なって重点地区等の指導、支
援を充実させる。

○２月に関東地域飼料増産行動会議を開催し、20年度の取
組の検証及び２１年度の活動計画について検討。
○新たな飼料増産重点地区の掘り起こしに努めるとともに、
既存の飼料重点地区の現地調査・指導を通じて飼料増産を
点から面に効率的・効果的な普及に努める（都県とも１地区
以上増加）
○「関東地域飼料増産行動だより」の作成・配布。

○畜産農家のみならず、耕種
農家等幅広い関係者を通じて、
飼料生産の外部化・組織化の
理解醸成に努める。
○先進的な事例等を通じて、関
係機関が連携をとりながらコン
トラクターの育成・強化に努め
る。
○飼料需給マップの充実を図
るとともに、構築したネットワー
クを活用し、仲介・斡旋活動を
行う。　　　　　　　　○２０年出来
秋の稲わら確保に向けた取組
のため、関係者への理解醸成
に努める。
○各県は、奨励品種選定調査
のための共同試験が行えるよ
う、引き続き連携に努める。
○関係機関と連携し、耕作放棄
地等の畜産利用や飼料生産用
地の集積に努める。

○２０年度目標は、コントラクターによる飼料生産受託面積を
1,000ha以上。
飼料生産の外部化・組織化の推進を図るため、次の取組を
実施予定。
・「関東地域におけるコントラクター活動事例集」の作成・配布
（１２月）
○地域ごとに作成した自給飼料需要リスト、マップの充実と
ネットワークを活用した仲介・斡旋活動に関する点検・指導を
図るとともに、作付増加への取組を推進する。
○国産稲わらの利用拡大を図り、稲わらの完全自給を達成
するため、次の取組を実施予定。
・国産稲わら広域流通実態調査の実施（9月）
○生産性の向上を図るため、次の取組を実施予定。
・耕作放棄地等の活用促進に係る現地調査・指導の実施（9
月～３月）

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○関係機関と連携し、耕作放棄
地等の活用・強化、飼料生産の
担い手への集中化、耕畜連携
の取組を強化する。
○特に、畜産農家の離農跡地・
遊休農地等について、飼料作
物生産への継続的利用を推進
する。
○青刈りとうもろこしの収穫・調
製に係る現地研修会を実施す
るとともに補助事業等の活用に
より、専用収穫機械の導入促
進に努める。地域に適した品種
及び関連技術の普及・導入に
努める。

○２０年度の飼料作物作付拡大目標面積は、対前年3,480ha
増
・現地研修会等を活用し、各種補助事業の周知を図る（研修
会等の開催回数：10月２回、３月１回　計３回）
○２０年度の青刈りとうもろこし作付目標面積は、16,000ha以
上
・耕作放棄地等の活用促進に係る現地調査・指導の実施（９
月～３月）

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

取組強化の考え方

平成20年度における今後の飼料増産の取組の強化

農政局名：関東農政局

区　　　　　　　　　分

今後の予定

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記入）



別紙様式１

農政局名：北陸農政局

９月１日現在

９／１現在
見込み①

達成率①／②

20年度末
達成目標②

96.4%

●現在の配合飼料価格高騰下における自給
飼料増産への取組に対する認識とその取組
に当たっての課題

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

注 １）　２０年９月１日現在の飼料増産への取組実績を記入してください。

実　　　　　　　　績
取組の進捗状況の検証

（評価と課題）

平成20年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証

+  　　１３５　　 ｈａ

+  　　１４０　　 ｈａ

飼料作物作付拡大面積

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記入）

区　　　　　　　　　分

　配合飼料価格の高騰により畜産経営を逼迫しており、自給飼料増産への取組が進みつつあ
る。
　しかし、畜産農家の所有する草地だけでは限度があり、生産調整水田や耕作放棄地等での
飼料作物の作付けが求められる。

　　３）　取組の進捗状況の検証欄には、これまでの取組における評価や課題を記入してください。

○放牧推進シンポジウム（①基調講演、②管内優良事
　例紹介、③放牧に関する事業の紹介　等）において
　肉用牛放牧の取組を推進

・水田や耕作放棄地等における放牧の
　取組は年々増加している。

○コントラクター数拡大を要請
○国産稲わら完全自給に向けた取組を要請

・各県において重点地域や組織を選定
　し、コントラクター育成に向けた取
　組を実施。
・需要に見合った国産稲わらの確保に
　向け、既存の収集組織への取組強化
　を要請。

　　２）　実績欄には、実施時期、取組の概要を数値を含め簡潔に記入してください。

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

○稲発酵粗飼料・飼料用米現地検討会（①基調講演、
　②優良事例紹介、③飼料増産関連事業紹介　等）に
　おいて取組拡大を推進
○新潟県(２地区）、富山県（１地区）においてモデ
　ル実証を実施

　
・米の生産調整により稲ＷＣＳ・飼料
　用米等の生産が拡大傾向にある。
・新潟県（2地区）、富山県（1地区）
　については、実施計画に基づきモデ
　ル実証を実施中。
・飼料用米を生産する耕種農家と利用
　する畜産農家との調整に時間を要す
　る。
・北陸管内において水田裏を利用する
　ことが困難。

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

　
・行動計画に沿った取組が実施出来て
　いる。

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○稲発酵粗飼料・飼料用米の作付けが拡大（稲発酵粗
　飼料：対前年70ha増、飼料用米：対前年30ha増）
○耕作放棄地において放牧の取組が拡大

　
・米の生産調整により水田における飼
　料作物の作付けが増加傾向にある。
・飼料価格の高騰、鳥獣害対策等によ
　り放牧が見直されつつある。

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○5月20日　北陸地域飼料増産行動会議開催（参加者
           28名）
　7月24日　放牧推進シンポジウム開催（参加者68名)
　8月19日　稲発酵粗飼料・飼料用米現地検討会開催
　　　　　（参加者85名）

○重点地区登録に向けた現地調査の実施
○行動会議において地区数拡大に向けた取組を要請



別紙様式２

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

注 １）　２０年９月以降実施する飼料増産への取組を記入してください。（21年度作に向けた準備を含む）

取組強化の考え方

平成20年度における今後の飼料増産の取組の強化

農政局名：北陸農政局

区　　　　　　　　　分

今後の予定

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記入）

　　２）　取組強化の考え方欄には、これまでの取組の検証を踏まえた取組の見直し方針を記入してください。

　　３）　今後の予定欄には、実施時期、取組等の概要を目標数値を含め簡潔に記入してください。

○地域レベルの会議等の開催
○重点地区等を中心とした優
　良事例の紹介

・草地自給飼料担当者会議の開催(９月）。
・北陸地域飼料増産会議の開催(２～３月）。
・重点地区拡大に向けた現地調査の実施。
・飼料増産優良事例集の作成、配付。

○コントラクター組織の拡大
○飼料増産ネットワークによ
　る斡旋・仲介活動の強化
○完全自給に向けた稲わら収
　集の強化を図る

・各県重点地域における支援の実施
・既存の需給マップに係る補完調査の実施
・稲わら収集強化に向けた要請文書発出
・コントラクター等、飼料生産に関する優良事例の紹
　介。

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○各種支援策等を活用して作
　付面積の拡大を図る

・農家戸数減少、労働力不足に対応するため、飼料生産
　の外部化・組織化を促進する。
・飼料作物作付拡大事例の紹介。

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○耕畜連携による取組の強化
○水田における飼料作物の位
　置づけを高める

・２１年産の作付拡大に向けた早期取組を促進する。
・飼料作物作付の意向把握を実施する。
・稲発酵粗飼料等に係る優良事例の紹介。

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○放牧メリットの更なる浸透
　を図る

・需給マップを活用した放牧可能地の選定。
・肉用牛等の放牧優良事例集の紹介。



別紙様式１

農政局名：東海農政局

９月１日現在

９／１現在
見込み①

達成率①／②

20年度末
達成目標②

17.2%

●現在の配合飼料価格高騰下における自給
飼料増産への取組に対する認識とその取組
に当たっての課題

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

注 １）　２０年９月１日現在の飼料増産への取組実績を記入してください。

実　　　　　　　　績
取組の進捗状況の検証

（評価と課題）

平成20年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証

+ １７２  ｈａ

+ １０００  ｈａ

飼料作物作付拡大面積

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記入）

区　　　　　　　　　分

・配合飼料の価格上昇に対応するためには、輸入飼料に依存する生産体系からの脱却が必要であり、飼
料基盤のぜい弱な東海地域においても、生産者の意識が高まりつつあり、自給飼料生産の拡大・利用の
取組が緊急の課題となっている。しかし、現状では畜産農家の規模拡大や高齢化による労働不足から稲
ＷＣＳ、飼料用米の作付けは増加しているものの、飼料作物全体としては、作付け拡大とはなっておらず、
今後の冬作飼料作物の拡大及び次年度の作付け拡大に向けた普及・推進活動が重要。

　　３）　取組の進捗状況の検証欄には、これまでの取組における評価や課題を記入してください。

・耕畜連携水田活用対策事業を活用し、水田耕作放棄地への
放牧の取組により、愛知県新城地区、岐阜県本巣地区等にて
肉用牛の耕作放棄地及び水田での放牧の取組が拡大。（愛
知県：10.4ha,34頭→12.2ha,42頭）（岐阜県：9.7ha,14頭→
10.6ha,25頭）
・放牧の普及・拡大を推進するため、一般消費者への理解醸
成を目的として、平成18年から開始し今年度で第３回となる
「東海・牛放牧フォトコンテスト」を実施し、現在作品募集中。

・管内の耕作放棄地及び水田放牧の取組
は頭数及び面積ともに増頭・拡大してきて
いる。
・更なる放牧の拡大には、放牧指導者の育
成と放牧馴致牛の確保・供給体制の確立
が必要。

・愛知県の県単事業による支援にて稲わら収穫機が導入さ
れ、組織化が進展し収集面積が拡大。（愛知県西三河、東三
河地区:5任意組合、74ha増加）

・コントラクター・TMRセンターとも不十分で
あり、地域関係者による協議を推進するとと
もに、補助事業を活用した組織立ち上げを
働きかける必要がある。

　　２）　実績欄には、実施時期、取組の概要を数値を含め簡潔に記入してください。

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

・三重県において稲WCSが前年に比べて倍増となる約100ha
となった結果、管内において大幅な作付増加となり、管内計で
70ha（19年）→150ha（20年見込み）となった。
・岐阜県養老町を中心として、わら専用稲（子実利用を含む）
等の作付けが前年に比べて約87ha増加し、約170haとなった
ことにより、わら専用稲（子実利用を含む）等の作付面積の大
幅な増加が見込まれ、管内計で約76ha(19年）→約208ha(20
年）となった。

・稲WCS及び飼料用米ともに管内において
作付け拡大が見込まれる。
・生産側は、一定の体制整備が整いつつあ
るため、今後は、流通面を含めた利活用及
び畜産物への影響等の検証が必要。
また、作付面積の大幅拡大を図るには、以
下の取組が必要。
・種子の確保・供給体制の確立。
・産地づくり交付金の財源不足に対応する
ため、飼料稲、飼料用米向けの同類対策の
創設が必要。

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

・地域飼料増産協議会を開催し、本年度飼
料増産目標及び計画を策定することによ
り、管内各関係機関において共通の問題意
識を持ち、課題解決及び目標達成に向けて
意識が高まってきている。
・稲WCS及びわら専用稲（子実利用を含む）
等の作付け拡大は順調に推進されてきて
いるが、これら以外のとうもろこし等飼料作
物全体の大幅な作付拡大とはなっていな
い。

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

・青刈りとうもろこしの利用・作付拡大に向けた関連事業の推
進。（随時）
・緑肥から転換される飼料作物及び耕作放棄地における飼料
作物の作付拡大に向けて関連事業の周知・推進。

・畜産農家の規模拡大や高齢化による労働
力不足により、管内における飼料作物作付
け面積の増加とはなっていない。
・水田を中心とした飼料作付面積の拡大を
図るとともに、労働力不足を解消するため、
新たな飼料生産受託組織（コントラクター）
の設立等が必要。

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

・第１回東海地域飼料増産協議会開催し、平成20年度の東海
地域における飼料増産に向けた行動計画の策定。（５月）
・新規飼料増産重点地区の掘り起こし。（随時）
・飼料増産ＰＲのチラシ作成。
・21年度作付拡大のための耕畜連携水田活用対策事業のPR
やネットワーク構築の働きかけの実施。（６月、８月）



別紙様式２

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

注 １）　２０年９月以降実施する飼料増産への取組を記入してください。（21年度作に向けた準備を含む）

取組強化の考え方

平成20年度における今後の飼料増産の取組の強化

農政局名：東海農政局

区　　　　　　　　　分

今後の予定

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記入）

　　２）　取組強化の考え方欄には、これまでの取組の検証を踏まえた取組の見直し方針を記入してください。

　　３）　今後の予定欄には、実施時期、取組等の概要を目標数値を含め簡潔に記入してください。

・各種関連事業をＰＲするととも
に、現地検討会を開催し、飼料
増産に係る更なる普及啓発を
推進。
・管内における新たな飼料増産
重点地区の拡大を推進強化。

・管内自給飼料担当会議(9月）における事業PR。
・第２回東海地域飼料増産協議会を開催（２月）し、２０年度行
動実績の点検・検証を行うとともに２１年度に向けた取組計画
の策定。

・労働力不足による飼料作物作
付拡大の停滞を解消するた
め、地域での新たな受託組織
の設立を推進。
・地域での国産稲わらの完全自
給を目標とし、管内の稲わらの
需給状況の把握。

・コントラクターＴＭＲセンターに関する情報や補助事業の更
なる周知・ＰＲを実施。
・管内の稲わら確保に関する取組の推進を行うために稲わら
確保に関する会議を開催（９月、局内）するとともに、稲わらの
需給量を把握する。

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

・各種関連事業をＰＲし、周知
活動を行うとともに、現地検討
会を開催し、飼料増産に係る更
なる普及啓発を推進。

・トウモロコシの作付け拡大を推進するために、トウモロコシ
の収穫・調整技術の習得・普及を目的とした現地検討会を開
催（愛知県、10月）
・耕作放棄地等を活用した飼料作物の作付け拡大を推進。

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

・現地検討会を開催し、飼料増
産に係る更なる普及啓発を推
進。次年度の更なる作付拡大
のために、意見交換等にて現
地の要望及び課題等を把握。

・稲ＷＣＳの作付拡大と飼料用米の利用拡大を図るため、稲
ＷＣＳの収穫実演を加えた現地検討会を開催。（三重県桑名
市、9月24日）
・水田を活用した飼料作物の拡大の推進をするとともに、次
年度の飼料用米作付け拡大へむけた啓発活動を実施。（各
検討会等にてＰＲ）

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

・現地検討会を開催し、耕作放
棄地解消策として放牧の取組
の拡大を図る。意見交換等にて
現地の要望及び課題等を把
握。

・耕作放棄水田等における放　牧の普及・拡大を図るため、
放牧に対する地域住民の理解醸成やソーラー電牧の設置等
の放牧技術の習得を目的として、現地検討会を開催（愛知県
新城市、10月）
・水田放牧の取組拡大のために放牧牛の導入、牧柵の整備
等、関連事業の更なる周知・普及を実施。



別紙様式１

農政局名： 近　畿　農　政　局

９月１日現在

９／１現在
見込み①

達成率①／②

20年度末
達成目標②

40.90%

。

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

実　　　　　　　　績
取組の進捗状況の検証

（評価と課題）

平成20年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証

+  　62.2　　　 ｈａ

+  　　１５２　　　 ｈａ

飼料作物作付拡大面積

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記入）

区　　　　　　　　　分

○稲WCS作付拡大に向けた取組（H20作付面積　151.4ha）
　・「稲発酵粗飼料生産利用研修会」を開催し、作付拡大、
酪農家への利用拡大を図った。
　・食糧サイド・農産サイドと連携し、生産調整の実効性確
保と併せて稲WCS及び飼料用米に関する情報提供を行っ
た。（５回）
○飼料用米の利活用モデル実証の推進（１地区）
　・滋賀県甲賀市にて採卵鶏への給与実証を現在検討
中。
○水田裏における飼料作物作付拡大
　・国産粗飼料増産対策事業（水田裏活用飼料増産）につ
いて、随時情報提供を図った。（16回）

奈良県に於いて、新たに稲WCSの取組
が開始された。（２ｈａ）

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

当初の予定より多数の出席があり、自給
飼料への関心の高さが伺われた。

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○20年度飼料作物作付の拡大
　・「細断型ロールベーラーによるとうもろこしの生産・利用
現地検討会」を開催し、青刈りとうもろこしの作付拡大を
図った。
○緑肥からの転換・耕作放棄地への飼料作付
　・粗飼料増産未利用資源活用促進対策事業について随
時情報提供・説明をおこなった。（１６回）

府県に於いて早急に飼料増産協議会を
立ち上げ、事業実施のための推進体制を
整える必要がある。

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○行動会議・現地検討会の開催（５回）
　　・５月１６日「第一回近畿地域飼料増産行動会議」を開
催し、平成２０年度行動計画を策定（出席者：５３名）
　　・６月１１日「放牧推進に向けたセミナー」（農政局職員
を対象）を開催し、放牧に関する情報の共有化を図った。
（出席者：３９名）
　　・７月３日奈良県及び（社）日本草地畜産種子協会と共
催して「肉用牛放牧と飼料用稲に関する情報交換会」を開
催し、耕作放棄地や水田への肉用牛放牧や飼料用稲（飼
料用米及び稲WCS）の生産利用に関する情報提供・意見
交換を行った。（出席者：１１３名）
　　・８月２２日滋賀県及び（社）日本草地畜産種子協会と
共催して「細断型ロールベーラーによるとうもろこしの生
産・利用現地検討会」を開催し、細断型ロールベーラーの
普及を図る。（出席者：８０名）
　　・８月２６日兵庫県及び（社）日本草地畜産種子協会と
共催して「稲発酵粗飼料生産利用研修会」を開催し、稲
WCSの作付面積拡大を図る。（出席者：１４０名）
○重点地区に対する指導・支援（４回）
　　・７月４日滋賀県日野町においてコントラクター及び稲
発酵粗飼料生産拡大等に関する意見交換を行った。（出
席者１２名）
　　・７月３１日京都府中丹地域（京都市、綾部市）において
畜産農家と肉用牛放牧等に関する意見交換を行った。（４
地区）
　　・８月４日兵庫県あわじ地域（洲本市、南あわじ市）にお
いて事業説明会の開催、畜産農家との意見交換を行っ
た。（５地区）
○重点地区数拡大の取組（３回）
　　・７月３日奈良県橿原市において「肉用牛放牧と飼料用
稲に関する情報交換会」開催した。
　　・８月１４日奈良県奈良市において生産調整の実効性
確保に係る取組として飼料用稲の取組について情報交換
を実施した。
　　・８月１５日京都府舞鶴市において飼料用米の取組推
進に係る現地調査を実施した。



別紙様式２

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

取組強化の考え方

平成20年度における今後の飼料増産の取組の強化

農政局名：　近　畿　農　政　局

区　　　　　　　　　分

今後の予定

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記入）

府県と共催して、現地検討会等
を開催。
現地調査、現地説明会等を積
極的に実施し、新規事業・重点
地区等の周知・掘り起こしを行
う。

○行動会議・現地検討会（４回）
　・管内府県に対しヒアリングを実施し、取組を検証するととも
に、平成２１年度支援策について周知を図る。
　・１０月に京都府及び（社）日本草地畜産種子協会と共催で
肉用牛放牧推進研修会の開催し、肉用牛放牧の取組拡大を
図る。
　・１２月に滋賀県及び（社）日本草地畜産種子協会と共催で
汎用型飼料収穫機実演会を開催し、作付面積の拡大、飼料
生産外部化組織の育成を図る。
　・３月に「第2回近畿地域飼料増産行動会議」を開催し、平
成20年度の行動計画の点検・検証を行い、平成20年度運動
方針を策定する。

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

近畿管内は水田が耕地の大半
を占めるため、水田での飼料作
物生産振興を図る。
緑肥からの転換については、レ
ンゲ・地力増進用ソルゴー・調
整水田等を中心に飼料作物へ
の転換をすすめる。

○緑肥からの転換、耕作放棄地への作付
　・粗飼料増産未利用資源活用促進対策事業の平成２１年度
実施に向けて、体制づくりと事業内容等の周知・徹底を図る。

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

耕畜連携水田活用対策事業、
強い農業づくり交付金等を活用
し、専用収穫機の導入を支援
する。
食糧サイド・農産サイドと連携し
て、情報提供に努める。
生産調整の実効性確保に関連
して、稲発酵粗飼料の作付拡
大を図る。

○作付拡大に向けた取組
　・リーフレット（情報誌）を作成し、畜産農家・稲作農家等へ
配布、作付面積の拡大を図る。
○飼料用米利活用のモデル実証（１地区）
　・滋賀県大津市において養鶏農家での実証を検討中。
○水田裏活用飼料増産
　・国産粗飼料増産対策事業（水田裏活用型飼料増産）の周
知を図る。

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組



別紙様式１

農政局名： 近　畿　農　政　局

９月１日現在

９／１現在
見込み①

達成率①／②

20年度末
達成目標②

40.90%

。

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

実　　　　　　　　績
取組の進捗状況の検証

（評価と課題）

平成20年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証

+  　62.2　　　 ｈａ

+  　　１５２　　　 ｈａ

飼料作物作付拡大面積

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記入）

区　　　　　　　　　分

○稲WCS作付拡大に向けた取組（H20作付面積　151.4ha）
　・「稲発酵粗飼料生産利用研修会」を開催し、作付拡大、
酪農家への利用拡大を図った。
　・食糧サイド・農産サイドと連携し、生産調整の実効性確
保と併せて稲WCS及び飼料用米に関する情報提供を行っ
た。（５回）
○飼料用米の利活用モデル実証の推進（１地区）
　・滋賀県甲賀市にて採卵鶏への給与実証を現在検討
中。
○水田裏における飼料作物作付拡大
　・国産粗飼料増産対策事業（水田裏活用飼料増産）につ
いて、随時情報提供を図った。（16回）

奈良県に於いて、新たに稲WCSの取組
が開始された。（２ｈａ）

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

当初の予定より多数の出席があり、自給
飼料への関心の高さが伺われた。

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○20年度飼料作物作付の拡大
　・「細断型ロールベーラーによるとうもろこしの生産・利用
現地検討会」を開催し、青刈りとうもろこしの作付拡大を
図った。
○緑肥からの転換・耕作放棄地への飼料作付
　・粗飼料増産未利用資源活用促進対策事業について随
時情報提供・説明をおこなった。（１６回）

府県に於いて早急に飼料増産協議会を
立ち上げ、事業実施のための推進体制を
整える必要がある。

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○行動会議・現地検討会の開催（５回）
　　・５月１６日「第一回近畿地域飼料増産行動会議」を開
催し、平成２０年度行動計画を策定（出席者：５３名）
　　・６月１１日「放牧推進に向けたセミナー」（農政局職員
を対象）を開催し、放牧に関する情報の共有化を図った。
（出席者：３９名）
　　・７月３日奈良県及び（社）日本草地畜産種子協会と共
催して「肉用牛放牧と飼料用稲に関する情報交換会」を開
催し、耕作放棄地や水田への肉用牛放牧や飼料用稲（飼
料用米及び稲WCS）の生産利用に関する情報提供・意見
交換を行った。（出席者：１１３名）
　　・８月２２日滋賀県及び（社）日本草地畜産種子協会と
共催して「細断型ロールベーラーによるとうもろこしの生
産・利用現地検討会」を開催し、細断型ロールベーラーの
普及を図る。（出席者：８０名）
　　・８月２６日兵庫県及び（社）日本草地畜産種子協会と
共催して「稲発酵粗飼料生産利用研修会」を開催し、稲
WCSの作付面積拡大を図る。（出席者：１４０名）
○重点地区に対する指導・支援（４回）
　　・７月４日滋賀県日野町においてコントラクター及び稲
発酵粗飼料生産拡大等に関する意見交換を行った。（出
席者１２名）
　　・７月３１日京都府中丹地域（京都市、綾部市）において
畜産農家と肉用牛放牧等に関する意見交換を行った。（４
地区）
　　・８月４日兵庫県あわじ地域（洲本市、南あわじ市）にお
いて事業説明会の開催、畜産農家との意見交換を行っ
た。（５地区）
○重点地区数拡大の取組（３回）
　　・７月３日奈良県橿原市において「肉用牛放牧と飼料用
稲に関する情報交換会」開催した。
　　・８月１４日奈良県奈良市において生産調整の実効性
確保に係る取組として飼料用稲の取組について情報交換
を実施した。
　　・８月１５日京都府舞鶴市において飼料用米の取組推
進に係る現地調査を実施した。



４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

注 １）　２０年９月以降実施する飼料増産への取組を記入してください。（21年度作に向けた準備を含む）

　　２）　取組強化の考え方欄には、これまでの取組の検証を踏まえた取組の見直し方針を記入してください。

　　３）　今後の予定欄には、実施時期、取組等の概要を目標数値を含め簡潔に記入してください。

集落営農等に対し情報提供を
行い、飼料作物生産外部化組
織としての育成、稲わら収集の
拡大を図る。
９月を稲わら収集強化月間と
し、啓発活動等を展開する。

○コントラクター・TMRセンターの育成強化
　・「汎用型飼料収穫機実演会」を開催し、飼料生産外部化組
織の育成を図る。
○需要量に見合った稲わらの確保
　・９月を稲わら収集強化月間とし、啓発文書を発出すると共
に、リーフレットを作成し、国産稲わらの収集拡大を図る。

耕作放棄地や野草地等を活用
した肉用牛放牧の拡大。
レンタカウ制度を活用した放牧
の拡大を図る

○肉用牛放牧の取組拡大
　・リーフレット（情報誌）を作成し、畜産農家等へ配布、耕作
放棄地や水田・野草地等を活用した肉用牛放牧の拡大を図
る。
　・「肉用牛放牧推進研修会」を開催し、取組拡大を図る。
　・放牧牛貸付制度構築事業（国産飼料資源活用促進総合
対策）の周知・事業要望の掘り起こしを図る。
○その他
　・放牧等をテーマに絵画コンクールを開催し、放牧への理解
醸成と取組の拡大を図る。



別紙様式１

農政局名：中国四国農政局

９月１日現在

９／１現在
見込み①

達成率①／②

20年度末
達成目標②

80%

●現在の配合飼料価格高騰下における自給
飼料増産への取組に対する認識とその取組
に当たっての課題

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

注 １）　２０年９月１日現在の飼料増産への取組実績を記入してください。

・食糧部計画課及び農産課と連携して農政事務所米政策改革推進対策チーム長会
議（5/8）を開催、「国産粗飼料増産対策事業」等について説明を行った。また、現地
段階での確実な周知徹底を依頼した。
・中国四国地域耕畜連携推進協議会において、各県の稲ＷＣＳ栽培目標面積の確
認をすると共に、「国産飼料資源活用促進総合対策事業」「粗飼料増産未利用資源
活用促進対策事業」等の施策を紹介し、現地段階での確実な周知徹底を依頼した。

・食糧部計画課及び農産課サイドとより
いっそう連携を深め、情報伝達時の協力
体制を強化し、関係する各種会議を共同
開催する等して飼料稲の推進に努める。
・ＷＣＳ・飼料用米共に次年度以降も拡大
に向けた取り組みを推進。
・来年度の各種助成金の充実等により飛
躍的な拡大を期待。

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

・管内ブロック会議（耕畜連携推進協議会
9/5）により、秋冬作の作付拡大、飼料専
用稲種子の確保への取り組み強化を行
う。
・飼料増産重点地区での現地意見交換等
を通じ、飼料増産への取り組みをバック
アップしていく。
・現地の意見交換の情報を元にして結果
をとりまとめ、飼料増産啓発活動をする。

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

・中国四国地域耕畜連携推進協議会等において、各県の飼料増産目標（農政局案
の飼料増産目標面積１，０１１ｈａ）に対する確認を行うと共に、「粗飼料増産未利用
資源活用促進対策事業」等の施策を紹介した。
・「国産飼料資源活用促進総合対策事業」「粗飼料増産未利用資源活用促進対策
事業」等の追加情報を各県に対して紹介した。
・トウモロコシの作付では、鳥取県で強い農業づくり交付金によるハーベスターの整
備などで２７ha増加が見込まれるほか、岡山県では笠岡干拓で、２期作での作付面
積が増加傾向にある。

・管内では多くの耕作放棄地があるもの
の、ほ場面積や土地の権利関係等、飼料
生産を行う際の課題が多い。
・飼料作物の作付拡大に向け、引き続き
自給飼料増産体制作りのための畜産公
共事業や各種事業の周知徹底をはかりな
がら管内の作付面積の拡大を図っていく。

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

・米政策改革推進対策チーム長会議（5/8）
・農政局飼料自給率向上戦略会議（5/15）
・第１回中国四国地域耕畜連携推進協議会（5/27）
・管内自給飼料増産及び畜産公共担当者会議（6/3～4）
・管内畜産課長会議（6/6）
・岡山県草地協会研修会（7/1）
・畜産と国産畜産物への理解を深める中国ﾌﾞﾛｯｸ説明会(7/25)
・中国四国地域肉用牛生産増頭行動会議(7/29～30)
・飼料増産重点地区での現地情報交換会（8/21香川県）

・飼料用米は、島根県で飼料用米に対し県単独助成する取り組みを行っているな
ど、各県での取り組み強化により管内５県（島根、岡山、広島、徳島、高知）で徐々
に拡大傾向にある。
・H20年度中に見込まれる飼料用米栽培面積：約３８ha（うち飼料用米導入定着化緊
急対策の対象：３４ha）

　　３）　取組の進捗状況の検証欄には、これまでの取組における評価や課題を記入してください。

・中国四国地域耕畜連携推進協議会において、各県の水田放牧目標頭数を確認す
るとともに、「国産飼料資源活用促進総合対策事業」等の施策を紹介した。
・耕作放棄地解消対策等ＰＴ（4/30）において、耕作放棄地放牧のモデル地域を設
定、農村計画サイドと連携した耕作放棄地対策を検討。
・中国四国肉用牛生産増頭行動会議：現地検討会及び意見交換会（7/29～30）
・耕作放棄地ＰＴでの利用も考慮し、現地調査の際の啓発資料として利用するため、
ﾘｰﾌﾚｯﾄ『放牧のススメ』をリニューアルした。
・島根・広島・山口で、耕畜連携水田活用対策事業で放牧牛導入（37頭予定）を行う
ほか、各県でモデル地区の選定や研修会等への取り組みにより拡大傾向にある。

・農村計画サイドと協力しながら今後の取
り組みを強化。
・年度内に農村計画サイドと協力し、耕作
放棄地放牧セミナーを開催する予定。
・耕作放棄地解消に向けた取組では、畜
産農家、地権者の合意の他、周辺住民の
理解を得る必要があるため、今後は地域
住民への理解醸成のための取り組み強
化が課題である。

・中国四国地域耕畜連携推進協議会において、「国産飼料資源活用促進総合対策
事業」等の施策を紹介した。
・「畜産と国産畜産物への理解を深める中国ﾌﾞﾛｯｸ説明会」（香川7／25）において飼
料増産の重要性を紹介。
・岡山県では、ＷＣＳ同様に稲わらの広域流通（南北交流）を県単事業で推進してい
るほか、岡山市では飼料会社が麦わら利用のＴＭＲを生産、酪農家が給与する体
制を構築するなど、積極的な利用推進を図っている。（収集面積20ha増）
・広島県では新たな国産稲わら確保を目指し、強い農業づくり交付金でわら収集機
械を導入。

・管内各県共に、作業受託組織の育成の
必要性は感じているものの、組織の増加
にはつながっていない。今後は、さらなる
関係事業の周知が必要である。

　　２）　実績欄には、実施時期、取組の概要を数値を含め簡潔に記入してください。

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

・「国産飼料資源活用促進総合対策事業」（飼料用米導入定着化緊急対策）の掘り
起こしを行い、必要に応じて情報提供を行った。
・岡山県では、強い農業づくり交付金や畜産公共（草地林地）でＷＣＳ専用収穫機を
追加整備し、堆肥との交換など広域流通に向けた取組により、昨年度実績の倍の
取組面積となっている。（H19:63ha→H20:122ha)
・H20年度中に見込まれる稲ＷＣＳ栽培面積：約５５０ha（H19年度実績：４３１ha）

実　　　　　　　　績
取組の進捗状況の検証

（評価と課題）

平成20年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証

+ ６９７ ｈａ

+ ８６２ ｈａ

飼料作物作付拡大面積

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記入）

区　　　　　　　　　分

　中国四国管内においても輸入飼料価格が高騰するなかで、自給飼料増産の気運は高まっている。その中でも稲WCSは中国
四国地域の土地条件にみあった飼料作物であり、今後も生産量の増加が期待されるところであるが、低コスト化を図るための
コントラクターの育成が課題である。また、放牧も耕作放棄地対策に繋げられる重要な活動であることから、実施地域周辺住民
へのよりいっそうの理解醸成が必要である。管内において飼料用米の生産はまだ試験的な取組が多いものの、今後の作付拡
大が期待される。飼料増産に向けた課題として、耕作地の集約化をどう進めるかが検討課題となっている。



別紙様式２

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

注 １）　２０年９月以降実施する飼料増産への取組を記入してください。（21年度作に向けた準備を含む）

取組強化の考え方

平成20年度における今後の飼料増産の取組の強化

農政局名：中国四国農政局

区　　　　　　　　　分

今後の予定

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記入）

　　２）　取組強化の考え方欄には、これまでの取組の検証を踏まえた取組の見直し方針を記入してください。

　　３）　今後の予定欄には、実施時期、取組等の概要を目標数値を含め簡潔に記入してください。

○飼料増産重点地区における
取組の強化と周辺地域への波
及による管内の粗飼料自給率
の向上を促す。
○「畜産と国産畜産物への理
解を深める説明会」等において
も、飼料増産活動のPRを行っ
ていく。

・生産者、生産者団体、行政機関、試験研究機関を対象とし
た現地検討会等を開催。
・水田裏での冬作の飼料作物作付拡大や飼料専用稲種子の
緊急確保、平成21年度に向けた耕畜連携への取組を強化す
ることを目的として、第２回中国四国地域耕畜連携推進協議
会（9/5）を実施する。
・山口県下で現地意見交換会（9/18）
・農政局飼料自給率向上戦略会議（３月末）
・中国四国地域耕畜連携推進協議会（３月）
・飼料増産重点地区での現地意見交換会（香川(8/21実施済
み)以外の８県）
・「畜産と国産畜産物への理解を深める中国ﾌﾞﾛｯｸ説明会」
（広島9／17）

○現地検討会において組織化
の取り組みメリット等の情報を
発信する。

・随時、「国産飼料資源活用促進総合対策事業」等の施策の
紹介。
・飼料生産の増産及び外部化等に向けた取組を推進するた
め、粗飼料を主体としたＴＭＲの生産・調製・利用の現地検討
会等を開催する。（１１月上旬　鳥取県）

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○事業等の情報提供による管
内の飼料作の生産拡大を推進
する。

・ひきつづき、随時、「国産飼料資源活用促進総合対策事業」
「粗飼料増産未利用資源活用促進対策事業」等の施策の紹
介。
・地域に「国産飼料資源活用促進総合対策事業」「粗飼料増
産未利用資源活用促進対策事業」等の施策を誘導するため
には、飼料増産協議会の設立が必要あることを各種会議や
現地意見交換会等で示す。

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○２１年度に向けてＷＣＳを含
めた飼料用稲の生産・利用拡
大及び飼料稲用種子の確保の
推進に取り組む。

・平成２０年度における稲ＷＣＳの栽培目標面積：５２０ha
・今年度の経過を見て、２年後の稲ＷＣＳ栽培面積の目標を
新たに設定する。
・翌年度の飼料用稲の種子の確保状況について実情の把握
に努める。
・食糧部計画課及び農産課と連携して、飼料稲推進のための
稲ＷＣＳ・飼料用米セミナー（10/23）を開催。

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○引き続き、肉用牛増頭戦略
や耕作放棄地解消対策とも連
携しながら放牧拡大に向けた
取組を行う。

・ひきつづき、随時、「国産飼料資源活用促進総合対策事業」
等の施策の紹介。
・放牧のモデル地区として各県１地区を選定する他、耕作放
棄地ＰＴにおいて資源作物、企業参入と併せて耕作放棄地放
牧についても重点地区として２地区を選定して今後の取り組
み強化につなげる。



別紙様式１

農政局名：九州農政局

９月１日現在

９／１現在
見込み①

達成率①／②

20年度末
達成目標②

５３．８　％

●現在の配合飼料価格高騰下における自給
飼料増産への取組に対する認識とその取組
に当たっての課題

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

粗飼料自給率の高い、自給飼料基盤に立脚した畜産経営への転換が必要であるが、資材費や原油等
の価格上昇も鑑み、支援を行う必要がある。

平成20年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証

+  　　１，３３９　ｈａ　

+  　　２，４８７　ｈａ　

飼料作物作付拡大面積

実　　　　　　　　績
取組の進捗状況の検証

（評価と課題）取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記入）

区　　　　　　　　　分

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○肉用牛の水田放牧頭数：（調査中）
○九州地域における放牧事例集の配布
　（会議等500部、来局者等随時）

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○平成２０年度九州地域飼料自給率向上・生産性向上に関
する合同会議（九州地域飼料増産行動会議）の開催（5月
16日）
○飼料増産パンフレット（3種）各100部配布
○飼料増産重点地区59地区

○飼料作物作付拡大面積1,207ha
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
　（粗飼料増産未利用資源活用促進対策事業：1地区、
6ha）

○コントラクター組織増加数：6組織
○国産稲わら自給率：（調査中）

○コントラクター組織の無かった県におい
て組織の設立が行われているが、作業の
受託を行っていない組織も散見され、組
織の存続が懸念されるところ。
○国産稲わらについては、北部九州は自
給率100％であるものの、南部九州では
不足すると予測される。また、稲わらの代
替作物の輸入がなされている。
○今後とも、コントラクターの育成・強化、
TMRセンターの育成と利用拡大及び国産
稲わら等の流通体制の構築を図る必要が
ある。

○稲ＷＣＳ作付面積（見込み）：3,612ha（380ha増）
○飼料用米作付面積（見込み）：179ha（174ha増）
○水田裏における飼料作物作付拡大
　（国産粗飼料増産事業のうち水田裏利用飼料生産供給推
進型：8地区、560ha）
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
　（国産飼料資源活用促進総合対策事業のうち飼料用米導
入定着化緊急対策事業：6地区、145ha）
○コープ熊本飼料米プロジェクト会議にて飼料用米の事業
等紹介（8月29日）

○飼料増産重点地区に対する指導・支援
の充実と周辺地域を巻き込んだ飼料増産
の展開を図る必要がある。
○飼料増産運動の推進取組が低調な地
域への集中的な働きかけ、耕畜連携事業
等事業制度の積極的な活用促進を図る
必要がある。

○耕畜連携水田活用対策事業や国産飼
料資源活用促進総合対策事業等により飼
料作物の拡大が図られている。
○青刈りとうもろこし等の高栄養飼料の作
付拡大や新技術の導入と緑肥からの飼料
作物への転換、耕作放棄地の利用拡大を
図る必要がある。

○耕畜連携水田活用対策事業や国産飼
料資源活用促進総合対策事業等により稲
ＷＣＳや飼料用米の作付面積は拡大して
いる。
○国産粗飼料増産対策事業により水田裏
での飼料作物作付面積の増加が見込ま
れる。
○米の生産調整に関わらず、安定的な飼
料作物の作付けを行う必要。
○稲WCS等水田を活用した飼料作物作付
面積拡大と飼料用米の利活用円滑化、多
収品種種子の確保を行う必要がある。

○放牧については増加傾向で推移してい
ると考えられるが、今後とも放牧条件整
備、放牧経験牛（レンタカウ）の確保、草
地管理技術の改良による放牧の推進を図
る必要がある。



別紙様式２

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

取組強化の考え方

平成20年度における今後の飼料増産の取組の強化

農政局名：九州農政局

区　　　　　　　　　分

今後の予定

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記入）

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○飼料生産受託組織数：130組織
○国産稲わら自給率：100％
　・需要量に見合った国産粗飼料の確保
　・自給飼料成分の実態調査

○飼料増産運動の推進取組が
低調な地域への集中的な働き
かけ、耕畜連携事業等事業制
度の積極的な活用促進

○青刈りとうもろこし等の高栄
養飼料の作付拡大や新技術の
導入と緑肥からの飼料作物へ
の転換、水田裏での飼料生産

○稲WCS等水田を活用した飼
料作物作付面積拡大と飼料用
米の利活用円滑化、多収品種
の導入
○飼料用稲種子の確保

○放牧条件整備、放牧経験牛
（レンタカウ）の確保、草地管理
技術の改良による放牧の推進
○九州地域配合飼料価格上昇
対応生産性向上推進会議、九
州地域肉用牛増頭戦略会議と
連携した飼料増産運動の展開

○コントラクター（営農集団を含
む）の利用実態、推進方策等の
検討及び普及啓蒙
○コントラクターの組織化の促
進
○ＴＭＲの生産・給与体系への
誘導
○国産稲わら等の流通体制の
構築
○ＨＰ、機関誌への掲載、パン
フ作成･配布等積極的なＰＲ

○第3回九州地域飼料増産行動会議（1回、2月頃）
○飼料増産重点地区69地区
　　（10地区の追加登録）

○飼料作物作付面積：105,687ha
　　（作付面積を2,487ha拡大）
○青刈りとうもろこし作付面積拡大

○飼料イネの栽培調整利用に係る研修会（１回、12月頃）
○20年産WCS作付面積：3,700ha
○21年産WCS作付面積：4,000ha
○飼料用米のモデル実証による利活用体制の構築

○放牧現地検討会（1～2回）
○水田放牧の取組拡大
　　（肉用牛放牧頭数：1,600頭）



別紙様式１

農政局名：沖縄総合事務局

９月１日現在

９／１現在
見込み①

達成率①／②

20年度末
達成目標②

0%

●現在の配合飼料価格高騰下における自給
飼料増産への取組に対する認識とその取組
に当たっての課題

１飼料増産運動

○行動会議・現地検討会等の開催 （出席者の意見・要望）

○重点地区に対する指導・支援

○重点地区数拡大の取組

○その他の飼料増産への取組

２飼料作物作付面積の拡大

○20年度飼料作物作付拡大

○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大

○耕作放棄地における飼料作物作付拡大

○その他の取組

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

県内においては、飼料用米・稲ＷＣＳ生
産利用の取組推進は困難（主食用米の
生産が少なく、転作の生産目標数量に満
たない。耕作放棄田もほとんどない。）

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化

○ＴＭＲセンターの育成・強化

○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施

○需要量に見合った稲わらの確保

○その他の取組

注 １）　２０年９月１日現在の飼料増産への取組実績を記入してください。

区　　　　　　　　　分

　配合飼料価格の高騰は、輸入飼料への依存度が高い酪農経営に対する影響が甚大であり、自給
飼料の増産・確保を図ることが喫緊の課題となっている。しかしながら、草地・飼料畑の十分な確保が
できている酪農家は少ない。地域の耕作放棄地等を借り受け、コントラクターを立ち上げる等により、
飼料生産利用拡大を図る必要がある。また、繁殖経営においては、草地の生産性向上及び有効利
用を図るほか、放牧普及の可能性に関する検討が必要である。

　　３）　取組の進捗状況の検証欄には、これまでの取組における評価や課題を記入してください。

　　２）　実績欄には、実施時期、取組の概要を数値を含め簡潔に記入してください。

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

平成20年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証

+　　　０　ｈａ

+　１０８　ｈａ

飼料作物作付拡大面積

県産稲わら利用拡大推進のための啓蒙・
普及活動

県産稲わらの利用拡大にむけ、離島の水稲作地域におい
て畜産農家を対象に稲わら利用に関するアンケート調査
を実施（８月２６日）

実　　　　　　　　績
取組の進捗状況の検証

（評価と課題）取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記入）

第１回沖縄地域飼料増産推進協議会（６月２７日）

（平成２０年度の行動計画等について意見交換） シンポジウム・現地検討会等は同じテー
マでも良いので、繰り返し行ってほしい。

　配合飼料・濃厚飼料の代替えとして、飼
料用いも・にんじん・かぼちゃ・さとうきび・
キャッサバ等の生産利用について検討が
必要との意見が多く出された。



別紙様式２

１飼料増産運動

○行動会議・現地検討会等の開催

○重点地区に対する指導・支援

○重点地区数拡大の取組

○その他の飼料増産への取組

２飼料作物作付面積の拡大

○20年度飼料作物作付拡大

○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大

○耕作放棄地における飼料作物作付拡大

○その他の取組

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組

○飼料用米の利活用モデル実証の推進

○水田裏における飼料作物作付拡大

○その他の取組

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組

○乳用牛の集約放牧の取組

○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化

○ＴＭＲセンターの育成・強化

○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施

○需要量に見合った稲わらの確保

○その他の取組

注 １）　２０年９月以降実施する飼料増産への取組を記入してください。（21年度作に向けた準備を含む）

条件不利地域における自給飼
料確保の取組支援

　　２）　取組強化の考え方欄には、これまでの取組の検証を踏まえた取組の見直し方針を記入してください。

　　３）　今後の予定欄には、実施時期、取組等の概要を目標数値を含め簡潔に記入してください。

（離島県である沖縄県において
も、更に生産・流通等の条件が
不利な離島地域である与那国
町について取組む）

自給飼料増産のため、関係機関・団体・農家等による検討会
の開催（与那国町、１０月）

（現状では、水の確保が難しいため２期作をしていない水田
を有効活用し、冬場の購入粗飼料の利用低減を図る。）

労働力不足の畜産経営が多い
県内畜産農家に対する自給粗
飼料確保の支援

コントラクターの創設に関するシンポジウムの開催（沖縄本島
南部地域）

酪農経営における自給粗飼料の確保・利用を図るため、コン
トラクターの創設について、関係機関及び県酪農農協による
検討会の開催

放牧普及の可能性に関する検
討

取組強化の考え方

平成20年度における今後の飼料増産の取組の強化

農政局名：沖縄総合事務局

区　　　　　　　　　分

今後の予定

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記入）

アンケート結果を受け、関係機関・団体・農家と県産稲わら利
用に向けた検討会の開催

水稲作地域における県産稲わ
らの利用拡大

県酪農農協が主導する耕作放棄地の借受け・集積の支援の
ため、関係機関・団体等による検討会の開催（１０月）

耕作放棄地の利活用による自
給飼料増産

未利用水田を利用した飼料生
産の取組み

１期作後の未利用水田への飼料作物作付について、県と連
携した啓発活動の実施（与那国町）



別紙様式１

都道府県名：　北海道

９月１日現在

達成率①／②

20年度末
達成目標②

％

●現在の配合飼料価格高騰下における自給
飼料増産への取組に対する認識とその取組
に当たっての課題

１飼料増産運動

・耕（畑）畜連携を目指す地域においての
取組を先行
・今後は、畜産主体地域（釧路、根室、宗
谷の取組を強化する必要がある。

２飼料作物作付面積の拡大

・牧草の作付面積の動向が不明なため、
飼料作物作付の純増面積は不明
・今後の気象の推移にもよるが、飼料作
物全体の栄養（TDN）収量は明らかに増
加する見込み
・マメ科新品種（ガレガ）の作付調査

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

・飼料用稲専用品種の普及は平成22年度
からの見込み。それまでに、種子増産体
制を整備する必要がある

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

・20年度の乳用牛の集約放牧の実施状況
については今後調査予定のため不明。

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

注 １）　２０年９月１日現在の飼料増産への取組実績を記入してください。

・２０年度のTMRセンターの新規稼動は３箇所を予定（計２８
箇所）
・流通用のとうもろこし（細断型ラップサイレージ）の作付（水
田転作４０ｈａ）

・稲わら需給調整については、秋以降に
実施予定
・２０年度３，０００個販売予定
・９／２　サイレージ調製技術実地研修会
（北海道酪農畜産協会主催）

・北海道においては、各地域農業改良普及センターにおける生産性向上の技術対策と経営安定対策
を基軸に飼料増産に取り組んでいるが、地域の生産計画（特に、生乳生産）の達成に配慮しながら、自
給飼料や地域副産物の利用拡大に努めている。

９／１現在
見込み①

※とうもろこし作付に係るＡＬＩＣ事業
等の実施要望面積。純増面積や、牧
草の作付（減少）面積が不明のため、
達成率は算出せず緑肥→飼料作物　　+ 　　４６４　 ｈａ

畑地→とうもろこし　+ ２，５４５　 ｈａ

・３／２７　十勝管内自給飼料増産推進会議　１０４名
・４／３　　網走管内自給飼料増産推進会議　　７１名
・５／１２　北海道飼料自給率向上戦略会議　　２３名
・７／２３　根室支庁飼料増産対策WG設置
・７／２４　後志支庁自給飼料関連対策検討会 ２５名
・８／２０　十勝エコフィード研修会　　　　　　　　２０名
・草地の簡易更新技術の実証展示

・平成20年度国産飼料資源活用促進総合対策事業による
とうもろこし作付への転換要望面積　６，２８６ｈａ
・緑肥から飼料作物への転換要望面積　２地区４６４ｈａ
・７／２４　「ひやまコーンセミナー」　　５０名
・アルファルファ作付ほ場検討会
・チモシー新品種展示（家畜改良センター）
・とうもろこし実証展示ほ

平成20年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証

草地→とうもろこし　+ ３，７４０　 ｈａ

+  ３，０００　　 ｈａ

飼料作物作付拡大面積

　　３）　取組の進捗状況の検証欄には、これまでの取組における評価や課題を記入してください。

　　２）　実績欄には、実施時期、取組の概要を数値を含め簡潔に記入してください。

区　　　　　　　　　分

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

取組の進捗状況の検証
（評価と課題）取組等の概要

（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記入）

実　　　　　　　　績

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

・放牧用牧草品種（Mf+Prフェストロリウム等）作付指導
・８／２２　自然循環型酪農専門部会（北海道飼料自給率向
上戦略会議）

・平成20年度稲ＷＣＳ作付面積（見込み）　５５．７ｈａ

・水田地帯における肉用牛の導入　１地区２０頭
・５／２８　日高和牛産地育成検討会（9、10、1月予定）
・後志放牧研究会（６／４、７／２５）
・平成20年度放牧サミット開催（９／１７～１８）に係る支援



別紙様式２

１飼料増産運動

・地域（支庁、市町村）での行動
会議の取組強化
・耕（畑）畜連携の取組地区を
重点地区として拡大
・畜産単作地帯における取組の
強化

２飼料作物作付面積の拡大

・北海道飼料増産推進協議会
の設立（緑肥からの転換事業）

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

・飼料用稲専用品種の普及年
（H22年）に向けた体制づくり

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

・自然循環型酪農の確立に向
けた取組指針の作成

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

・設立運営マニュアルを活用し
た適正な自給飼料主体TMRセ
ンターの設置指導の強化（投資
額の検討、広域連携のあり方
等）

注 １）　２０年９月以降実施する飼料増産への取組を記入してください。（21年度作に向けた準備を含む）

平成20年度における今後の飼料増産の取組の強化

都道府県名：　北海道

区　　　　　　　　　分

今後の予定

取組強化の考え方

　　３）　今後の予定欄には、実施時期、取組等の概要を目標数値を含め簡潔に記入してください。

　　２）　取組強化の考え方欄には、これまでの取組の検証を踏まえた取組の見直し方針を記入してください。

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記入）

・ＴＭＲセンター連絡協議会研修会への参加（１０月）

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

・平成２０年度自給飼料生産利用状況調査の実施（１２月）
・自然循環型酪農専門部会（北海道飼料自給率向上戦略会
議）での検討

・北海道飼料自給率向上戦略会議幹事会の開催（１０月、２
月）
・重点地区の追加登録（３地区、１０月）
・畜産単作地域（釧路、根室、宗谷）での地区飼料増産推進
会議の開催（１１月～２月）

・水田農業推進協議会と連携した平成２２年の飼料用稲作付
意向調査の実施（１月）

・平成２０年度自給飼料生産利用状況調査の実施（１２月）



別紙様式１

都道府県名：青森県

９月１日現在

９／１現在
見込み①

達成率①／②

20年度末
達成目標②

80%

●現在の配合飼料価格高騰下における自給
飼料増産への取組に対する認識とその取組
に当たっての課題

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

注 １）　２０年９月１日現在の飼料増産への取組実績を記入してください。

○稲わら流通商談会の開催（平成20年7月30日）
稲わら需要者と稲わら供給者の21名のマッチングの場を
設けた。

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○青森県飼料増産戦略会議（平成20年7月11日）

○飼料米等利用拡大プロジェクト検討会
　（第１回平成20年6月4日、第2回平成20年7月13日）

○耕畜連携水田活用対策事業における飼料作物作付面
積の増加
　（Ｈ19実績　1,625ha→Ｈ20実施見込み　1,913ha　288ha
の増加）

○耕作放棄地等への青刈りとうもろこし作付け（１４ha)

○飼料用米利活用モデル実証（1集団）

○飼料用米作付面積の増加
（Ｈ19実績　1.5ha→Ｈ20実施見込み　53ha　51.5haの増加）

○飼料用稲栽培実証展示ほの設置（8か所）

○稲ＷＣＳ専用品種（青系飼161号）の品種登録出願

○県単事業による水田等放牧の実証展示（4か所）
（今別町、深浦町、五戸町、東通村、合計3．9ha）

取組の進捗状況の検証
（評価と課題）

平成20年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証

+    　 354　　 ｈａ

+  　　　440　　ｈａ

飼料作物作付拡大面積

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記入）

飼料用稲の栽培・利用の拡大の取組に関しては、自助努力によっても埋まらな
い輸入飼料との価格差については、国の支援対策が必要となっている。

　　３）　取組の進捗状況の検証欄には、これまでの取組における評価や課題を記入してください。

　　２）　実績欄には、実施時期、取組の概要を数値を含め簡潔に記入してください。

区　　　　　　　　　分

○水田や耕作放棄地への実証展示によ
り肉用牛の増頭や新規飼養農家の掘り
起しを目的として、比較的畜産農家の少
ない津軽地域で重点的に取り組んでい
る。

○県内各地域における取組を把握するこ
とにより地域での活用を検討
○年度内に飼料用稲の推進方策の骨子
を作成

○ＷＣＳ収穫組織2組織増加
　（1組織→3組織）

○六ヶ所村庄内及ぶ平沼地区での取組

○モデル集団を組織し、Ｈ20年産米につ
いて実証試験を実施
○うち、15haについては飼料用米モデル
実証集団で利用する予定

○各飼料用稲専用品種に関して栽培
データ等の収集
○飼料用稲専用品種としては県内唯一
の品種登録出願済品種

○稲わら需要者と供給者の組合せ延べ
29組が稲わらの品質、価格、運搬形態等
について交渉を継続中

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

実　　　　　　　　績



別紙様式２

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

注 １）　２０年９月以降実施する飼料増産への取組を記入してください。（21年度作に向けた準備を含む）

○市町村に稲わら需給者リストの送付や交渉継続者に対す
る状況調査（9月～12月）

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記入）

　　３）　今後の予定欄には、実施時期、取組等の概要を目標数値を含め簡潔に記入してください。

○各地域の取組についての実
績の検討
○年度内に飼料用稲の推進方
策の骨子を作成

○青刈りとうもろこし利活用拡
大についての検討

○20年産飼料用米利活用モデ
ル実証への支援

○飼料用米専用品種の奨励品
種への登録についての検討

○水田放牧の実証展示を継続
することにより、肉用牛の増頭
や新規飼養農家の掘り起し

○稲わら商談会参加者のうち
交渉継続中の組合せについて
フォローアップを実施

　　２）　取組強化の考え方欄には、これまでの取組の検証を踏まえた取組の見直し方針を記入してください。

○モデル集団に対しての指導助言を実施

○栽培実証データの取りまとめ及び奨励品種への登録につ
いての検討（9月～2月）

○水田放牧実証展示の継続及び取組事例紹介

取組強化の考え方

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○青森県飼料増産戦略会議（2月）

○第3回飼料米等利用拡大プロジェクト検討会（9月）

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○ＴＭＲセンターを中心とした青刈りとうもろこし利活用検討
会（10月～11月）

平成20年度における今後の飼料増産の取組の強化

都道府県名：青森県

区　　　　　　　　　分

今後の予定



別紙様式１

都道府県名：岩手県

９月１日現在

９／１現在
見込み①

達成率①／②

20年度末
達成目標②

27%

●現在の配合飼料価格高騰下における自給
飼料増産への取組に対する認識とその取組
に当たっての課題

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

注 １）　２０年９月１日現在の飼料増産への取組実績を記入してください。

【認識】輸入飼料価格の動向に左右されない自給飼料基盤に立脚した足腰の強い畜産経営の実現により、畜産の持続的な発展を目指す
ことが重要
【課題】生産性の低下した草地の収量向上や低・未利用地を活用による粗飼料の増産、公共牧場の活用促進、飼料生産の外部化、組織
化の促進、水田を活用した飼料作物の増産

区　　　　　　　　　分

実　　　　　　　　績
取組の進捗状況の検証

（評価と課題）取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記入）

平成20年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証

飼料作物作付拡大面積

+２２９ｈａ

+８５０ｈａ

○行動会議の開催　1回（7月11日）
○現地検討会　1回（5月9日）　飼料用とうもろこし不耕起
栽培実演会

計画どおり

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○耕作放棄地、草地から飼料用とうもろこしへの転換の取
組みが拡大
○草地の簡易更新による収量向上の取組みが拡大

青刈とうもろこし生産緊急拡大事業、高
位生産草地等への転換促進等の活用で
きる事業の周知が不十分
→次年度の取組み拡大分で確実に活用
するための周知、支援を強化

○飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

　　２）　実績欄には、実施時期、取組の概要を数値を含め簡潔に記入してください。

　　３）　取組の進捗状況の検証欄には、これまでの取組における評価や課題を記入してください。

○地域水田農業活性化緊急対策を契機に稲WCSの生産
が拡大（H19:155ha→H20:216ha）
○地域水田農業活性化緊急対策等を契機に飼料用米の
生産が拡大（H19:16ha→H20:160ha）

稲WCSについては、産地づくり交付金、
耕畜連携水田活用対策、稲発酵粗飼料
給与技術確立等の手厚い助成制度に支
えられ拡大してきたが、H21からは一部で
稲発酵粗飼料給与確立の助成が打ち切
りとなることから取組みの縮小が懸念さ
れる。

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○振興局、普及ｾﾝﾀｰ等による電気牧柵設置技術指導に
より水田・耕作放棄地への放牧の取組みは拡大している。

電気牧柵による簡易放牧の技術はほぼ定

○既存のTMRセンターの運営支援を振興局、普及ｾﾝﾀｰ・
畜産研究所等が連携し実施（３箇所）
○振興局、普及ｾﾝﾀｰによるコントラクター設立支援（１箇
所）

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組



別紙様式２

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

注 １）　２０年９月以降実施する飼料増産への取組を記入してください。（21年度作に向けた準備を含む）

平成20年度における今後の飼料増産の取組の強化

都道府県名：岩手県

区　　　　　　　　　分 取組強化の考え方

今後の予定

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記入）

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○草地の簡易更新による収量
向上の取組み
○耕作放棄地の活用や草地の
転換
○ライ麦等の二毛作の普及拡
大

○追播機を活用した草地の簡易更新の取組みの拡大を図る
ため、農業公社受託事業、高位生産草地への転換促進事業
の周知を図る。
○耕作放棄地、草地のとうもろこし等への転換を図るため、
青刈とうもろこし生産緊急拡大事業、高位生産草地等への転
換促進事業の周知を図る。また、熊等鳥獣害防止対策も併
せて講じる。
○とうもろこし＋ライ麦の二毛作による粗飼料確保の取組み
を拡大するため実証展示ほを県内４箇所に設置する。

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

　　２）　取組強化の考え方欄には、これまでの取組の検証を踏まえた取組の見直し方針を記入してください。

　　３）　今後の予定欄には、実施時期、取組等の概要を目標数値を含め簡潔に記入してください。

○飼料用米の利活用モデル実
証支援

○飼料用米利活用モデル実証の実施支援（６地区）

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○TMRセンターへの自給飼料
増産支援

○本年度の取組みの総括と次年度の取り組み検討（振興局・
普及ｾﾝﾀｰ等）



別紙様式１

都道府県名：　宮城県

９月１日現在

９／１現在
見込み①

達成率①／②

20年度末
達成目標②

300%

●現在の配合飼料価格高騰下における自給
飼料増産への取組に対する認識とその取組
に当たっての課題

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

注 １）　２０年９月１日現在の飼料増産への取組実績を記入してください。

配合飼料価格の高騰により畜産農家の経営が圧迫されており，その対策とし
て飼料自給率の向上が重要となっている。
さらに，米の生産調整の強化もあり，その対応としても水田での飼料作物増産
を積極的に取り組む。

区　　　　　　　　　分

実　　　　　　　　績
取組の進捗状況の検証

（評価と課題）取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記入）

平成20年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証

飼料作物作付拡大面積

+９００　　 ｈａ

+３００  　 ｈａ

県全体での行動会議開催４月
飼料増産に向けた研修会８月
県内６地域で開催各１回（５月，６月）
重点地区に対する指導２回（７月）
補助事業等説明会県全体・県内６地域各１回（６月）

関係機関との連携により，飼料増産の取
組は進んでいる。○行動会議・現地検討会等の開催

○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

飼料作物展示ほ設置（牧草５カ所・飼料用とうもろこし４カ
所）
飼料作物展示ほ現地検討会　県内９カ所各１回
補助事業等説明会県全体・県内６地域各１回（６月）
非公共事業による草地整備６ｈａ（８月）

関係機関との連携により，飼料増産の取
組は進んでいる。○飼料作物作付拡大

○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

　　２）　実績欄には、実施時期、取組の概要を数値を含め簡潔に記入してください。

　　３）　取組の進捗状況の検証欄には、これまでの取組における評価や課題を記入してください。

飼料作物展示ほ設置（発酵粗飼料用稲８カ所）
飼料作物展示ほ現地検討会　県内８カ所各２回（６，８月）
稲ＷＣＳ現地検討会　県内４地域各１回（４月，７月，８月）
補助事業等説明会県全体・県内６地域各１回（６月）
専用収穫機械導入（県内５台）
飼料用稲専用品種の種子増殖（５０ａ）
飼料用米モデル集団４集団選出

稲ＷＣＳの作付け面積が昨年の494haか
ら約800ｈａ，飼料米作付けが27.4ｈａから
158ｈａに面積が急拡大しており，専用品
種の種子増殖が今後必要と思われる。

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

補助事業等説明会県全体・県内６地域各１回（６月）
簡易放牧現地研修会　１回（６月）
簡易放牧地域実証　６カ所
　　　〃　　　　　　　　　地域検討会　１回

簡易放牧について県内５地域で６カ所増
加する予定であり，定着しつつある。

補助事業等説明会県全体・県内６地域各１回（６月）
コントラクターの育成指導　１回（８月）
ＴＭＲセンター設置に向けた検討会２回（６，８月）

稲ＷＣＳの作付け面積拡大に伴い，コン
トラクター組織の強化が求められている。○コントラクターの育成・強化

○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組



別紙様式２

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

注 １）　２０年９月以降実施する飼料増産への取組を記入してください。（21年度作に向けた準備を含む）

平成20年度における今後の飼料増産の取組の強化

都道府県名：　宮城県

区　　　　　　　　　分 取組強化の考え方

今後の予定

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記入）

引き続き関係機関と連携，情報
提供に努める。

県全体での行動会議開催３月
県内６地域で開催各１回（３月）
重点地区に対する指導２回（９月，１０月）

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

引き続き関係機関と連携，情報
提供に努める。

飼料作物展示ほ成績検討会　１回
補助事業等説明会県全体・県内６地域各１回（３月）
公共事業による草地造成・整備（５０ｈａ）
パンフレット作成（３月）

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

　　２）　取組強化の考え方欄には、これまでの取組の検証を踏まえた取組の見直し方針を記入してください。

　　３）　今後の予定欄には、実施時期、取組等の概要を目標数値を含め簡潔に記入してください。

飼料用稲専用品種の来年度作
の需要調整，採取ほ面積等の
検討を行う。

飼料作物展示ほ成績検討会　１回
稲ＷＣＳ地域研修会　２地域で各１回（１１月）
補助事業等説明会県全体・県内６地域各１回（３月）
飼料用稲専用品種の需要量調査（１１月）

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

引き続き関係機関と連携，情報
提供に努める。

補助事業等説明会県全体・県内６地域各１回（３月）
放牧現地研修会　１回（１０月）
放牧地域検討会　１回（３月）

稲ＷＣＳの作付け面積拡大に
伴い，コントラクター組織の強
化が求められている。

補助事業等説明会県全体・県内６地域各１回（３月）
ＴＭＲセンター設置に向けた検討会（３月）



別紙様式１

都道府県名：秋田県

９月１日現在

９／１現在
見込み①

達成率①／②

20年度末
達成目標②

38%

●現在の配合飼料価格高騰下における自給
飼料増産への取組に対する認識とその取組
に当たっての課題

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

注 １）　２０年９月１日現在の飼料増産への取組実績を記入してください。

関係機関と連携し、本県に賦存する豊富な水田資源を活用した稲発酵粗飼料
や飼料用米の生産拡大により飼料自給率を向上させる。

区　　　　　　　　　分

実　　　　　　　　績
取組の進捗状況の検証

（評価と課題）取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記入）

平成20年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証

飼料作物作付拡大面積

+  　　215ｈａ

+  　　560ｈａ

秋田県ＷＣＳ・飼料用米振興プロジェクトチーム会議を平
成２０年８月開催

関係機関における、ＷＣＳ・飼料用米に関
する情報を共有化。

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

－ －

○飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

　　２）　実績欄には、実施時期、取組の概要を数値を含め簡潔に記入してください。

　　３）　取組の進捗状況の検証欄には、これまでの取組における評価や課題を記入してください。

稲ＷＣＳ面積５４８ha、飼料用米２６ha（新規需要米認定状
況）

耕種農家と畜産農家のニーズマッチング
推進

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

耕作放棄地を活用した肉用牛放牧農家に対する指導（２カ
所）

左記の指導継続

－ －

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組



別紙様式２

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

注 １）　２０年９月以降実施する飼料増産への取組を記入してください。（21年度作に向けた準備を含む）

平成20年度における今後の飼料増産の取組の強化

都道府県名：秋田県

区　　　　　　　　　分 取組強化の考え方

今後の予定

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記入）

関係機関と連携した飼料自給
率向上への対策強化

秋田県ＷＣＳ・飼料用米振興プロジェクトチーム会議を今後２
回開催予定。

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

水田を活用した飼料作物の生
産拡大

秋田県ＷＣＳ・飼料用米振興プロジェクトチーム会議（再掲
載）にて、水田を活用した稲ＷＣＳ、飼料用米活用に向けた検
討を実施予定

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

　　２）　取組強化の考え方欄には、これまでの取組の検証を踏まえた取組の見直し方針を記入してください。

　　３）　今後の予定欄には、実施時期、取組等の概要を目標数値を含め簡潔に記入してください。

水田を活用した飼料作物の生
産拡大

同上

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

耕作放棄地・水田放牧の推進
飼料用稲立毛放牧利用を９月より２カ月間実施予定。（放牧
頭数４頭、面積20a）本県における技術導入上の課題を抽出

飼料生産受託組織の育成
稲ＷＣＳ専用収穫機を新たに導入した集団に対す組織育成
指導を実施



別紙様式１

都道府県名：　　山　形　県

９月１日現在

９／１現在
見込み①

達成率①／②

20年度末
達成目標②

160%

●現在の配合飼料価格高騰下における自給
飼料増産への取組に対する認識とその取組
に当たっての課題

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

注 １）　２０年９月１日現在の飼料増産への取組実績を記入してください。

肉用牛及び乳用牛において自給飼料の取組に関する関心が高まっている。
①機械の整備、②飼料基盤の確保、③労働力の確保及び作業の共同化・外部化、以上の３点が課
題であり、行政及び関係団体で連携した支援が必要。

区　　　　　　　　　分

実　　　　　　　　績
取組の進捗状況の検証

（評価と課題）取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記入）

平成20年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証

飼料作物作付拡大面積

+  　２００　　　 ｈａ

+  　１２０　　　 ｈａ

○各種事業説明会等の開催
→県全体１回、各地域１回　計５回

○啓発や周知の実施
→各種関連会議や研修会等において随
時啓発

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○各種事業説明会の開催
→県全体１回、各地域１回　計５回
○強い農業づくり交付金事業の活用による機械導入の支
援
（11地区）
○青刈とうもろこしの作付け拡大
→２箇所

○放牧場の機能強化
→草地の生産性向上及び更新に係る支
援

○飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

　　２）　実績欄には、実施時期、取組の概要を数値を含め簡潔に記入してください。

　　３）　取組の進捗状況の検証欄には、これまでの取組における評価や課題を記入してください。

○事業説明会の開催７回
→県全体１回、地域６回　計７回、
○耕畜連携水田活用対策事業（生産振興助成）の活用に
よる機械導入の支援（5地区）
○耕畜連携水田活用対策事業（生産振興助成）の活用に
よる推進会議や調査等の実施（4地区）
○飼料用米利活用の推進に係る取り組み
→推進会議７回、調整会議３回
→６集団で取組み

○産地づくり交付金や各種施策との一体
的かつ連携した制度周知

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○耕畜連携水田活用対策事業（生産振興助成）の活用に
よる放牧実施の導入支援（2地区）
○水田等の簡易放牧の実施
→22箇所（前年度より4箇所増）

○事例の紹介等による取組支援

○各種事業説明会の開催
→県全体２回、各地域１回　計６回
○先進事例等の研修会の開催
→１回

○各種支援策や事業要件の周知

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組



別紙様式２

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

注 １）　２０年９月以降実施する飼料増産への取組を記入してください。（21年度作に向けた準備を含む）

平成20年度における今後の飼料増産の取組の強化

都道府県名：　山　形　県

区　　　　　　　　　分 取組強化の考え方

今後の予定

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記入）

○関係機関の連携と情報の共
有

○各種関連会議の場を活用し意識統一を図る

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○受託組織の育成支援
○地域に適した品種の選定な
どによる生産性の向上
○作付け条件及び機械施設等
の条件整備

○来年度に向けた各種事業等の説明会開催
○実演会の開催による自給飼料への取組係る意識の醸成

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

　　２）　取組強化の考え方欄には、これまでの取組の検証を踏まえた取組の見直し方針を記入してください。

　　３）　今後の予定欄には、実施時期、取組等の概要を目標数値を含め簡潔に記入してください。

○耕畜連携の強化
○単収や低コスト化等の生産
性向上

○各地域での説明会の開催
○実演会の開催等による普及推進

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○水田や耕作放棄地等の活用
推進
○遊休農地の活用
○放牧場の機能強化

○各地域での説明会の開催
○PR等による普及推進
○取組希望者への計画策定等の支援実施

○受託組織の育成支援
○県産稲わら利用の推進

○実演会等の開催による生産者への普及推進。
（９月、１０月）



別紙様式１

都道府県名：福島県

９月１日現在

９／１現在
見込み①

達成率①／②

20年度末
達成目標②

100.90%

●現在の配合飼料価格高騰下における自給
飼料増産への取組に対する認識とその取組
に当たっての課題

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

注 １）　２０年９月１日現在の飼料増産への取組実績を記入してください。

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○飼料増産運動推進協議会の開催　　(県１回、地方７回）
○稲WCS利用に関する耕畜連携推進会議の開催　３回
○各種事業説明会
   ・耕畜連携水田活用対策事業
　 ・国産飼料資源活用総合対策事業
　 ・国産粗飼料増産対策事業
　 ・畜産経営生産性向上支援リース事業　等
○各種研修会・現地検討会の開催
　収穫調製、給与、シンポジウム、収穫実演会等
○事例集、各種マニュアルの作成・配布

平成20年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証

+  　　　　３３３ｈａ

+  　　　　３３０ｈａ

飼料作物作付拡大面積

　　３）　取組の進捗状況の検証欄には、これまでの取組における評価や課題を記入してください。

　　２）　実績欄には、実施時期、取組の概要を数値を含め簡潔に記入してください。

区　　　　　　　　　分

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

実　　　　　　　　績
取組の進捗状況の検証

（評価と課題）取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記入）

○各農林事務所単位に、地域飼料増産
推進組織を新設し、地域段階の活動を強
化した。
○各地域では、座談会等による各種事業
の周知、現地検討会・指導会を通じて飼
料増産に向け、推進を図ってきている。

○地域水田農業活性化緊急対策
　　飼料作物６２ｈａ、稲ＷＣＳ１５８ｈａ
○耕作放棄地における飼料作物作付　２０．４ｈａ見込み
　（牧草　14.1ｈａ、青刈りトウモロコシ　6.3ｈａ）
○耕畜連携水田活用対策事業
　　９２７ｈａ見込み（前年比３１０ｈａ増）

○飼料価格高騰、主食用米の生産調整
強化により、水田における飼料作物の作
付拡大の意向は高まっている。
○労働力不足や作業機械の制約等によ
り、取組む生産者が限定されている。

○稲WCS専用収穫機導入による組織育成　９台
○国産粗飼料増産対策事業による稲わら利用の推進
○需要・供給体制システム強化　１４ＪＡ

○稲WCSの収穫・調製作業について、新
たに農協等を受託組織として育成し、利
用・供給調整の機能までになっている。

○遊休農地等を活用した放牧の取組面積　８．４ｈａ見込
み
○水田を活用した簡易放牧　３０ｈａ
○簡易放牧マニュアルの作成・配布による推進

○県単事業の推進により、遊休農地等を
活用した経営内放牧が拡大している。
○飼料価格高騰もあり、省力、低コストで
ある放牧に関心が高まっている。

○各種研修会・現地検討会の開催
　収穫・調製、給与、シンポジウム、収穫機実演会等
○稲ＷＣＳ県内事例集、栽培・給与マニュアルの作成・配
布
○地域水田農業活性化緊急対策
　飼料作物６２ｈａ、稲ＷＣＳ１５８ｈａ
○稲ＷＣＳの作付面積　３００ｈａ見込み（前年比２５０％）
○飼料用米の利活用モデル実証

○県主導により、ＪＡ・畜産関係団体と一
体になった推進活動を展開し、ＪＡを中心
とし生産→流通→利用の体制を整備して
きた。
○稲WCSについては、県実践プログラム
目標値を達成。
○栽培面積拡大により、産地づくり交付
金、耕畜連携事業の交付単価水準が低
下し、生産意欲の減退が懸念される。



別紙様式２

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

注 １）　２０年９月以降実施する飼料増産への取組を記入してください。（21年度作に向けた準備を含む）

平成20年度における今後の飼料増産の取組の強化

都道府県名：福島県

区　　　　　　　　　分

今後の予定

　　３）　今後の予定欄には、実施時期、取組等の概要を目標数値を含め簡潔に記入してください。

　　２）　取組強化の考え方欄には、これまでの取組の検証を踏まえた取組の見直し方針を記入してください。

取組強化の考え方

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記入）

○新設した地域飼料増産推進
組織は、取組に温度差が生じ
ていることから、活動助長し、組
織を強化し、飼料増産の拡大を
めざす。

○福島県飼料増産運動推進協議会及び各地域飼料増産推
進組織による推進活動、現地検討会の開催等により、引き続
き飼料増産、品質向上を進める。

○飼料価格高騰、主食用米の
生産調整強化により、飼料作物
作付意向は高まっていることか
ら、各種事業等の活用により、
更なる拡大をめざす。
○労力不足や作業機械の制約
に課題があるため、関係団体
等調整し、労力調製や作業機
械導入等の条件整備や改善を
図る。

○Ｈ２０、ＪＡ等が主体となった
稲ＷＣＳ収穫・調製作業の組織
が、県内各地で設立されたこと
から、これらを核とし、飼料受託
面積の拡大を推進する。
○国産稲わらの利用促進及び
稲わら収集組織育成

○生産、流通、利用に向けた関係組織・団体の意識の統一
　（稲ＷＣＳの品質評価、次年度需要、供給の考え方）
○ＪＡ等の受委託組織の機能強化
○地域内関係機関、団体の連携強化
　(県、市町村、ＪＡ、地域水田協など)

○各種支援事業等の推進
○県飼料作物奨励品種の普及促進を図る。
○青刈りトウモロコシの作付推進

○稲ＷＣＳ等については、関係
機関・団体と一体となり、供給
量の拡大、需要の掘り起こし等
推進活動の展開する。

○地域稲WCS収穫・調製研修会の開催
○良質な品質確保と生産履歴記帳の推進
○稲WCS給与技術指導会の開催
○飼料用稲専用品種の確保推進
○水田裏における飼料作物作付拡大の推進

○飼料価格高騰や省力管理対
策として、生産者の放牧意向が
高いことから、関係機関と連携
し事業等の推進により積極的
に放牧を推進していく。

○各種支援事業等ＰＲによる放牧の推進
○遊休農地の把握、利用斡旋機能の強化
○農地提供農家と畜産農家のマッチング



別紙様式１

都道府県名：茨城県

９月１日現在

９／１現在
見込み①

達成率①／②

20年度末
達成目標②

88%

●現在の配合飼料価格高騰下における自給
飼料増産への取組に対する認識とその取組
に当たっての課題

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

○飼料用米
　県内約２１ha（うちモデル実証４地区，２ｈａ）

○水田裏作におけるイタリアンラクグラス
　の栽培（推進予定）

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組

○乳用牛の集約放牧の取組

○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

注 １）　２０年９月１日現在の飼料増産への取組実績を記入してください。

　　３）　取組の進捗状況の検証欄には、これまでの取組における評価や課題を記入してください。

　　２）　実績欄には、実施時期、取組の概要を数値を含め簡潔に記入してください。

区　　　　　　　　　分

○国及び県の飼料増産関事業についての情
報提供及び各地域の増産計画等の情報の共
有化が図られた。

○青刈りとうもろこし等の長大作物生産拡大
に向け農業者や関係者の知識向上が図られ
た。

○重点地区拡大については、推進中

○稲ＷＣＳのコントラクターが新たに１組織育
成された。

○飼料用米利活用についてのモデル実証に
対する支援

○稲わら集荷・利用組織については，新たに
２組織を育成する。

○コントラクターの育成・強化

○ＴＭＲセンターの育成・強化

○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施

○需要量に見合った稲わらの確保

○その他の取組

実　　　　　　　　績

○遊休農地放牧
　　・Ｈ19年度：５１ｈａ→Ｈ20年度：６０ha以上

○水田放牧
　　２集団の育成、Ｈ19年度：10ha→

取組の進捗状況の検証
（評価と課題）取組等の概要

（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記入）

平成20年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証

+ １２９＋α　　 ｈａ

+  １４７　　　　 ｈａ

飼料作物作付拡大面積

○既存コントラクターにおいては、飼料作物生産面積の拡大が
図
　られた。また稲ＷＣＳについては，新たな組織が育成された。

○需給マップ：稲わらに加えて、稲ＷＣＳや飼料用米についても
　地域毎に畜産農家の需要を把握し耕種農家とのコーディネー
ト
　を図るため、農産行政と連携して推進中

○強い農業づくり交付金を活用した稲わら集荷及び利用体制の
　整備

○行動会議・現地検討会等の開催

○重点地区に対する指導・支援

○重点地区数拡大の取組

○その他の飼料増産への取組

○飼料作物作付拡大

○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大

○耕作放棄地における飼料作物作付拡大

○その他の取組

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組

○飼料用米の利活用モデル実証の推進

○水田裏における飼料作物作付拡大

○その他の取組

○飼料増産行動会議（県）：20年5月27日開催
　　（今年度合計３回を予定）

○飼料増産行動会議（県内各地域）７～８月開催（４地域）

○現地検討会の開催：青刈りとうもろこし収穫・調製等に関する
　研修会の開催20年8月20日

○重点地区拡大の取組：県内各地域毎に重点地区拡大に向け
　啓発及び支援指導

○飼料作物の面積拡大
　・飼料増産重点地区における飼料増産
　　（青刈りとうもろこし、水田放牧等）
　・一般畑におけるクリーニングクロップとしての飼料作物生産

○その他：農業改良普及センターによる飼料増産及び品質向上
　に向けた技術支援等

○県単事業によるモデル実証（遊休農地対策）

○県単事業による放牧牛等に対する助成（水田放牧）

○公共育成牧場に対する地代（貸借料）の助成（乳用牛）

○飼料用米
　・飼料用米導入定着化緊急対策事業の活用
　・県及び関係機関が連携した支援体制の整備

○水田裏作における飼料作物生産
　・技術支援及び機械導入補助（県単事業）

○その他：農業改良普及センターによる飼料増産及び品質向上
　に向けた技術支援等

○稲ＷＣＳ
　・耕畜連携巣田活用事業及び国産粗飼料増産対策事業の活
用
　・県単事業による輸送費等の助成
　　　　（新規利用拡大7,200円／10a以内）

○稲ＷＣＳ：大幅に拡大した。
　　H19年：２５２ha　→　Ｈ20年：３２２ha

配合飼料だけでなく輸入乾草も高騰しているため、特に酪農家では自給飼料増産の気運が高まってい
る。（都府県酪農緊急経営強化対策事業の県内参加率は９６％，５３１戸が参加しており、そのうち自給
飼料生産で知事特認を受けた酪農家は９戸である。）

○飼料増産地区への支援により面積が拡大
した。

○青刈りとうもろこしのクリーニングクロップと
しての活用（2ha）



別紙様式２

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組

○乳用牛の集約放牧の取組

○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化

○ＴＭＲセンターの育成・強化

○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施

○需要量に見合った稲わらの確保

○その他の取組

注 １）　２０年９月以降実施する飼料増産への取組を記入してください。（21年度作に向けた準備を含む）

○随時対応

○飼料用米については、
　収穫適期指導・飼料給与指導、畜産物の成分分析等を支
援する。

○飼料生産の省力化を図るため機械整備を図る
　　・事業の周知および支援

○耕種農家による委託生産については、
　農産サイドと連携して「茨城県米消費拡大推進会議」を設立
し、そのなかで稲ＷＣＳや飼料用米についての生産及び利用
拡大を図る。（8/6設立）

○随時対応

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組

○飼料用米の利活用モデル実証の推進

○水田裏における飼料作物作付拡大

○その他の取組

○20年度飼料作物作付拡大

○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大

○耕作放棄地における飼料作物作付拡大

○その他の取組

○行動会議・現地検討会等の開催

○重点地区に対する指導・支援

○重点地区数拡大の取組

○その他の飼料増産への取組

○飼料増産行動会議については、今年度２回程度実施

○増産研修は、各地域毎に実施。（県全体としては無）

○重点地区拡大については、新たに１～２地区を予定

　　３）　今後の予定欄には、実施時期、取組等の概要を目標数値を含め簡潔に記入してください。

従来どおり

①畜産農家による自給飼料生産
　
②耕種農家による委託生産

③コントラクター等の育成（飼料作物だ
けは経営が難しいため、他農作業受託
を含む総合コントラクター）

○稲ＷＣＳ：
　　従来どおり

○飼料用米：
　　今年度の状況を踏まえて検討

○水田裏作：
　　普及センターを中心とした働きかけ
　　（現実的には，担い手の確保が難し
　　　いため、早急に対応できる課題で
　　　はない。）

従来どおり ○随時対応
　　放牧実演会については、県内３カ所以上の実施

○コントラクターの育成や稲わらの確保
　については従来どおり支援

○需給マップにつては、稲ＷＣＳや飼料
　用米等についての支援体制強化を
　図る。

○ＴＭＲセンターについては、公共事業
　実施地区を中心に啓発する。

　　２）　取組強化の考え方欄には、これまでの取組の検証を踏まえた取組の見直し方針を記入してください。

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記入）

平成20年度における今後の飼料増産の取組の強化

都道府県名：茨城県

区　　　　　　　　　分

今後の予定

取組強化の考え方



別紙様式１

都道府県名：　栃木県

９月１日現在

９／１現在
見込み①

達成率①／②

20年度末
達成目標② 17.5%

●現在の配合飼料価格高騰下における自給
飼料増産への取組に対する認識とその取組
に当たっての課題

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

注 １）　２０年９月１日現在の飼料増産への取組実績を記入してください。

１．生産・収穫機械の整備　２．飼料生産担い手の育成　３．水田における飼料
作物増産の推進　４．非主食用米の飼料用稲・飼料用米の生産利用の推進

○コントラクターの育成・強化
・コントラクター組織の育成７組織（県単事業の活用）
○ＴＭＲセンターの育成強化
・コントラクター協議会における推進（8/26　先進事例の検
討）
○その他の取組
・生わらサイレージの調製・利用実証展示ほの設置　２か所

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○稲WCS等の作付拡大に向けた取組
・県水田農業推進協議会と連携した取組推進（産地づくり
交付金、新需給システム定着交付金、地域水田農業活性
化緊急対策の活用）
・需要情報、供給情報の収集と収穫機械の利用調整
・稲WＣＳ及び飼料用米の栽培実証展示ほの設置
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
・国産飼料資源活用促進総合対策（飼料用米導入定着化
緊急対策事業）の活用　２集団
○その他の取組
・飼料増産推進会議における推進
（稲WCSの需給情報の共有、飼料用米利活用事例の検
討、飼料用稲・飼料用米専用品種種子の緊急確保体制の
検討）

○その他の取組
・遊休農地を活用した放牧実証展示ほ設置と現地検討　20
か所
（強い農業づくり交付金：牛・人・地域いきいき放牧推進事
業活用）

○飼料作物作付拡大
・既存生産集団等を対象とした飼料増産運動
・生産機械の導入支援　7集団（強い農業づくり交付金活
用）
・担い手集団の育成　６集団（県単事業：コントラクター組織
育成事業、水田飼料作担い手創設モデル推進事業活用）
［面積データ］
・飼料作物　　　　　　　 2,984ｈａ (H19）→　3,115ｈａ（H20）
・飼料用稲、飼料用米　 197ｈａ（H19）→　416ｈａ（H20）

○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
・耕作放棄地への青刈りとうもろこしの作付拡大　＋８ｈａ
（青刈りとうもろこし生産緊急拡大事業活用）

区　　　　　　　　　分

平成20年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証

+ 350ｈａ

+ 2,000ｈａ

飼料作物作付拡大面積

実　　　　　　　　績
取組の進捗状況の検証

（評価と課題）取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記入）

○行動会議（県レベル）
・ ４／１６県戦略会議において取組方針の決定
・ ５／２２担当者会議
・ ８／２６飼料増産推進会議
○現地検討会の開催
・ ５／中 高性能生産機械の実演会（地域）
・ ６／２６飼料用稲直播検討（地域）
・ ８／１９経営内放牧現地検討（地域）
・ ８／２９青刈りとうもろこし品種比較現地検討（県）　他
○重点地区に対する指導・支援
・ 強い農業づくり交付金活用による飼料生産機械の導入支援

○評価
・ 水田における飼料作物生産に重点をお
いた取組方針を策定し、関係機関の意識
の統一を図り、連携した飼料増産運動が
展開できた。
○課題
・ 次年産飼料の作付けに向けた飼料作
物の需要供給情報および担い手情報の
共有化

○その他の飼料増産への取組
・米転換作物としての飼料作物生産拡大の推進（産地づくり
交付金、新需給システム定着交付金等）

○評価
展示ほの設置とそれを核とした現地検討
会の開催により、県内各地において、放
牧の有用性が理解された。
○課題
普及拡大のためのPＲ活動（印刷物の作
成・配布等）

○評価
・水田における飼料作物作付拡大面積
２，０００㌶をスローガンに、関係機関一
体となった推進活動に取り組み、前年度
と比較し拡大された。
○課題
・生産機械の整備
・農地流動化の推進

○評価
・ 水田における飼料作物生産に重点をお
いた取組を推進したことにより、飼料用
稲・飼料用米の作付面積が拡大された。
○課題
・ 主食用米の稲ＷＣＳ、飼料用米への転
換を促進させるための、耕畜連携の推進
（需要と供給の仲介）
・飼料用米の主食用米との明確な区別が
行える体制づくり
・飼料用米の集荷体制の整備
・連作障害対策としての飼料作物の位置
づけの強化
・飼料用稲専用種子の緊急確保体制の
整備
・産地づくり交付金等助成対策の充実

　　３）　取組の進捗状況の検証欄には、これまでの取組における評価や課題を記入してください。

　　２）　実績欄には、実施時期、取組の概要を数値を含め簡潔に記入してください。

○評価
コントラクター組織育成事業（県単）の活
用等により、計画的な組織育成を図り、コ
ントラクターは現在７組織となった。
○課題
ＴＭＲセンターの活動支援策の一つとし
て、エコフィードの利活用促進のための情
報収集と提供

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組



別紙様式２

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

注 １）　２０年９月以降実施する飼料増産への取組を記入してください。（21年度作に向けた準備を含む）

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記入）

平成20年度における今後の飼料増産の取組の強化

都道府県名：栃木県

区　　　　　　　　　分

今後の予定

取組強化の考え方

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○行動会議・現地検討会
・  ９／上　飼料用米現地検討会（地域）
・  ９／中　高性能生産機械の実演会（地域）
・１０／上　高性能生産機械の実演会（地域）
・１０／中　県戦略会議（県）

　　３）　今後の予定欄には、実施時期、取組等の概要を目標数値を含め簡潔に記入してください。

・行動会議における取組の検証
や現地検討会の開催をとおして
飼料増産に対する関係機関の
意識の統一と連携を強化する。

・飼料作物の増産のために、以
下の課題解決に取り組む。
①高収量品種の選定
②労働力の確保
③共同利用機械の整備

・主食用米の稲ＷＣＳ、飼料用
米への転換促進を図るために
以下の課題に取り組む。
①需要供給の仲介
②生産組織のあっせん
・連作障害対策作物としての位
置づけ強化により飼料増産を
図る。
①コンタミネーション対策
②飼料用稲専用品種種子の緊
急確保体制の整備

・放牧は、大型機械に不向きな
農地において取り組むことがで
き、労働力削減及び遊休農地
の解消等、多面的効果も期待
できるため、今後も普及拡大を
図る。

・実証展示ほを核とした現地検討会の開催による普及拡大
（～３月）
・放牧推進資料の作成及び配布による普及拡大（国庫j事業
１０月）

・畜産農家の経営規模の拡大
に伴う労働力不足を解消する
ために飼料生産の外部化につ
いて、重点的に取り組む。

　　２）　取組強化の考え方欄には、これまでの取組の検証を踏まえた取組の見直し方針を記入してください。

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
・需要および供給情報、生産集団情報の共有化と仲介活動
（９月～）
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
・モデル集団の育成２集団（国産飼料資源活用促進総合対策
事業　～３月）
○その他の取組
・飼料用稲専用品種種子の確保体制の整備
採種ほ面積１ｈａ（生産面積１５０ｈａ分）
［水田を活用した飼料作物面積目標数値］
青刈りとうもろこし　２，０００ｈａ（Ｈ19）　→　２，５５０ｈａ（Ｈ20）
飼料用稲　２３５ｈａ（Ｈ19）　→　６８５ｈａ（Ｈ20）
飼料用米　０（Ｈ19）　→　４００ｈａ（Ｈ20）　　　　　　　　　　　　　　

○２０年度および２１年産に向けた飼料作物作付拡大
・ 地域に適した多収品種選定結果情報の周知と普及（県単
事業　～３月）
・ 単収向上技術の実証と普及（県単事業　　～３月）
・ 飼料生産担い手の育成（県単事業　　～３月）
・ 強い農業づくり交付金を活用した飼料生産機械の導入支
援

○コントラクターの育成・強化
・コントラクター協議会の開催（県畜産協会　２月）
・コントラクター組織育成（県単事業　～３月）
○ＴＭＲセンターの育成・強化
・エコフィードの排出及び利活用実態調査（県単事業　９月
～）　　　　　　　　　　　○その他の取組
・生わらサイレージの調製・給与の実証展示（県単事業～３
月）

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組



別紙様式１

都道府県名：群馬県

９月１日現在

９／１現在
見込み①

達成率①／②

20年度末
達成目標②

14.0%

●現在の配合飼料価格高騰下における自給
飼料増産への取組に対する認識とその取組
に当たっての課題

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

注 １）　２０年９月１日現在の飼料増産への取組実績を記入してください。

○コントラクターの育成・強化
・県単独事業によるコントラクター活動支援　受託面積１２
５ｈａ
・新規コントラクター育成に向けた地域ブロック別の取組計
画の作成（4地区）
・コントラクター事業説明会開催
○需給情報
・稲ＷＣＳの需要量調査実施
○稲わら確保
・国産飼料増産対策事業の担当者説明会開催

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○行動会議等の開催
・全体会議　1回、幹事会　4回、地域部会　７回
・飼料増産関連補助事業説明会開催　随時
・飼料価格高騰対策等検討会開催　随時
○重点地区に対する支援
・県農業公社コントラクター事業の支援　受託面積１２５ｈａ
○重点地区数拡大の取組
・県内地域ブロック単位（５地区）に候補地域を選定し、支
援計画を策定

○飼料作物作付拡大
・飼料増産関連補助事業の活用促進（説明会開催、地域
巡回）による作付拡大推進
・作物別地域別の作付状況の調査検討
○緑肥の飼料転換拡大
・緑肥の飼料化の検討地域の選定
・緑肥の飼料化による畑作物の影響調査の実施
○耕作放棄地の飼料作物作付拡大
・耕作放棄地の実態調査の実施と連動した飼料作物作付
推進
・農地保有合理化事業の活用による飼料作物作付推進

○稲ＷＣＳ等作付拡大
・水田緊急対策の活用、耕畜連携の取組等によるＷＣＳ稲
作付推進　作付見込面積２００ｈａ
・利用要望調査を実施し、価格・需要量等を把握
○飼料用米の推進
・生産調整未達成地域の誘導、全農集荷モデル推進　作
付見込面積２０ｈａ
○水田裏飼料作物作付拡大
・飼料用麦収穫実演会の開催、給与試験の実施
・国産飼料増産対策事業の担当者説明会開催
○その他
・多収性稲の専用品種種子の増殖の開始、栽培比較試験
の実施

○H19年度までの放牧実施
・７市町　13カ所　18.6ha
○H20年度新規の放牧取組
・4市町　  5ヶ所　  6.1haで新たに繁殖和牛放牧を開始
→現在　７市町　17カ所　24.7ha

取組の進捗状況の検証
（評価と課題）

平成20年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証

+60ｈａ

+ 430ｈａ

飼料作物作付拡大面積

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記入）

自給飼料生産の取組が配合飼料価格高騰の根本的な対策であると認識し、県自給飼料増
産推進協議会での検討を踏まえ、関係機関が連携して自給飼料増産の取組を推進し、自給
飼料生産に必要な機械装備支援や労力確保（コントラクター育成）対策を実施している。

　　３）　取組の進捗状況の検証欄には、これまでの取組における評価や課題を記入してください。

　　２）　実績欄には、実施時期、取組の概要を数値を含め簡潔に記入してください。

区　　　　　　　　　分

○県単事業の実施率が低いため、地域
機関と課題と対応について検討した。
○地権者の耕作放棄地に対する認識が
低いのが課題。
○地権者が多く調整が難しく、調整には
市町村の協力が不可欠。
○放牧のための牛の確保が難しい。
○牛飼養者が主体となると地域住民の了
解が得られにくいのが課題。

○飼料増産運動を展開する行動会議の
機能を幹事会（司令塔機関）と地域部会
（実践機関）に分離して、実施する体制を
構築。
飼料増産を県の最重点課題として位置づ
け関係部門（畜産・農産・農地・普及研
究）が連携して総合的な推進を図ってい
る。
○重点推進地区における地域機関の取
組を的確に進行管理し、飼料増産の目標
に対する進捗状況の検証が行える仕組
みを整えることが課題。

○飼料作物の作物別及び地域別の作付
状況の把握が難しいため、作物別・地域
別の現状分析に取り組むことが課題。
○緑肥の飼料化に取り組むための地域
の合意形成（耕畜連携、協議会設置）が
課題。
○耕作放棄地の実態調査により、地域の
利活用農地の情報整理を進めている。今
後、活用可能農地の情報提供と飼料基
盤としての具体的な利用方法の検討が
課題。

○ＷＣＳ稲及び飼料用米の作付け推進を
実施し、作付け拡大が図られた。
水田利用計画と連動した耕畜連携（供
給・需要）の情報作成と活用が課題。
○飼料用米の作付け拡大に向けた集
荷、区分保管の整備が課題。
○飼料用麦の収穫実演会により、水田裏
作の飼料麦生産の普及が図られた。飼
料用麦の利用拡大の取組が課題。
○多収性稲の専用品種種子の県内供給
体制の構築が課題。

○県農業公社コントラクター事業に支援
を継続し、受託面積の拡大が図られた。
新規コントラクターとして、飼料用稲を基
軸とした営農組織や建設業者が始動。活
動定着に向けた支援実施が課題。
○需要量の調査結果をもとに各地域の
需給情報を改訂することが課題。
○新規の稲わら収集組織の取組支援が
課題。

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

実　　　　　　　　績



別紙様式２

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

注 １）　２０年９月以降実施する飼料増産への取組を記入してください。（21年度作に向けた準備を含む）

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記入）

平成20年度における今後の飼料増産の取組の強化

都道府県名：群馬県

区　　　　　　　　　分

今後の予定

取組強化の考え方

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○各地域の取組状況等を定期的に報告を受け、支援指導を
行うため行動会議（幹事会）を随時開催する。
県全体の飼料増産の成果を検証し、課題等の検討を図るた
め、年度末に行動会議を開催する。
○各地域の重点支援活動によって、県内の飼料増産モデル
を５箇所作り、これを飼料増産重点地区の候補として位置づ
け、県内に取組活動の普及促進を図る。

　　３）　今後の予定欄には、実施時期、取組等の概要を目標数値を含め簡潔に記入してください。

○行動会議において、各地域
の取組状況等を進行管理し、
飼料増産の成果が検証できる
ように進める。
○県内地域単位に推進対象を
設置し、重点支援の実施と対象
地域の活動の拡大を図る。

○地域別作物別の作付目標・
推進対象作物を設定し、今後
の作付け拡大に向けた取組を
実施する。

○稲ＷＣＳの需要に応じた次年
度の作付拡大計画を策定し推
進する。
○系統集荷による飼料用米の
利活用実証を支援する。
○水田裏を活用した飼料用麦
の作付拡大計画を策定し推進
する。
○多収性稲の専用品種種子の
安定確保

○各市町村農業委員会へ事業
推進
○繁殖和牛のレンタル制度の
検討

○来年度に向けて事業の継続を要望、ただし、目標面積は
各地域機関からの放牧要望を取りまとめ検討

○新規のコントラクターの設立
に向けた支援を実施する。
○稲ＷＣＳ等の需要調査による
作付計画を策定する。

　　２）　取組強化の考え方欄には、これまでの取組の検証を踏まえた取組の見直し方針を記入してください。

○稲ＷＣＳの地域別の需要量に基づき、作付拡大が可能な
地域とのマッチングを図り、次年度の地域作付計画を作成し
推進する。
○飼料米の集荷、区分保管方法等を検討し、円滑な利活用
を支援する。
○現在水田裏が活用されていない地域において、麦作組合
等に飼料用麦の作付けを推進する。試験研究機関による給
与試験結果等を基に畜産農家に対する飼料用麦の利用拡
大を図り、コントラクターによる収穫調製機能の有効活用を図
る。
○主食用稲の種子供給体制に準拠した多収性稲の専用品
種種子の供給体制を構築し、種子の安定確保と円滑な流通
を図る

○地域別作物別の作付状況を調査し、各地域の現状に即し
た作物別の数値目標を設定し、個別具体的な推進を図る。
○緑肥を飼料作物に転換可能な地域における関係者（耕種・
畜産・ＪＡ等）の合意形成を図る。
緑肥の飼料化による影響試験の結果を判定し、普及を検討
する。
○耕作放棄地の調査結果を情報提供し、畜産農家等による
飼料作物作付の利用を推進する。

○各地域に育成モデルを選定し、新規コントラクターの設立
に向けた取組を行う。
新規にコントラクターとして活動する組織を対象に機械導入
等の支援を実施する。
○稲ＷＣＳ等の地域別の需要量に基づき、作付拡大が可能
な地域とのマッチングを図る。

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○今後の飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組



別紙様式１

都道府県名：埼玉県

９月１日現在

９／１現在
見込み①

達成率①／②

20年度末
達成目標②

63%

●現在の配合飼料価格高騰下における自給
飼料増産への取組に対する認識とその取組
に当たっての課題

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

注 １）　２０年９月１日現在の飼料増産への取組実績を記入してください。

○ｺﾝﾄﾗｸﾀｰの育成推進により１組織設立予定

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○第１回県行動の開催（６月９日）
○埼玉県産飼料増産ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの設置により、①青刈りとう
もろこし等の面積拡大、②牧草等の面積拡大、③ホールク
ロップ用稲の生産・利用拡大、④飼料用米の生産・利用拡
大、⑤作業請負組織の育成に取り組んでいる（取組の概
要は２～５参照）
○重点地区並びに候補地に対し、条件整備の実施・推進
を行い生産拡大の支援を実施

○自給飼料実態・作付け拡大意向調査を実施
○拡大意向のある農家を巡回し事業等を紹介
　作付け拡大予定：１２５ha
○耕作放棄地における飼料作物作付け拡大推進

○ＷＣＳ作付け拡大推進　８月時点：９３ha(前年度比１９ha
増)
○飼料用稲専用収穫機の導入（美里町　１台）
○飼料用米の県内流通推進し、３事例確立（（耕種ー畜
産）
羽生市－深谷市、さいたま市、松伏町ー三郷市）
○ＪＡ担当者会議にて、２０年産飼料用米の地域内流通の
推進を依頼

取組の進捗状況の検証
（評価と課題）

平成20年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証

+  　１２５　　　　　　 ｈａ

+  　１９８　　　　　　 ｈａ

飼料作物作付拡大面積

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記入）

○配合飼料の依存を減らすため、トウモロコシ、稲発酵粗飼料用稲等良質な粗
飼料を増産する必要がある。
○課題として、労働力（人、機械）農地の不足があげられる。

　　３）　取組の進捗状況の検証欄には、これまでの取組における評価や課題を記入してください。

　　２）　実績欄には、実施時期、取組の概要を数値を含め簡潔に記入してください。

区　　　　　　　　　分

○左記ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの設置をし、埼玉県の自
給飼料増産の現状・課題を整理し、中長
期的視点に立った対策を立てた。

○自給飼料生産の意識が高まり作付け
が拡大している。

○飼料高騰並びに生産調整強化のため
作付けが拡大された。
○来年度の作付け拡大に向け、十分な
耕畜連携水田活用対策事業費の確保が
必要

○機能を強化するため条件整備を予定

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組



別紙様式２

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

注 １）　２０年９月以降実施する飼料増産への取組を記入してください。（21年度作に向けた準備を含む）

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記入）

平成20年度における今後の飼料増産の取組の強化

都道府県名：埼玉県

区　　　　　　　　　分

今後の予定

取組強化の考え方

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○第２回県飼料増産行動会議（１月）
○現地検討会（１０月）
○重点地区の予定　１地区

　　３）　今後の予定欄には、実施時期、取組等の概要を目標数値を含め簡潔に記入してください。

○中長期的な視点にたち自給
飼料生産拡大を行うため、埼玉
県産飼料増産ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの設
置。
○重点地区数拡大の推進

○飼料増産プロジェクトにおい
て、県産飼料増産のために、青
刈りトウモロコシ、稲発酵粗飼
料用稲、飼料用米を中心に条
件整備やｺﾝﾄﾗの育成を強化
し、作付け拡大を推進。

○実態を把握し、２１年度の県
内流通を拡大する。
○２０年産米の地域内利用推
進

○コントラクターの育成・強化
・自給飼料生産の実態を把握
し、自給飼料の需要、コントラク
ターの可能性がある集団を把
握し支援。

　　２）　取組強化の考え方欄には、これまでの取組の検証を踏まえた取組の見直し方針を記入してください。

○飼料用米の需要調査を行う。
○現地推進（９月～）

○作付け面積等目標数値
　　・青刈りトウモロコシ等の面積拡大（＋２５ha）
　  ・牧草等の面積拡大(＋６６ha)
　　・稲発酵粗飼料用稲(＋１９ha)
　　・飼料用米（＋５１ha）
    ・コントラクター組織育成（＋２組織）
　　・稲ワラ収集量（＋１００ｔ）

○コントラクターの育成・強化
・自給飼料生産の実態を把握し、自給飼料の需要、コントラク
ターの可能性がある集団を把握する。
・上記集団に条件整備、各種助成制度の紹介。

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組



別紙様式１

都道府県名：千葉県

９月１日現在

９／１現在
見込み①

達成率①／②

20年度末
達成目標②

76%

●現在の配合飼料価格高騰下における自給
飼料増産への取組に対する認識とその取組
に当たっての課題

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

注 １）　２０年９月１日現在の飼料増産への取組実績を記入してください。

　　３）　取組の進捗状況の検証欄には、これまでの取組における評価や課題を記入してください。

　　２）　実績欄には、実施時期、取組の概要を数値を含め簡潔に記入してください。

区　　　　　　　　　分

・放牧は事業実施により増加しており、放
牧馴致牛の貸付制度による一層の拡大
が課題である。
・耕作放棄地、水田における放牧の利点
及び放牧技術の普及を進めていく必要が
ある。

・緊急対策事業の内容その他情報提供
には、地域の会議等において特に配慮し
たが、農家段階に至る情報の程度に差
異が生じた場面もあり、関係者の協力体
制強化、情報の迅速化・共有化に更に努
める必要がある。

・転作水田の飼料生産活用を更に推進し
ていく必要がある。
・小規模で大量に存在する耕作放棄地の
集約化と飼料生産利用を、課題として推
進していく必要がある。

・湿田の多い本県においては、米の生産
調整と連動した稲WCS、飼料用米の生産
拡大を特に推進していく必要がある。

・コントラクター組織により活動の程度に
差異が見られ、利用側に作業請負の利
点を啓発し、需給を活性化していく必要
がある。

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

実　　　　　　　　績
取組の進捗状況の検証

（評価と課題）

平成20年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証

+  　　　　　１67ｈａ

+  　　　　　２２１ｈａ

飼料作物作付拡大面積

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記入）

本県では近年まで購入飼料への依存が高かったが、飼料高騰により自給飼料
への転換についての関心が高まっている。そのため、必要な高度機械の整備
を促進していくことが課題である。

・コントラクター新規育成２集団

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

・県及び県内１０地域における飼料増産行動会議を開催
（５月）　・現地重点指導７０回（４～８月）
・現地研修会６回（８月）（とうもろこし、稲WCS、飼料用米
生産状　況他）
・地域における飼料関連相談件数（１９年７月～現在）：７４
１件

飼料作物作付拡大５８ha

・稲WCS作付拡大３１ha
・飼料用米作付拡大７0ha
・水田裏飼料作物作付拡大８ha

・耕作放棄地の肉用牛放牧拡大１地区（２頭）



別紙様式２

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

注 １）　２０年９月以降実施する飼料増産への取組を記入してください。（21年度作に向けた準備を含む）

・稲WCS作付拡大目標３１ha
・稲WCS利活用作業用機械導入２地区
・飼料用米作付拡大７０ha
・水田裏飼料作物作付拡大８ha

・飼料増産作業用機械導入２地区
・飼料作物作付拡大目標６３ha

・稲わら収集拡大目標：４９ha

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組 ・飼料増産推進協議会：県及び県内合計１１回

・飼料増産キャラバン：１０回
・重点地区推進指導：２２回
・研修会：10回

　　３）　今後の予定欄には、実施時期、取組等の概要を目標数値を含め簡潔に記入してください。

・飼料自給率向上に係る生産
現場の取組の必要性につき、
市町村、関係機関と一体となり
理解を促進する。
・重点地区については、地区数
を増加させるとともに増産実績
を高め、県内の飼料増産意識
向上の波及を図る。

・飼料生産に必要な機械整備
へ　の積極的な支援等を通じ、
作付の効果的な拡大を図る。
・耕作放棄地の飼料活用につ
いては、各方面の関係者が連
携して、農家の円滑な取組みを
支援する。

・稲WCS作付面積の拡大に必
要な生産者の集団化や機械整
備への支援を行う。
・飼料用米については、供給・
利用の双方が円滑に取り組め
るよう、各段階における調査・
研究等を通じて飼料としての定
着促進を図る。

　水田及び耕作放棄地や傾斜
地、畜舎周辺等を利用した放牧
の取組について、必要な資材
の導入への補助や放牧馴致牛
の貸付等の支援、また研修会
等による放牧の利点や放牧技
術の農家への普及を行う。

・肉用牛の放牧：４か所
・乳用牛の放牧：２か所
・放牧資材等整備への補助：４地区
・放牧研修会開催：２回
・放牧馴致牛の貸付：２回４頭

　補助事業の活用等によりコン
トラクター集団の育成・組織強
化を行い、地域ごと稲わら収
集、飼料供給の効率化を促進
するとともに、需給情報の交流
を促し、稲わらの計画的な確保
を図る。

　　２）　取組強化の考え方欄には、これまでの取組の検証を踏まえた取組の見直し方針を記入してください。

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記入）

平成20年度における今後の飼料増産の取組の強化

都道府県名：千葉県

区　　　　　　　　　分

今後の予定

取組強化の考え方



別紙様式１

都道府県名：東京都

９月１日現在

９／１現在
見込み①

達成率①／②

20年度末
達成目標②

％

●現在の配合飼料価格高騰下における自給
飼料増産への取組に対する認識とその取組
に当たっての課題

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

注 １）　２０年９月１日現在の飼料増産への取組実績を記入してください。

なし

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

都畜産関係者会議　1回

都単事業により、細断型ロールべーラーを2セット導入し、
新たにデントコーンの作付を行った。

なし

なし

取組の進捗状況の検証
（評価と課題）

平成20年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証

+  　　　　３　　　 ｈａ

+  　　　　0　　　 ｈａ

飼料作物作付拡大面積

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記入）

作付が可能な農家に関しては、増産意欲の高まりが見られる。
ただし、全体として農業機械の老朽化が進行しており、農家の収益の悪化に伴
い今後発生するであろう機器の更新を心配する声も聞かれる。

　　３）　取組の進捗状況の検証欄には、これまでの取組における評価や課題を記入してください。

　　２）　実績欄には、実施時期、取組の概要を数値を含め簡潔に記入してください。

区　　　　　　　　　分

当初、青刈とうもろこし生産拡大緊急対
策事業に参加する予定だったが、事業実
施主体が見つからず断念することになっ
た。

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

実　　　　　　　　績



別紙様式２

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

注 １）　２０年９月以降実施する飼料増産への取組を記入してください。（21年度作に向けた準備を含む）

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記入）

平成20年度における今後の飼料増産の取組の強化

都道府県名：東京都

区　　　　　　　　　分

今後の予定

取組強化の考え方

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○細断型ロールベーラー現地検討会
○都畜産関係者会議２回

　　３）　今後の予定欄には、実施時期、取組等の概要を目標数値を含め簡潔に記入してください。

なし

　　２）　取組強化の考え方欄には、これまでの取組の検証を踏まえた取組の見直し方針を記入してください。

なし

○秋冬作作物の定植による二毛作実施面積の増

○コントラクターの育成のための都単事業の予算要求予定

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組



別紙様式１

都道府県名：神奈川県

９月１日現在

９／１現在
見込み①

達成率①／②

20年度末
達成目標②

0%

●現在の配合飼料価格高騰下における自給
飼料増産への取組に対する認識とその取組
に当たっての課題

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

関係者への関連事業等の情報は浸透し
つつあるが、それ以上には至っていな
い。

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

注 １）　２０年９月１日現在の飼料増産への取組実績を記入してください。

　　３）　取組の進捗状況の検証欄には、これまでの取組における評価や課題を記入してください。

　　２）　実績欄には、実施時期、取組の概要を数値を含め簡潔に記入してください。

区　　　　　　　　　分

県内関係者同士での飼料増産への取組
への考えを共有できた

関係者への関連事業等の情報は浸透し
つつあるが、それ以上には至っていな
い。

関係者への関連事業等の情報は浸透し
つつあるが、それ以上には至っていな
い。

関係者への関連事業等の情報は浸透し
つつあるが、それ以上には至っていな

い。

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

実　　　　　　　　績
取組の進捗状況の検証

（評価と課題）

平成20年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証

+0ｈａ

+8ｈａ

飼料作物作付拡大面積

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記入）

生産者は自給飼料増産の必要性は理解しているが、新たに意欲をもって積極
的に取り組むまでには意識が至ってない。

関係者間で情報交換を行い、状況把握をするとともに
関連事業等の情報提供を行い、需要の掘り起こしに努め
ている
一部畜産関連団体への働きかけも行っている。

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

県飼料増産行動会議の開催　１回

関係者間で情報交換を行い、状況把握をするとともに
関連事業等の情報提供を行い、需要の掘り起こしに努め
ている

関係者間で情報交換を行い、状況把握をするとともに
関連事業等の情報提供を行い、需要の掘り起こしに努め
ている

関係者間で情報交換を行い、状況把握をするとともに
関連事業等の情報提供を行い、需要の掘り起こしに努め
ている



別紙様式２

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

注 １）　２０年９月以降実施する飼料増産への取組を記入してください。（21年度作に向けた準備を含む）

水田農業関係部局と連携して検討

自給飼料生産に取り組む営農集団等への支援
研究機関での栽培技術開発を開始する予定

優良事例や関連事業等の情報提供と関係団体等への働き
かけを継続する

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

飼料増産会議の開催　１回　

　　３）　今後の予定欄には、実施時期、取組等の概要を目標数値を含め簡潔に記入してください。

第２回飼料増産行動会議の開
催

引き続き作付面積の拡大推進
を図る

水田農業関係部局との連携を
強化する

優良事例や関連事業等の情報
提供

優良事例や関連事業等の情報提供

優良事例や関連事業等の情報
提供をするとともに
引き続き関係団体等への働き
かけを行う

　　２）　取組強化の考え方欄には、これまでの取組の検証を踏まえた取組の見直し方針を記入してください。

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記入）

平成20年度における今後の飼料増産の取組の強化

都道府県名：神奈川県

区　　　　　　　　　分

今後の予定

取組強化の考え方



別紙様式１

都道府県名：山梨県

９月１日現在

９／１現在
見込み①

達成率①／②

20年度末
達成目標②

71%

●現在の配合飼料価格高騰下における自給
飼料増産への取組に対する認識とその取組
に当たっての課題

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

○飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

・配合飼料高騰に伴い、畜産農家におけ
る自給飼料生産への取組が増加。
・青刈りとうもろこし生産緊急拡大事業の
活用により作付面積の拡大が図られた。
増産体制の構築にはｺﾝﾄﾗｸﾀｰ組織の育
成が必要。
・新規作付体制、調整方法等の技術的支
援等、生産体制の構築に向けて関係機
関の連携が図られた。

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

注 １）　２０年９月１日現在の飼料増産への取組実績を記入してください。

・配合飼料、生産関連資材の高騰により、畜産経営は非常に厳しい状況に置かれている。
自給飼料の増産を行い、購入飼料依存型経営から自給飼料依存型経営への移行を推進す
ることは極めて重要である。
・飼料増産体制の構築に際し、耕作放棄地等新たな作付地の確保、コントラクター組織の育
成が課題となっており、各関係機関における連携の強化、情報の共有化が重要である。

○コントラクターの育成
　コントラクター組織の掘り起こし
（酪農家担い手集団、耕種農家を対象とした意向調査実
施）

○稲わら需給状況
　畜産農家における需要量調査の実施
　耕種農家における供給体制の検討

○行動会議・現地検討会等の開催

○重点地区に対する指導・支援

○重点地区数拡大の取組

○その他の飼料増産への取組

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
　県水田農業推進協議会との連携による、稲ＷＣＳ面積の
拡大３．１ｈａ

○水田裏における飼料作物作付拡大
　水田裏を利用した放牧を検討する事例について、放牧地
の確保、播種作物等について検討

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
肉用牛の水田裏放牧を検討する事例について、地域水田
農業推進協議会と打合せを実施。

○その他の取組
耕作放棄地における肉用牛放牧推進
　８地区　７．２ｈａにおいて４０頭の放牧を実施中。
　モデル展示ほの設置、現地研修の実施。

○飼料作物作付拡大
・耕作放棄地への青刈りとうもろこし作付け面積拡大
　６．１ｈａ

・大麦ＷＣＳ生産への取組に対する検討。

○行動会議・現地検討会等の開催
山梨県飼料増産行動会議の開催（３回　３２名）
耕作放棄地における放牧推進モデルほ場現地検討会（２
回）
　
○重点地区に対する指導、取組等
・耕作放棄地における肉用牛放牧推進事例に対し、技術
的指導及び近隣住民への理解醸成を実施。

・自給飼料増産の重要性について関係機
関に周知され、飼料増産に対する意識が
統一された。

・地域飼料増産会議、放牧事例の現地検
討会等の開催により、県内各地域の情報
の共有化、各種支援事業等の活用に向
けた周知が図られた。

平成20年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証

+  １４．１　　　 ｈａ

+  　　２０　　　 ｈａ

飼料作物作付拡大面積

　　３）　取組の進捗状況の検証欄には、これまでの取組における評価や課題を記入してください。

　　２）　実績欄には、実施時期、取組の概要を数値を含め簡潔に記入してください。

区　　　　　　　　　分

・関係機関の連携、ﾓﾃﾞﾙ展示ほの設置、
技術的支援等の実施により、放牧頭数及
び面積が拡大した。
また、地域住民や地権者からの理解も得
られ、耕作放棄地解消のPRとなった。

・各関係機関との連携により、稲WCS面
積の拡大が図られた。
専用品種の種子確保、生産の維持・拡大
が課題。

・継続的な働きかけと、作付面積の確定
等、状況調査の継続が必要。

・需要、供給体制の確立に向け、関係機
関の連携が図られた。
収集に向けた調整の実施。

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

実　　　　　　　　績
取組の進捗状況の検証

（評価と課題）取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記入）



別紙様式２

１飼料増産運動

○行動会議・現地検討会等の開催

○その他の飼料増産への取組

・配合飼料高騰に伴う自給飼料
増産の重要性について引き続
き周知を行う
・各種研修会等の開催により飼
料増産に向けた技術、情報の
提供に努める。

２飼料作物作付面積の拡大

○20年度飼料作物作付拡大

○耕作放棄地における飼料作物作付拡大

○その他の取組

・２１年度飼料作物増産に対す
る取組の継続、拡大の推進。
・新たな取組事例における、作
付面積拡大推進を目標とした
支援の実施。

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

引き続き、関係機関との連携を
図り、２１年度稲WCS作付面積
の拡大、生産性の向上を推進
する。

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

県内における耕作放棄地の現
状、地域の要望、課題等につい
て検討。

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

・コントラクター組織育成の推進
を継続。
・２０年産稲わらの収集、流通
経路の確定と品質の向上に対
する技術指導。

注 １）　２０年９月以降実施する飼料増産への取組を記入してください。（21年度作に向けた準備を含む）

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記入）

平成20年度における今後の飼料増産の取組の強化

都道府県名：山梨県

区　　　　　　　　　分

今後の予定

取組強化の考え方

○行動会議、現地検討会
・飼料増産行動会議の開催（県、地域）　３回
・放牧用草地における簡易草地更新技術の実証展示（２回）
・奨励品種展示ほ場の現地研修（２回）
○その他の飼料増産への取組
・大麦ＷＣＳ調整に関する技術研修会（１１月）
・２１年度作付に向け、県奨励品種の利用を推進し、単収の
向上を図る。

　　３）　今後の予定欄には、実施時期、取組等の概要を目標数値を含め簡潔に記入してください。

○肉用牛の水田放牧の取組
水田裏放牧の実施に向けた技術的支援、近隣住民に対する
理解醸成、ﾓﾃﾞﾙほ場としての実証展示。

○耕作放棄地における放牧拡大の取組
２１年度放牧実施地区の選定と放牧面積の拡大を図る。

　　２）　取組強化の考え方欄には、これまでの取組の検証を踏まえた取組の見直し方針を記入してください。

○20年度飼料作物作付拡大
大麦ＷＣＳ作付への取組　１ｈａ（１０月作付）
作付～収穫に係る技術的支援、生産物の流通経路、販売価
格等の検討、次年度作付け面積の拡大の推進。
畜産農家での給与法等についても技術研修を実施（１１月）。

○２１年度飼料作物作付拡大の推進
耕作放棄地を活用した青刈りとうもろこし新規作付面積の確
定。補助事業の活用に向けた準備

○コントラクターの育成
継続的な働きかけと、作付面積の確定、状況調査を継続し、
新たなコントラクター組織の育成を推進する。

○２０年度産稲わらの収集（１０ｔ）
需要量、供給体制の調査結果に基づき、各機関の連携を図
りながら収集を行う。

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組

○水田裏における飼料作物作付拡大
水田裏放牧実施に伴う飼料作物播種、近隣の耕作放棄地と
の併用による放牧についても検討する。



別紙様式１

都道府県名：　長　野　県

９月１日現在

９／１現在
見込み①

達成率①／②

20年度末
達成目標②

３８　　％

●現在の配合飼料価格高騰下における自給
飼料増産への取組に対する認識とその取組
に当たっての課題

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

注 １）　２０年９月１日現在の飼料増産への取組実績を記入してください。

・稲WCS関係コントラクターの立ち上げ支援

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

・４月　県関係機関に対する説明会等の開催
　５月上旬　上記に基づく地区別説明会の開催

・６月　畜産関係者を集めた対策会議の開催
　７月～　上記に基づく地区別説明会等の開催

・４月　経営中止農家の飼料畑の活用について周知
　市町村が進めている遊休農地リスト化の取組みの活用
周知

・４月　緑肥からの転換、耕作放棄地における飼料作物作
付に関する補助事業の要望取りまとめ
・６月　同上

・稲WCS関係補助事業の推進
・稲WCS取組み　県下14市町村　51.85haに拡大
・稲WCS収穫実演　県全体１回、地区別３回

・飼料用米取組み　県下５件　14.7ｈａに拡大（豚２、鶏３）

・乳牛・肥育豚・採卵鶏に対する飼料用米給与実験の実施

・公共牧場以外の遊休地等への放牧　90ha（昨年並み）

・公共牧場への放牧PR

取組の進捗状況の検証
（評価と課題）

平成20年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証

＋　　５０　　ｈａ

＋　１３０　　ｈａ

飼料作物作付拡大面積
（９／１現在見込みは飼料用稲の純増分
を計上、その他飼料作物の増減は推定
できなかったため未計上）

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記入）

現在取組まれている緊急対策は、あくまで「緊急」のものであり、継続的な畜産経営のために
は、自給飼料増産が避けられないことを周知している。しかし、長年にわたり輸入飼料に慣
れていること、全く飼料基盤を持たない農家にとっては、自給飼料生産開始のために多額の
投資が必要なこと等から取組みが遅れている。

　　３）　取組の進捗状況の検証欄には、これまでの取組における評価や課題を記入してください。

　　２）　実績欄には、実施時期、取組の概要を数値を含め簡潔に記入してください。

区　　　　　　　　　分

・継続的な取組みを推進している。

・21年産生産拡大に向けて取組んでい
る。

・21年産生産拡大に向けて取組んでい
る。

・21年産生産拡大に向けて取組んでい
る。

・稲WCS、飼料用米とも当初計画を上回
る取組みとなっている。

・耕種農家と畜産農家の売買価格の調
整、生産物の高付加価値販売を推進す
る必要がある。

・稲WCSの拡大に併せて育成していく必
要がある。

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

実　　　　　　　　績



別紙様式２

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

注 １）　２０年９月以降実施する飼料増産への取組を記入してください。（21年度作に向けた準備を含む）

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記入）

平成20年度における今後の飼料増産の取組の強化

都道府県名：　長　野　県

区　　　　　　　　　分

今後の予定

取組強化の考え方

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

・県段階の会議及び地区段階の会議を数回づつ開催予定。

　　３）　今後の予定欄には、実施時期、取組等の概要を目標数値を含め簡潔に記入してください。

・耕種農家と畜産農家の連携に
よる飼料用稲の生産拡大を推
進する。

・耕作放棄地への作付及び経
営中止農家の飼料畑の活用を
推進する。

・畜産農家側の需要量を把握
し、これに基づき、水稲農家の
転作作物としての作付を推進
する。

・現在、遊休地への放牧してい
る地域での継続的な取組みを
推進する。

・水田放牧について、畜産農
家・耕種農家の理解を促進す
る。

・引き続き、遊休地等への放牧推進を図る。

・畜産農家と耕種農家の連携を促進し、転作作物としての飼
料用稲（立毛）の利用を検討する。

・稲わら収集のコントラクターに
加え、飼料作物に係るコントラ
クターの育成を推進する。

　　２）　取組強化の考え方欄には、これまでの取組の検証を踏まえた取組の見直し方針を記入してください。

・飼料用米を使用した食肉のPR。
　現地交流会１回、豚肉発表会１回　ほか

・畜産農家と耕種農家の連携を促進し、転作作物としての飼
料用稲の作付を推進する。
　畜産農家側の需要量等の把握（地域別）
　耕種農家側への説明会開催（市町村等別）
　畜産農家側への稲WCS・飼料用米給与等に関する情報提
供
　転作推進に対する支援（市町村等別）

・市町村等が取りまとめる遊休農地の情報を活用した飼料作
物作付の斡旋を行う。

・経営中止農家の飼料畑の状況を把握し、地域内での活用を
勧める。

・飼料用稲の作付拡大の推進に併せて、コントラクターの育
成・強化を進める。

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組



別紙様式１

都道府県名： 静岡県

９月１日現在

９／１現在
見込み①

達成率①／②

20年度末
達成目標②

91.07%

●現在の配合飼料価格高騰下における自給
飼料増産への取組に対する認識とその取組
に当たっての課題

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

注 １）　２０年９月１日現在の飼料増産への取組実績を記入してください。

　　３）　取組の進捗状況の検証欄には、これまでの取組における評価や課題を記入してください。

　　２）　実績欄には、実施時期、取組の概要を数値を含め簡潔に記入してください。

区　　　　　　　　　分

・概ね計画どおり実施中
・21年度の飼料作付面積拡大に向け、取
組みを推進する

・耕作放棄地を利用集積する場合、地権
者の検索、連絡調整に膨大な作業が必
要となる。効率良く耕作放棄地の利用集
積を行うための地権者情報の整理、集積
を推進する体制の整備が必要。

・概ね計画どおり作付けを実施している

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

実　　　　　　　　績
取組の進捗状況の検証

（評価と課題）

平成20年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証

+  　　  153　  ｈａ

+  　　　168　  ｈａ

飼料作物作付拡大面積

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記入）

○認識：飼料価格高騰への対策としては、輸入穀類の代替となる国内産の飼料資源の利用拡大が
重要と考え、配合飼料使用量の低減に資するための青刈りとうもろこし等の作付拡大、中小家畜に
対応可能な飼料作物として飼料用米の栽培実証等を実施している。
○課題：飼料作物の作付を大幅に拡大するためには、農地の集積による作業性の向上、高性能の機
械整備、作業受託組織の育成が必要。

○コントラクターの育成・強化
・国産飼料資源活用促進総合対策事業（飼料増産受託シ
ステム拡大緊急対策）の実施を支援（20年度受託計画面
積131ｈａ）
○TMRセンターの育成・強化
・自給飼料活用型TMRセンターの整備を支援
○需要量に見合った稲わらの確保
・稲わら収集組織の運営支援
・余剰稲わらの県内流通の調整を支援

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○行動会議・現地検討会等の開催
・県飼料増産行動会議の開催（5月28日）
・地域飼料増産行動会議の開催（5箇所、5月中）
○重点地区に対する指導・支援
・強い農業づくり交付金、畜産業振興事業等の事業実施に
係る指導、支援

○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
・20年度70haで新たに作付け
・国産飼料資源活用促進総合対策事業（青刈りとうもろこ
し緊急拡大対策）の実施に係る指導・支援
・耕作放棄地の利用集積に向けた調整、地権者説明会等
の実施を支援

○稲WCS等の作付拡大に向けた取組み
・耕畜連携水田活用対策（生産振興助成）による稲WCS収
穫機の導入を支援、取組面積を拡大（⑲48ha→⑳90ha）
・未取組地域での実証ほの設置（１ヶ所）
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
・県内3ヶ所、32haで作付を実施
○水田裏における飼料作物作付拡大
・稲WCS生産集団が、作付を検討中

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
・面積拡大に向け、未取組地域の地権者側と和牛所有側
と共に、実施体制を検討中
・展示ほを設置し、和牛放牧をPR（県内2ヵ所）



別紙様式２

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

注 １）　２０年９月以降実施する飼料増産への取組を記入してください。（21年度作に向けた準備を含む）

○稲WCS等の作付拡大に向けた取組み
・実証ほの設置した地域での、21年度の作付拡大に向け、現
地の意向調査、機械導入等について調整を行う

○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
・21年度に飼料作物を作付する耕作放棄地の利用集積に向
けた調整、地権者説明会等の実施を支援する

○TMRセンターの育成・強化
・自給飼料活用型TMRセンターの建設・稼動開始を支援する
○需要量に見合った稲わらの確保
・余剰稲わらの県内流通の調整を行う

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○行動会議・現地検討会等の開催
・県飼料増産行動会議の開催（21年3月）
・地域飼料増産行動会議の開催（5箇所、21年2～3月）
○重点地区に対する指導・支援
・引き続き強い農業づくり交付金、畜産業振興事業等、の事
業実施に係る指導、支援
○その他の飼料増産への取組
・飼料増産に関するリーフレットを作成、配布する（作付のバ
リエーションや新技術の紹介、各種助成事業の紹介等）

　　３）　今後の予定欄には、実施時期、取組等の概要を目標数値を含め簡潔に記入してください。

・現在実施中の取組を着実に
推進する
・21年度作付拡大に向け、関係
機関との調整、各種助成事業
のPRを行う

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
・引き続き、面積拡大に向け、放牧のPR、地権者側と和牛所
有側との調整を実施する

　　２）　取組強化の考え方欄には、これまでの取組の検証を踏まえた取組の見直し方針を記入してください。

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記入）

平成20年度における今後の飼料増産の取組の強化

都道府県名：静岡県

区　　　　　　　　　分

今後の予定

取組強化の考え方



別紙様式１

都道府県名：新潟県

９月１日現在

９／１現在
見込み①

達成率①／②

20年度末
達成目標②

75%

●現在の配合飼料価格高騰下における自給
飼料増産への取組に対する認識とその取組
に当たっての課題

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

注 １）　２０年９月１日現在の飼料増産への取組実績を記入してください。

・県単事業でコントラクターのモデル育成活動を展開
・また、飼料用稲わらの利用促進のための県単事業を推
進
・需給マップの活用による斡旋仲介活動を実施し、稲わら
等の広域流通が徐々に拡大

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

・4月16日、飼料増産に係る担当者会議を開催し、自給飼
料関連の補助事業等の概要説明と取組推進を実施
・飼料増産重点地区に対しては、栽培技術指導により安定
的な生産を支援
・重点地区は、地区数の拡大に向け事例を把握中
・県地域機関に対し家畜飼料の増産と確保の取組強化、
取組計画の作成と実践を指示

・稲発酵粗飼料は推進により２２５ｈａに作付が拡大（前年
比＋６０ｈａ）
・緑肥からの飼料作物転換、耕作放棄地における飼料作
物栽培は取組無し

・稲発酵粗飼料は耕畜連携水田活用対策の活用推進など
により２２５ｈａに作付が拡大（前年比＋６０ｈａ）
・飼料米の利活用モデル実証は２地区、9haで取組予定
・水田裏の作付は都府県酪農事業を契機に作付増加（１０
ha）

・肉用牛の水田放牧は新規取組無し（昨年度同様０．５
ha、2頭）

取組の進捗状況の検証
（評価と課題）

平成20年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証

+ ６０ ｈａ

+ ８０ ｈａ

飼料作物作付拡大面積

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記入）

海外の安価な飼料を今後も安定的に輸入できる状況にはなく、国内産の飼料を最大限に活
用した畜産物生産がこれまで以上に重要と認識。当県では耕種農家と畜産農家の連携によ
る水田等を利用した自給飼料生産を推進しているが、水田では食用米生産の意識が根強
く、また、生産コストや採算性などが取組における課題。

　　３）　取組の進捗状況の検証欄には、これまでの取組における評価や課題を記入してください。

　　２）　実績欄には、実施時期、取組の概要を数値を含め簡潔に記入してください。

区　　　　　　　　　分

・更なる啓発と理解醸成が必要

・会議により関係者の取組意識向上が図
られた
・重点地区においては安定的な飼料作物
生産が図られている
・県地域機関における具体的な取組を啓
発し、飼料増産・確保を図っている
・農業者、関係者への意識啓発がさらに
必要

・稲発酵粗飼料は新規需要米への誘導
等による取組拡大の推進が必要
・緑肥からの転換や耕作放棄地での作付
は、さらに推進が必要

・稲発酵粗飼料は新規需要米への誘導
による取組拡大が必要
・飼料米のモデル実証は県内初の取組で
あるため、引き続き支援を実施
・水田裏への飼料作物作付は収量の確
保と給与への技術指導が必要

・育成活動により新規取組が拡大、コント
ラクター組織としての確保を図る
・飼料用稲わらの100％自給達成に向
け、さらに取組を強化する必要がある

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

実　　　　　　　　績



別紙様式２

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

注 １）　２０年９月以降実施する飼料増産への取組を記入してください。（21年度作に向けた準備を含む）

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記入）

平成20年度における今後の飼料増産の取組の強化

都道府県名：新潟県

区　　　　　　　　　分

今後の予定

取組強化の考え方

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組 ・地域における今年度の取組状況を進行管理し、自給飼料の

確保を図る
・2月に飼料増産に係る会議を開催し、取組を啓発
・年度末飼料作物作付面積拡大目標：８０ha

　　３）　今後の予定欄には、実施時期、取組等の概要を目標数値を含め簡潔に記入してください。

・県地域機関や関係団体と一
体となった飼料増産の取組を
図る
・重点地区への指導と地区数
拡大への取組は引き続き実施

・稲発酵粗飼料など水田飼料
作物の生産拡大を図る
・粗飼料増産未利用資源活用
促進対策事業などの推進によ
り緑肥からの転換や耕作放棄
地における作付を促進

・稲発酵粗飼料は、転作目標達
成推進と併せ、拡大を促進
・飼料用米モデル実証は、引き
続き支援を継続
・水田裏作作付に対する栽培
指導

・啓発と理解醸成の活動を継続 ・事例紹介資料や技術情報などの配布により啓発

・新規のコントラクター組織の確
保を図る
・県単事業により飼料用稲わら
の利用を拡大
・地域における飼料作物や稲わ
らの斡旋仲介活動

　　２）　取組強化の考え方欄には、これまでの取組の検証を踏まえた取組の見直し方針を記入してください。

・新規需要米への誘導などにより、水田飼料作物の取組拡大
を図る
・収穫機械の借り上げ助成を措置し、今年度の水田飼料作物
確保を図る
・円滑な飼料用米の利活用に向け、モデル実証地区へ指導
支援
・水田裏の作付に対しては、収量の確保と給与指導を実施

・収穫機械の借り上げ助成を措置し、今年度の水田飼料作物
確保を図る
・緑肥転換や耕作放棄地作付は、事業内容の周知を徹底す
る

・モデル育成により、取組組織のコントラクターとしての活動を
確立
・稲わら焼却防止運動と連携した稲わら確保を推進
・需給調整・斡旋仲介活動による効率的な流通の確保

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組



別紙様式１

都道府県名：富山県

９月１日現在

９／１現在
見込み①

達成率①／②

20年度末
達成目標②

150%

●現在の配合飼料価格高騰下における自給
飼料増産への取組に対する認識とその取組
に当たっての課題

１飼料増産運動 ○飼料増産行動会議4月28日、関係機関事業等　５回　

○WCS等重点地区への栽培指導11回外

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

○飼料用米の取組　H20：17ha（＋17ha増）の見込み

４放牧の推進

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

注 １）　２０年９月１日現在の飼料増産への取組実績を記入してください。

○会議及び情報の提供により、新規事業
等に対する関係者への周知徹底、飼料増
産に対する取組意識の向上が図られた。

○各地域における自給飼料向上に対する
さらなる意識向上が必要。

○各地域の需給状況に合わせた支援が
必要。

○転作の増加によるWCS栽培面積の増
及び、数地域において、飼料米の取組み
が開始された。

○耕種農家において、転作作物としての
WCSの生産拡大、また、畜産農家による
利用への理解促進が必要。

○水田、耕作放棄地を利用した放牧が増
加している。

○放牧を継続している箇所での草の確
保、県単独事業の継続が必要

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

○カウベルトの郷づくり事業（県単事業）、耕畜連携水田活
用対策等を活用し、水田及び耕作放棄地の放牧拡大に努
めている。（37ha、93頭の見込み）

○北陸地域WCS及び飼料用米現地検討会の開催
（8月19日：富山県の参加者55人）

○北陸地域放牧推進シンポジウムへの参加（7月24日：富
山県からの参加者4人）

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○耕畜連携水田活用対策、畜産経営生産性向上対策リー
ス事業などを中心として、栽培機械の整備等を行うと共に、
転作などによる飼料作物の生産拡大を図っている。
(水田での飼料作物面積　+28.3ha）

○重点地区の拡大支援（飼料用米の取組に対する事業説
明、協議会設立支援　4回　外）

○重点地区WCS栽培組織への巡回指導の強化及び、専用
品種での展示圃場の設置(早生：べこごのみ、晩生：クサホ
ナミ）による栽培技術、及び適期指導

○飼料用米利活用モデル実証への取組（県内1団体13ha）
に対し、協議会の設立、事業の申請支援を行った。

○ＷＣＳ栽培面積　H20：27ha（＋15ha増）の見込み

○飼料米給与技術に関する研修会（8月6日：参加者32人）

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記入）

平成20年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証

　+  45　　　　　 ｈａ

　+　30　　　　　 ｈａ

飼料作物作付拡大面積

本県の飼料作物栽培面積の60％程度は、転作での作付けである。現在の配合
飼料高騰による影響を緩和するためには、転作による飼料作物の作付の推進が
より一層重要である。

　　３）　取組の進捗状況の検証欄には、これまでの取組における評価や課題を記入してください。

　　２）　実績欄には、実施時期、取組の概要を数値を含め簡潔に記入してください。

区　　　　　　　　　分

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

実　　　　　　　　績

○作付け面積は転作田を中心に拡大す
る傾向。

○耕畜連携による転作田の利用、及び
WCS及び飼料米等の飼料作物生産の外
部化推進が必要。

○飼料米の生産、流通体系のモデル協議
会を設立することができた。

○重点地区に設定した地区及びコントラクターに対する栽培
計画など、集落との話し合い及び合意形成への支援。（1組
織、1協議会）

取組の進捗状況の検証
（評価と課題）



別紙様式２

１飼料増産運動

○食品残さ等の未利用資源の
飼料化を促進するため、調整
会議及びアンケート等を実施す
る。

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

○WCS(晩生）の収穫調整指
導。

○飼料用米利活用モデル実証
における給与及び影響調査支
援
○飼料用米を利用した畜産物
のPR活動支援

○21年度作付計画に対する支
援

４放牧の推進

○水田等放牧における終牧支
援

○21年度新規放牧地の検討支
援

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○重点地区に対する収穫調整
支援及び21年度作付け計画の
作成支援。

注 １）　２０年９月以降実施する飼料増産への取組を記入してください。（21年度作に向けた準備を含む）

○各地域において開催される
会議等において、資料及び情
報を提供し、飼料増産運動に対
する取組意識のさらなる向上に
努める。

○耕畜連携による21年度飼料
作物生産に対する作付け計画
の作成支援。

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記入）

平成20年度における今後の飼料増産の取組の強化

都道府県名：富山県

区　　　　　　　　　分

今後の予定

取組強化の考え方

　　３）　今後の予定欄には、実施時期、取組等の概要を目標数値を含め簡潔に記入してください。

　　２）　取組強化の考え方欄には、これまでの取組の検証を踏まえた取組の見直し方針を記入してください。

○会議(４回）及び資料の配付(随時）
○アンケートの実施（9月～10月）

○21年度　WCS栽培面積の増加目標　（＋10ha）

○21年度における飼料用米給与の継続(面積は今年度のモ
デル実証の内容による）

○放牧面積の増加　　（＋5ha）

○転作田における21年度作付け目標　（＋15ha）

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組



別紙様式１

都道府県名：石川県

９月１日現在

９／１現在
見込み①

達成率①／②

20年度末
達成目標②

50%

●現在の配合飼料価格高騰下における自給
飼料増産への取組に対する認識とその取組
に当たっての課題

１飼料増産運動

･転作での飼料作物面積拡大は、既に作
付品目が決定しており、大幅な拡大は困
難

２飼料作物作付面積の拡大

･とうもろこしの作付け拡大については、
機械整備の遅れから多労で、さらなる拡
大は困難

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

･機械施設の不備、基盤整備の遅れ、酪
農家の点在等から取組意欲が少ない
･食用米と飼料用のコスト差の解消
･耕種農家の取組意欲が少ない。

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

･なかなか肉用牛の増頭につながらない
･鳥獣害対策としての要望が多い
･他部局のクマ、イノシシ等鳥獣害対策事
業との連携による放牧の拡大推進

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

注 １）　２０年９月１日現在の飼料増産への取組実績を記入してください。

　　３）　取組の進捗状況の検証欄には、これまでの取組における評価や課題を記入してください。

　　２）　実績欄には、実施時期、取組の概要を数値を含め簡潔に記入してください。

区　　　　　　　　　分

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

実　　　　　　　　績
取組の進捗状況の検証

（評価と課題）取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記入）

･５月２２日、推進会議の開催、１回
･北陸地域放牧推進シンポジウムへの参加、７名
･北陸地域肉用牛増頭戦略会議現地検討会の開催、１回
･放牧８ヵ所、１０頭

･稲わらの飼料利用、収集について喚起 ･小型のミニロールベーラの導入が進展
しつつあり、稲わら収集量増が期待でき
る　　　　･コントラクターについては、なか
なか進まないのが現状

平成20年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証

+  　　　　　１０　　 ｈａ

　　　+  　　　　　２０　　 ｈａ

飼料作物作付拡大面積

飼料高騰に対して、飼料増産の意欲はあるが、現実的に、水田転作で拡大したくても、既に取組作物
が決まっていたり、排水不良田などの条件の悪い所が多く、飼料作物の作付け面積の大幅な拡大
は、困難な見込みである。また、他作物並みの所得を確保するには、飼料作物生産の助成水準を上
げる必要がある。

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

･二毛作による飼料作物作付け面積の拡大
･収量の多い長大飼料作物の栽培推進
･ソルガムについて、ソルゴータイプを多量播種してスーダ
ングラス並みにロールベールサイレージに利用する事例
がある

･８月１９日、北陸地域稲発酵粗飼料・飼料用米現地検討
会に参加、５名
･水田裏の飼料作については、地域の稲作体系により推進
は困難

･飼料増産会議の開催、１回
･二毛作による飼料作物作付け面積の拡大を推進
･重点地区については、適宜巡回するとともに、問題点が
あれば関係機関協力の下に解決策を図っている。



別紙様式２

１飼料増産運動

･耕畜連携による飼料作物増産
体制の確立
･自給飼料生産優良事例の調
査

２飼料作物作付面積の拡大

･水田転作での飼料作物の生
産拡大を重点とする

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

･耕畜連携による飼料作物増産
体制の確立

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

･肉用牛の放牧拡大について、
他部局と連携
･乳用牛の放牧の見込みはな
い

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

･稲わら収集に力点を置く
･コントラクターの育成は困難

注 １）　２０年９月以降実施する飼料増産への取組を記入してください。（21年度作に向けた準備を含む）

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

　　３）　今後の予定欄には、実施時期、取組等の概要を目標数値を含め簡潔に記入してください。

　　２）　取組強化の考え方欄には、これまでの取組の検証を踏まえた取組の見直し方針を記入してください。

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

･放牧については、８ヵ所、１０頭の見込み
･めん羊放牧の試みに支援

･３月、石川県飼料増産推進会議の開催、１回
･１０月、重点地区の選定等の現地調査１回

･３月、石川県飼料増産推進会議の開催、１回
･１１月、次年度に向けた耕畜連携対策の推進会議の開催、
１回

･リース事業等によるミニロールベーラの導入、２台検討
･９月、推進会議の開催、１回

･１１月、次年度に向けた取組計画の検討会議、１回

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記入）

平成20年度における今後の飼料増産の取組の強化

都道府県名：石川県

区　　　　　　　　　分

今後の予定

取組強化の考え方



別紙様式１

都道府県名：福井県

９月１日現在

９／１現在
見込み①

達成率①／②

20年度末
達成目標②

120%

●現在の配合飼料価格高騰下における自給
飼料増産への取組に対する認識とその取組
に当たっての課題

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

注 １）　２０年９月１日現在の飼料増産への取組実績を記入してください。

○耕種組織に対して、強い農業作り交付金や耕畜連携水
田活用対策事業等を利用して、飼料作物の生産を推進す
るとともに、収穫機械体系の整備を推進した。

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○各種事業を関係者に周知し、耕種組織による飼料作物
の生産や稲わらの収集、放牧などの飼料増産を推進し
た。

○平成２０年度の稲発酵粗飼料の作付面積は４０ha。前年
度に比べ、約１０ha増加。
○稲発酵粗飼料の作付拡大に向けた技術普及活動を
行った。

○放牧シンポジウム開催（７／２４）
○パンフレット配付等を通じて集落組織に対し放牧ＰＲを
行った。

○耕種組織に対し、飼料作物の生産、専用収穫機械体系
導入を推進した。

取組の進捗状況の検証
（評価と課題）

平成20年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証

    +   12 　　　　　　　 ｈａ

    +   10               ｈａ

飼料作物作付拡大面積

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記入）

○近年の配合飼料価格高騰下においては、①福井県内で稲発酵粗飼料等の飼料作物の生産拡大
し飼料自給率を高めること、②食品残さなどの未利用資源の収集・運搬体制を整備することにより、
安価で栄養価も高い飼料を畜産農家が利用しやすくすることにより対応する。①については、耕種農
家に利益がでるよう今以上に助成が必要なこと、②については、農家が求める飼料を適格に提供す
るため、農家と食品製造会社との意見交換会を設ける等の対応が必要なこと。

　　３）　取組の進捗状況の検証欄には、これまでの取組における評価や課題を記入してください。

　　２）　実績欄には、実施時期、取組の概要を数値を含め簡潔に記入してください。

区　　　　　　　　　分

○県内の放牧取組状況は水田放牧面積
１５．６ha、頭数４１頭。年度当初の目標
並みの実績は上がっており、放牧の普及
は図られている。
○放牧実施地区での現状・放牧実施にお
ける課題を整理する必要がある。

○耕種農家等の関係者に対し、今後も引
き続き普及を図る。

○耕作放棄地における飼料作物の作付
の拡大は今後さらに進める必要がある。
○県内の飼料作物作付面積の作付け拡
大を図る。

○年度当初見込みの稲発酵粗飼料作付
面積４０haに達する見込み。前年度比１０
ha増加など、県内での稲発酵粗飼料作
付拡大は進んでいる。
○ＷＣＳの品質を向上させることが必要。

○コントラクターに対する機械体制整備を
進めていく。○コントラクターの育成・強化

○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

実　　　　　　　　績



別紙様式２

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

注 １）　２０年９月以降実施する飼料増産への取組を記入してください。（21年度作に向けた準備を含む）

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記入）

平成20年度における今後の飼料増産の取組の強化

都道府県名：福井県

区　　　　　　　　　分

今後の予定

取組強化の考え方

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○普及移動員を中心として、飼料作物の生産、稲わらの収
集、放牧を推進する。（随時）

　　３）　今後の予定欄には、実施時期、取組等の概要を目標数値を含め簡潔に記入してください。

○今後も耕種組織に対し、飼料
作物の生産や稲わらの収集、
放牧を推進する。

○稲発酵粗飼料作付拡大のた
め、専用機械の整備を進める。

○畜産農家所有牛の利用を拡
大する。
○放牧実施地区での課題等を
整理するため、意見交換会を
開催する。

○放牧実施地区等関係者意見交換会の開催（開催時期未
定）　　　　　                                           　　　　　　　　　○
耕種農家に対し、耕種農家所有牛の利用導入を呼び掛ける
（随時）

○稲わら収穫量の拡大のた
め、収穫専用機械の整備を進
める。

　　２）　取組強化の考え方欄には、これまでの取組の検証を踏まえた取組の見直し方針を記入してください。

○県内で専用機械導入を希望している生産者団体に対し、平
成２１年度内での整備ができるよう手続きを進める。（年度内
を通し）

○県内の農業生産法人に対して、稲わら収穫機を整備。（年
度内）

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○普及指導員により耕作放棄地における飼料作物の作付拡
大を図る。（随時）

○普及指導員によるさらなる飼
料作物の作付拡大・技術普及
を図る。



別紙様式１

都道府県名：岐阜県

９月１日現在

９／１現在
見込み①

達成率①／②

20年度末
達成目標②

84%

●現在の配合飼料価格高騰下における自給
飼料増産への取組に対する認識とその取組
に当たっての課題

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

注 １）　２０年９月１日現在の飼料増産への取組実績を記入してください。

　　３）　取組の進捗状況の検証欄には、これまでの取組における評価や課題を記入してください。

　　２）　実績欄には、実施時期、取組の概要を数値を含め簡潔に記入してください。

区　　　　　　　　　分

牧区の管理、放牧圧などを確認し、放牧
に適した環境を維持するよう指導。

・重点地区の現状及び、取り組みについ
て把握、必要に応じて技術指導等を実
施。重点地区候補地区について検討。

・効率的生産を実施するため奨励品種を
推奨。また、良質飼料作成のための共励
会、検討会を開催予定。

・飼料用稲栽培の未実施市町村、団体な
どに取り組みについて説明、次年度以降
の取り組みを促した。

次年度以降の取り組みに繋げることがで
きるよう、問題点課題などを洗い出すこと
が必要。

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

実　　　　　　　　績
取組の進捗状況の検証

（評価と課題）

平成20年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証

+  　　　９２　　 ｈａ

+  　　 110　　 ｈａ

飼料作物作付拡大面積

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記入）

・水田転作や、耕作放棄地等の活用、反収の増加などによる対策が必要であるが、自給飼料増産の
みではなく、コスト低減などを含め畜産経営全体について対策が必要。

随時、飼料米、稲わら、需給問い合わせに対応。
随時、各コントラクターの状況を聞き取り、作業受託面積
の拡大等の可能性を探る。
飼料業者に地域のＴＭＲセンターとしての可能性を打診、
今後の取り組みに繋げる。

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

・自給飼料分析指導事業促進会議を実施。自給飼料生産
および成分分析について普及員、畜産担当職員に研修（5
月14日）。

・自給飼料生産性向上をめざし奨励品種栽培の手引きを
配布。
・畜産担当者会議において飼料増産関係事業について説
明（4月２８日）。

・飼料米給与に関する会議を開催（4月～3月）（耕種農家、
ＪＡ、養鶏農協、市町村、農政事務所等）。
・わら専用稲167.0ha　87.4ｈａ増（子実を飼料用米として利
用）、稲WCS　21.0ha　0.8ha増

・郡上市(1.6ha,4頭→1.6ha、5頭）、瑞浪市（3.1ha、6頭→
3.5ha、7頭）、本巣市（0→0.45ha、8頭）、高山市（5ha、4頭
→5ha、5頭）において肉用牛の耕作放棄地及び水田放牧
を実施。



別紙様式２

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

注 １）　２０年９月以降実施する飼料増産への取組を記入してください。（21年度作に向けた準備を含む）

　　３）　今後の予定欄には、実施時期、取組等の概要を目標数値を含め簡潔に記入してください。

・市町村や農家の状況に応じた
推進体制をとり、現地機関と協
力しながら指導、支援を行う。

・面積拡大のための施策及び、
収量増加のための技術指導を
行う。
・既出　普及啓蒙のため、現地
検討会などを実施。

・既出　普及啓蒙のため、現地
検討会を実施。

・県単による支援事業の他、技
術指導、情報提供などを実施。

・現地の需給の状況を常に把
握し、それに応じた需給バラン
スをとることが必要。

　　２）　取組強化の考え方欄には、これまでの取組の検証を踏まえた取組の見直し方針を記入してください。

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

10月中旬　　　ＷＣＳサイレージ収穫調製を実施。
2月上旬 　　 イネＷＣＳ給与現地検討会の開催。
2月中旬　　　飼料用米給与実証現地検討会の開催。
WCS給与について、地区を変え給与試験を継続して実施予定。

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

・該当事業等。農林事務所を通じて各市町村・農家へ通知。
要望があれば、個別に説明会等を開催。
・WCS、飼料用稲に関する現地検討会を実施予定。

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記入）

平成20年度における今後の飼料増産の取組の強化

都道府県名：岐阜県

区　　　　　　　　　分

今後の予定

取組強化の考え方

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

・各地域農林事務所、現地機関、農協からの情報をえて、地域管
内調整を行う。
・広域になる場合は県畜産課で対応し需給調整を行う。

・現地機関、農協からの情報に対して各地域農林事務所により
対応、また支援等を行う。

・効率的生産を実施するため奨励品種を推奨。
　また、良質飼料作成のため下記の共励会、検討会を開催予定
　12月中旬　   第46回岐阜県自給飼料共励会第3部集合審査。
　1月中旬　　　第46回岐阜県自給飼料共励会中央審査会。
　2月下旬　  　第46回岐阜県自給飼料共励会・研修会。



別紙様式１

都道府県名：　　　　愛知県

９月１日現在

９／１現在
見込み①

達成率①／②

20年度末
達成目標②

134.5%

●現在の配合飼料価格高騰下における自給
飼料増産への取組に対する認識とその取組
に当たっての課題

１飼料増産運動

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

注 １）　２０年９月１日現在の飼料増産への取組実績を記入してください。

　　３）　取組の進捗状況の検証欄には、これまでの取組における評価や課題を記入してください。

　　２）　実績欄には、実施時期、取組の概要を数値を含め簡潔に記入してください。

区　　　　　　　　　分

・新たに３地区での放牧が開始予定（半田
市、新城市、設楽町、H19 : 34頭→H20 :
42頭）。
・放牧面積が昨年度より拡大予定（H19 :
10.4ha→H20 : 12.2ha）。
・耕作放棄地放牧が中心で、水田放牧は
少ない。
・三河地域での取組がほとんどで地域的
にかたよりがある。
・ほとんどが和牛での放牧であり、乳用牛
での放牧がない。

・飼料生産が希薄な地域での飼料生産機
械導入、耕種農家集団の家畜導入と新し
い取組が始まったことは評価。
・主要な地区は選定済みであり、新たな飼
料増産重点地区の選定は困難。

・飼料生産組織等によるとうもろこし、ソル
ガム、エン麦等の飼料利用のための作付
は増加
・更なる飼料生産拡大については収穫・調
製・運搬・機械導入、土地の確保や労働
力を考慮すると、生産組織の育成が急務
・耕作放棄地の利用については、団地化・
地権者調整に問題があることが想定。

・稲WCSを始め水田での飼料作付は前年
度より拡大3.3ha（19年）→23.7ha(20年見
込み）。
・次年度以降の更なる作付拡大を図るた
めには、機械導入、産地づくり交付金、耕
畜連携助成等の財源確保が必要。
・飼料用米の利活用モデル実証について
は、多くの畜産農家（豚・鶏）における飼料
給与体系は購入配合飼料に対応した体
系あることから、限定された農家でしか対
応は困難。

・稲わら収集については、組織化が進み、
受益面積が拡大した。
・未利用資源利用の観点から河川敷刈草
の試験給与を開始した。
・コントラの育成については、労働力、土
地確保を含めて耕種農家との連携が必
要。

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

実　　　　　　　　績
取組の進捗状況の検証

（評価と課題）

平成20年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証

+29.9  　　　　　　　 ｈａ

+20.0  　　　　　　　 ｈａ

飼料作物作付拡大面積

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記入）

○飼料高騰下、自給飼料基盤に立脚した経営変換は必須と認識
○課題は①自給飼料生産基盤の確保、機械導入に係る資金、生産組織育成
　　　　　　②畜産農家と耕種農家との連携

・コントラクターの育成・強化
　　愛知東ｺﾝﾄﾗｸﾀｰ（重点地区）の指導支援（随時）
・需要量に見合った稲わらの確保
　　県単事業による稲わら収穫機械導入支援（５組合:西三河
地区、東三河地区、７４ha）
・その他の取組
　　河川敷刈草飼料利用推進（安全性確認済み、給与開始）

○飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

・飼料増産会議の開催：１回
・重点地区への指導・支援
　①半田市　強い農業づくり交付金事業機械導入支援
　②布里営農組合　耕畜連携水田活用対策（生産振興）支援
　③小笠原牧場　専用品種栽培・WCS収穫調製指導
・その他の飼料増産への取組
　次年度の栽培・収穫・調製機械導入検討（豊橋市・幸田町）

・飼料作物作付拡大
　　とうもろこし作付推進（愛知東ｺﾝﾄﾗ、布里営農組合　2ha）
・緑肥からの転換
　　ソルガム・エン麦の飼料利用推進（南知多町　40ha）
　　粗飼料未利用資源活用促進対策事業説明（４月）
・耕作放棄地における作付拡大
　　耕作放棄地調査の活用（県内全域）
　　粗飼料未利用資源活用促進対策事業説明（４月）

・稲WCS等の作付拡大に向けた取組　約23ha
　　耕畜連携水田活用対策事業説明（４月）
　　水田農業構造改革対策事業研修会の開催（５月）
　　専用収穫機械導入に関する打合せ（７月）
・飼料用米の利活用モデル実証の推進
　　飼料用米導入定着化緊急対策のPR（７地方機関）
　　地域水田協議会への説明
・水田裏における飼料作物作付拡大
　　国産粗飼料増産対策事業説明（４月）
・その他の取組
　　飼料用稲専用品種の栽培調査の実施（４月から３地域）
　　地域水田農業活性化緊急対策（飼料用米６地区17.3ha）

・肉用牛の水田放牧拡大の取組
　　放牧牛貸付制度構築事業説明（４月）
　　耕畜連携水田活用（生産振興：放牧牛導入）支援
・その他の取組
　　遊休農地を利用した放牧推進（6市町13地区12.2ha）
　　放牧理解醸成（小学校３校）



別紙様式２

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

注 １）　２０年９月以降実施する飼料増産への取組を記入してください。（21年度作に向けた準備を含む）

・飼料用稲の現地検討会を開催し、耕種・畜産農家における
稲WCS栽培の理解促進。
・20年度についてもWCSの需給に係る要望調査を実施予定。
・次年度WCS用機械導入地域において、円滑なWCS生産供
給ができるよう体制整備。
・飼料用米の鶏への給与試験、技術検討の実施。

・県主催のとうもろこし収穫現地検討（新城市）または収穫・調
製機械実演・調査（南知多町）を実施するとともに、次年度春
収穫作物の秋冬播種を推進。
・耕作放棄地全体調査結果を踏まえ、耕作放棄地解消計画
策定にあたり、積極的に飼料作物利用を推進。

・他課・水田協等との連携を密にし、既存受託組織における
受託面積拡大、また水稲生産組織や畜産集団を母体とした
新たな組織の育成に努める。
・稲わら需給量調査で地域外供給量の把握。
　稲わら収集、河川敷刈草利用に係る各種データ収集蓄積。

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

・県主催の飼料増産会議の開催　２回（１１月、３月）。
・重点地区の取組内容・計画の検証、指導。
・その他情報伝達は随時。

　　３）　今後の予定欄には、実施時期、取組等の概要を目標数値を含め簡潔に記入してください。

・各種情報、助成事業を伝達す
るとともに現地検討会、現地調
査を実施し、飼料増産に係る普
及啓発を推進。

・各種現地検討会、現地調査を
実施し、飼料作物作付拡大に
係る普及啓発を推進。
・各種事業の有効利用。
・耕作放棄地全体調査の有効
利用。

・水田協と連携し、次年度の水
田飼料作物拡大推進。
・WCSについては需要・供給調
整、生産体制整備を推進。
・飼料米については県試験場で
給与実証を推進。

・水田放牧技術実証推進。
・和牛（妊娠牛）以外の放牧の
推進。

・水田放牧現地研修会を開催し、水田放牧の理解促進を図
る。
・耕作放棄地対策、獣害対策部局とも連携し、面積拡大に取
り組む。
・放牧経験者が講師となり、放牧の理解醸成に取り組む（３カ
所）。

・畜産農家だけでなく耕種農家
と連携し、受託組織の育成を推
進。
・県単事業で機械導入した組織
を中心に稲わら収集状況調
査。
・河川敷刈草給試験の継続。

　　２）　取組強化の考え方欄には、これまでの取組の検証を踏まえた取組の見直し方針を記入してください。

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記入）

平成20年度における今後の飼料増産の取組の強化

都道府県名：　　　愛知県

区　　　　　　　　　分

今後の予定

取組強化の考え方



別紙様式１

都道府県名：三重県

９月１日現在

９／１現在
見込み①

達成率①／②

20年度末
達成目標②

100%

●現在の配合飼料価格高騰下における自給
飼料増産への取組に対する認識とその取組
に当たっての課題

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

注 １）　２０年９月１日現在の飼料増産への取組実績を記入してください。

　　３）　取組の進捗状況の検証欄には、これまでの取組における評価や課題を記入してください。

　　２）　実績欄には、実施時期、取組の概要を数値を含め簡潔に記入してください。

区　　　　　　　　　分

飼料増産のみならず、耕作放棄地の解
消や獣害対策の観点からも注目が高
まっており、取組地域において継続支援
を行うとともに、新規地区の掘り起こしを
行うとともに、周辺住民への放牧の理解
醸成が必要である。

各関係機関の現状認識が高まり、飼料増
産を含め、農産サイドとの連携が深まっ
たが、県域での種子確保方法の確立が
課題である。

畜産農家数の減少は続いており、飼料作
物作付け面積の減少は今後も継続する
ことが予想されるため、飼料生産供給組
織の育成が課題であり、専門部会等にお
いて、課題点を再整理し、解決方策につ
いて検討する必要がある。

稲発酵粗飼料の収穫体系についてはほ
ぼ確立されており、品質も良好である。畜
産農家の評価も高く、給与に取り組む酪
農家数も増加する予定であるが、特に新
規取組酪農家で乳生産への影響調査が
必要である。
飼料米、麦ホールクロップサイレージにつ
いては、始めての取組でもあり、畜産物
への影響を解明するとともに給与方法の
確立が必要である。
また、これらの飼料について需給調整の
手法確立が今後の課題である。

メガファームや酪農組合を供給先とした
飼料生産組織の育成が図られた。今後、
栽培から収穫・流通・給与における低コス
ト化および効率化の方策を検証すること
が必要である。

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

実　　　　　　　　績
取組の進捗状況の検証

（評価と課題）

平成20年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証

+  　　５０ｈａ

+  　　５０ｈａ

飼料作物作付拡大面積

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記入）

配合飼料価格の高騰により、自給飼料生産の必要性に対する意識は高まってはきているものの、輸入飼
料との価格面での比較のみで検討される場面も未だ多い。
三重県は水田割合が高いことから、耕畜連携による水田での飼料生産を推進することで、輸入飼料に対
抗しうる国産飼料を安定的に確保して経営の体質強化を図るとともに、国産飼料による畜産物生産の意
識醸成が課題である。

○稲発酵粗飼料が集団で栽培される４地区において、実証ほ
を設置した（桑名市50a、鈴鹿市60a、津市150a、伊賀市50a）。

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○関係機関による耕畜連携のあり方を検討する会を開催し、
課題を洗い出すとともに、課題解決方策について検討した（１
回）。
○重点地域での稲発酵粗飼料取組指導を行った（桑名市１
回、津市３回、伊賀市１回、計５回）。
○種子確保対策について自家採取を基本にしつつ将来的に県
域で採種ほを検討していく必要があるが、リスク保証や品種
数、注文取りまとめ方法等を解決する必要が認められた（伊勢
地区７月に１回）。

○関係機関による耕畜連携のあり方を検討する会を開催し、
課題を洗い出すとともに、課題解決方策について検討した（１
回）。
○「都府県酪農緊急経営強化対策事業」の実施に伴い、事業
参画酪農家においては飼料生産利用の取組が芽生え始めた。

○桑名市、鈴鹿市、津市および伊賀市を中心に稲発酵粗飼料
の作付が県下で約100haとなり、専用収穫機を新規に２地区
（津市、伊賀市）で導入した。
○研究所、普及センターと連携し、稲発酵粗飼料（４ヶ所：桑名
市50a、鈴鹿市60a、津市150a、伊賀市50a）、わら専用稲（１ヶ
所：紀宝町30a）の現地実証展示ほを設置するとともに、三重県
に適した稲発酵粗飼料の品種選定試験に着手した。
○「飼料用米導入定着化緊急対策事業」の活用により、松阪地
区で飼料米生産利用（17.8ha）のモデル実証に着手した。
○鈴鹿地区で麦（小麦、大麦）ホールクロップサイレージの取
組を試験的に開始した（約６ha）。

○県単事業でのモデル地区における検証を通じ、中山間地の
耕作放棄地を中心とした放牧推進を図っている。
耕作放棄地：４地区で5.5ha予定（鈴鹿市1.9ha（４頭）、伊賀市
①0.6ha（11頭）、伊賀市②2.0ha（４頭）、紀宝町1.0ha（２頭））
水田放牧：１地区で1.0ha予定（伊賀市③1.0ha（２頭））
計：5地区で6.5ha・23頭
※H19実績：3地区で2ha・15頭（鈴鹿市0.4ha(2頭)、伊賀市①
0.6ha(11頭)、伊賀市②1.0ha(2頭)）



別紙様式２

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

注 １）　２０年９月以降実施する飼料増産への取組を記入してください。（21年度作に向けた準備を含む）

○実証展示ほにより、生産コスト低減を考慮した栽培から収
穫・流通・給与に至るまでの経過を検証する。
○三重県に適した品種選定について、作物担当普及員を含
めた勉強会を開催する。
○養豚、養鶏農家を中心に飼料米の需要調査を行い、２１年
度の作付に向けての検討材料とする。
○普及センターや畜産研究所が中心となり、稲発酵粗飼料、
飼料米、麦ホールクロップサイレージの給与指導を実施す
る。

○専門部会での連携により、省力化技術の普及を図るととも
に飼料生産受託組織の設立を検討していく。
面積（県域）　548ha→600ha

○栽培から収穫・流通・給与における低コスト化および効率
化の方策を検証し、メガファームや酪農組合を供給先とした
飼料生産組織の育成を図る。
○耕種農家を中心とした稲わら収集組織の育成を図るととも
に、天候による影響を少なくし、作業を効率化するため、わら
専用稲および作期分散米の推進を検討する（わら収集計画
面積は900ha）。
（H19は天候不順により収集面積は850ha（3,400t）で需要見
込量（15,000t）に対し23％の収集率であった）

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○東海農政局主催の稲発酵粗飼料の現地検討会に協力、
開催し関係者に広く周知を図る。
○飼料増産推進協議会（１回）および専門部会（２回）を開催
し、各地域における現況把握及び推進方策について検討す
る。
○各地域毎の推進方策を整理し、担当者間の連携体制およ
び活動計画を検討する。

　　３）　今後の予定欄には、実施時期、取組等の概要を目標数値を含め簡潔に記入してください。

○引き続き関係機関に協力を
要請するとともに、連携を強化
する。

○専門部会において、課題点
を再整理し、解決方策について
検討する。

○今年度、給与を行う畜産農家
に対して重点指導を行うととも
に、三重県水田農業推進協議
会と連携のもと、新規地区での
栽培推進を図る。

○取組地域において継続支援
を行うとともに、新規地区の掘
り起こしを行う。

○県単事業でのモデル地区（伊賀市）における検証を通じ、
取組地域において継続支援を行うとともに、新規地区の掘り
起こしを行う。

※県単事業概要
Ｆ１繁殖雌牛を活用し、雌雄判別受精卵を移植し、放牧活用
することにより繁殖雌牛の増頭および子牛の安定的な確保を
低コストで実現する。

○栽培から収穫・流通・給与に
おける低コスト化および効率化
の方策を検証する。
○稲わら収集については、事業
（国産粗飼料）の有効活用を進
めるとともに、機械等施設整備
の負担軽減を図る。

　　２）　取組強化の考え方欄には、これまでの取組の検証を踏まえた取組の見直し方針を記入してください。

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記入）

平成20年度における今後の飼料増産の取組の強化

都道府県名：三重県

区　　　　　　　　　分

今後の予定

取組強化の考え方



別紙様式１

都道府県名：　　　滋賀県

９月１日現在

９／１現在
見込み①

達成率①／②

20年度末
達成目標②

23%

●現在の配合飼料価格高騰下における自給
飼料増産への取組に対する認識とその取組
に当たっての課題

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

注 １）　２０年９月１日現在の飼料増産への取組実績を記入してください。

　　３）　取組の進捗状況の検証欄には、これまでの取組における評価や課題を記入してください。

　　２）　実績欄には、実施時期、取組の概要を数値を含め簡潔に記入してください。

区　　　　　　　　　分

○「滋賀県型和牛放牧」の推進
○集落による放牧牛の導入の実現

○事業説明の実施
○「耕畜連携推進計画」の見直しと計画
に基づく推進
○生産調整における稲WCSｍ飼料用米
等の推進方針の検討
→麦・大豆の栽培に適さない地域におい
て、地域水田農業ﾋﾞｼﾞｮﾝに明確に位置づ
け、畜産農家と水田農業の担い手との耕
畜連携により推進

○稲WCSや飼料用米の他に、高収量、
高栄養が期待でき、収穫調製作業が水
稲と重ならないとうもろこしの作付拡大を
推進

○稲WCSの大幅な面積拡大は図れな
かったが、新規の取組が増加、次年度の
機械導入を含めて拡大を推進（県所有専
用機貸出最終年）
○今年度の取組となる飼料用米について
は、体制の整備を含めて検討

○集落営農組織等の水田農業の担い手
に対し、新たな経営戦略として、稲わらの
収集を含む飼料作物の生産を推進

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

実　　　　　　　　績
取組の進捗状況の検証

（評価と課題）

平成20年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証

+  　　８　　　　　　 ｈａ

+  　３５　　　　　　 ｈａ

飼料作物作付拡大面積

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記入）

○耕畜連携の推進、コントラクターの育成
○生産調整として、水田を活用した飼料増産

○ｺﾝﾄﾗｸﾀｰの育成
　　稲WCSの収穫調製を請け負うｺﾝﾄﾗｸﾀｰの組織化の検
討
　　（甲賀市、東近江市）
○耕畜連携による稲わら収集の推進
　　集落営農組織等と畜産農家の連携による稲わら収集と
堆肥の散布（強い農業づくり交付金：米原市、水田土壌由
来温室効果ｶﾞｽ発生抑制推進事業：野洲市、その他）

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○畜産担当者会議の開催（5月13日）
○飼料自給率向上戦略会議の開催
　　（第1回　6月4日　　　第2回　6月9日）

○とうもろこしの生産・利用検討会の開催（8月22日）

○H20取組予定面積
　　稲WCS　106ha　　飼料用米　14ha
○稲WCS担当者会議の開催（7月18日）
○飼料用米の利活用ﾓﾃﾞﾙ実証の推進
　　甲賀市→実施困難　大津市→実施検討中

○和牛放牧研修会の開催（4月22日）
○和牛放牧現地検討会の開催（8月20日）
○自己所有牛の導入による放牧の実施
　　木之本町杉野
○ﾚﾝﾀﾙ牛による放牧の実施
　　畜産農家所有牛　2ヵ所（椋川、大中）
　　畜技所有牛　3ヵ所（白王、杠葉尾、相谷）



別紙様式２

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

注 １）　２０年９月以降実施する飼料増産への取組を記入してください。（21年度作に向けた準備を含む）

○稲WCSｵﾍﾟﾚｰﾀ研修会の開催（9月1日）
○稲WCS研修会・実演会の開催（10月6日）
　　生産調整としての稲WCSの取組説明、事例紹介、新型機
の実演会

○汎用型収穫機実演会の開催（12月）

○各地域おけるｺﾝﾄﾗｸﾀｰの育成と次年度機械等導入事業の
計画

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○飼料自給率向上戦略会議の開催（10月　2月）
○「耕畜連携推進計画」の検証と次年度計画の作成

　　３）　今後の予定欄には、実施時期、取組等の概要を目標数値を含め簡潔に記入してください。

○飼料自給率向上戦略会議開
催と「耕畜連携推進計画」に基
づく飼料増産の推進

○水田を活用した耕畜連携に
よる飼料増産を推進
○麦・大豆の栽培に適さない地
域において推進
○地力増進作物や保全管理等
からの飼料作物への転換を推
進

〃

○耕作放棄地の解消、獣害の
抑制等、放牧の多面的効果の
利用
○ﾚﾝﾀﾙ牛による放牧の実践
　　→自己所有牛の導入

○ﾚﾝﾀﾙ牛による放牧の実施
　　畜産農家所有牛　1ヵ所（大中）
　　畜技所有牛　2ヵ所（北船路、北小松）

○集落営農組織等、水田農業
の担い手に対する推進
○肥料価格の高騰等から、堆
肥の散布を含めた耕畜連携を
推進

　　２）　取組強化の考え方欄には、これまでの取組の検証を踏まえた取組の見直し方針を記入してください。

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記入）

平成20年度における今後の飼料増産の取組の強化

都道府県名：　　　滋賀県

区　　　　　　　　　分

今後の予定

取組強化の考え方



別紙様式１

都道府県名：京都府

９月１日現在

９／１現在
見込み①

達成率①／②

20年度末
達成目標②

20%

●現在の配合飼料価格高騰下における自給
飼料増産への取組に対する認識とその取組
に当たっての課題

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

注 １）　２０年９月１日現在の飼料増産への取組実績を記入してください。

　　３）　取組の進捗状況の検証欄には、これまでの取組における評価や課題を記入してください。

　　２）　実績欄には、実施時期、取組の概要を数値を含め簡潔に記入してください。

区　　　　　　　　　分

○放牧については２０地区１５０頭４５ｈａ
を達成する見込み。

○稲発酵粗飼料の酪農での利用拡大が
依然としてすすんでいない。
○飼料用米については若干増加したもの
の、生産利用の広がりが不十分である。

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

実　　　　　　　　績
取組の進捗状況の検証

（評価と課題）

平成20年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証

+  １０　　　　　　　 ｈａ

+  ５０　　　　　　　 ｈａ

飼料作物作付拡大面積

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記入）

配合飼料価格高騰下において、自給飼料増産の推進は重要であり、耕種農家
等との連携強化が課題である。

○重点地区において、調査・実証等の取組の一環として、
飼料生産の外部化、組織化に的を絞った検討を行う。

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○５月２９日に第１回府飼料増産行動会議を開催し、具体
的な取組の検討を行った。
○南丹地区を重点地区とし、畜産技術センター、広域振興
局が一体となって指導に努めた。
　　　　　トウモロコシ　　４㌶　　　　　飼料用イネ　　　２㌶
○畜産技術センターの細断型ロールベーラーを集落等に
貸し付ける態勢を整備し、他地域への拡大に努めている。

○稲発酵粗飼料は目標面積８ｈａに対し、８．４４ｈａの作付
けとなった。
○トウモロコシについては、目標面積１０ｈａをほぼ達成す
る見込み。
○飼料用米について、３．９３ｈａの作付け見込み。
○放牧については４５haの放牧面積となる見込み。

○稲発酵粗飼料は目標面積８ｈａに対し、８．４４ｈａの作付
けとなった。
○飼料用米について、３．９３ｈａの作付け見込み。

○畜産技術センターの繁殖牛による放牧（レンタカウ）
　　　　　府内　７地区で実施
○畜産農家の繁殖牛を耕作放棄地での放牧（サポートカ
ウ）
　　　　　府内　２地区で具体化に向けて取組中



別紙様式２

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

注 １）　２０年９月以降実施する飼料増産への取組を記入してください。（21年度作に向けた準備を含む）

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

会議開催　　２回

　　３）　今後の予定欄には、実施時期、取組等の概要を目標数値を含め簡潔に記入してください。

府酪農肉用牛生産近代化計画
で設定した飼料自給率目標達
成に向けた取組を進める。

耕畜連携対策等を活用し、地
域水田農業推進協議会との連
携強化による生産拡大。

耕畜連携対策等を活用し、地
域水田農業推進協議会との連
携強化による生産拡大。

レンタカウからサポートカウへ
の移行による放牧実施地区の
増加と継続した取組を推進。

集落や畜産農家の機械装備を
点検し、飼料作物栽培の可能
性を再検討する。

　　２）　取組強化の考え方欄には、これまでの取組の検証を踏まえた取組の見直し方針を記入してください。

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記入）

平成20年度における今後の飼料増産の取組の強化

都道府県名：　　京都府

区　　　　　　　　　分

今後の予定

取組強化の考え方



別紙様式１

都道府県名：大阪府

９月１日現在

９／１現在
見込み①

達成率①／②

20年度末
達成目標②

20%

●現在の配合飼料価格高騰下における自給
飼料増産への取組に対する認識とその取組
に当たっての課題

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

注 １）　２０年９月１日現在の飼料増産への取組実績を記入してください。

特になし。

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

7月まで暫定予算のため、飼料増産行動会議の開催等が
困難であった。

自給飼料を新たに作付（０．２ｈａ）。

飼料用米導入定着化緊急対策事業について、府関
係機関（農政室、家畜保健衛生所、農と緑の総合事
務所、環境農林水産総合研究所）に要領等を送付し
周知を図った。
以後、適宜情報提供を継続。

乳用子牛の放牧を実施。

取組の進捗状況の検証
（評価と課題）

平成20年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証

+ 　　　　 ０．２ｈａ

+ 　　　  　1　  ｈａ

飼料作物作付拡大面積

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記入）

大阪府では、自給飼料作付農家が少ないため、新たな自給飼料増産は困難
であるが、少しでも作付拡大できるよう関係機関、畜産農家、耕種農家への普
及啓発が重要である。

　　３）　取組の進捗状況の検証欄には、これまでの取組における評価や課題を記入してください。

　　２）　実績欄には、実施時期、取組の概要を数値を含め簡潔に記入してください。

区　　　　　　　　　分

耕作放棄地等での肉用牛放牧の取組に
ついては、関係機関との連携が必要。

飼料増産運動の周知及び関係機関との
連携が必要。

同上

同上

肉用牛農家への国産稲わらの利用拡大
の周知及び関係機関との連携が必要。

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

実　　　　　　　　績



別紙様式２

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

注 １）　２０年９月以降実施する飼料増産への取組を記入してください。（21年度作に向けた準備を含む）

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記入）

平成20年度における今後の飼料増産の取組の強化

都道府県名：大阪府

区　　　　　　　　　分

今後の予定

取組強化の考え方

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組 飼料増産行動会議を開催し、府関係機関、市町村、畜産農

家、耕種農家等への一層の周知と連携を図るとともに、機会
があるごとに情報提供に努める。

　　３）　今後の予定欄には、実施時期、取組等の概要を目標数値を含め簡潔に記入してください。

関係機関、畜産農家等への普
及啓発

関係機関、畜産農家等への普
及啓発

関係機関、畜産農家、耕種農
家への普及啓発

○乳用子牛の放牧の実施
○耕作放棄地等での放牧の普
及啓発
○候補牛の確保

○乳用子牛の放牧は、年間８５頭と予定
○新たな肉用牛放牧の候補牛の発掘に向けて関係者と検討

関係機関、畜産農家等への普
及啓発

　　２）　取組強化の考え方欄には、これまでの取組の検証を踏まえた取組の見直し方針を記入してください。

同上

同上

飼料増産行動会議を開催し、府関係機関、市町村、畜産農
家、耕種農家等への一層の周知と連携を図るとともに、機会
があるごとに情報提供に努める。

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組



別紙様式１

都道府県名：兵庫県

９月１日現在

９／１現在
見込み①

達成率①／②

20年度末
達成目標②

100%

●現在の配合飼料価格高騰下における自給
飼料増産への取組に対する認識とその取組
に当たっての課題

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

注 １）　２０年９月１日現在の飼料増産への取組実績を記入してください。

・兵庫県稲作経営者会議の会員を対象として、家畜飼料
の現状の説明と飼料作物生産に　対する意識調査を実施

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

・耕畜連携水田活用対策事業
　　団地化　１５５ｈａ
　　稲ＷＣＳ　３９ｈａ

・補助事業を活用してロールベーラ等ハード整備（８事業
主体）
・稲ＷＣＳ研修会開催（8月26日）

・補助事業を活用して夏季のスキー場を活用した放牧場の
整備

・畜産技術者連絡会における兵庫型放牧推進の検討

取組の進捗状況の検証
（評価と課題）

平成20年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証

+  　　50　　　 ｈａ

+  　　50　　　 ｈａ

飼料作物作付拡大面積

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記入）

生産者の自給飼料増産に対する関心は高まっており、畜産と耕種農家の連携
により飼料作物の栽培に取り組む事例も出てきている。

　　３）　取組の進捗状況の検証欄には、これまでの取組における評価や課題を記入してください。

　　２）　実績欄には、実施時期、取組の概要を数値を含め簡潔に記入してください。

区　　　　　　　　　分

Ｈ１９年度と比較して取り組みは拡大して
いる。
　　【H19年度実績　】団地化　１４３ｈａ
　　　　　　　　　　　　稲ＷＣＳ　   ２３ｈａ

・稲ＷＣＳへの関心は高く、研修会への参
加者は１２０名にのぼった。（うち県内７５
名）

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

実　　　　　　　　績



別紙様式２

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

注 １）　２０年９月以降実施する飼料増産への取組を記入してください。（21年度作に向けた準備を含む）

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記入）

平成20年度における今後の飼料増産の取組の強化

都道府県名：兵庫県

区　　　　　　　　　分

今後の予定

取組強化の考え方

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

９月１０日県飼料増産会議開催予定（９月１０日予定）

　　３）　今後の予定欄には、実施時期、取組等の概要を目標数値を含め簡潔に記入してください。

H20年度水田裏作の活用によ
る飼料増産の検討

県技術者連絡会における検討
結果をとりまとめ兵庫型放牧の
推進を図る。

・兵庫県放牧研究会開催（Ｈ２１．２月予定）

　　２）　取組強化の考え方欄には、これまでの取組の検証を踏まえた取組の見直し方針を記入してください。

補助事業を活用して裁断型ロールベーラ（コンビラップ）を導
入

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組



別紙様式１

都道府県名： 　　　　　奈良県

９月１日現在

９／１現在
見込み①

達成率①／②

20年度末
達成目標②

23%

●現在の配合飼料価格高騰下における自給
飼料増産への取組に対する認識とその取組
に当たっての課題

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

注 １）　２０年９月１日現在の飼料増産への取組実績を記入してください。

○稲ＷＣＳの栽培開始にあたって、農協のＪＡサービスの
体制を強化する。

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○行動会議１回（４月）
○肉用牛放牧と飼料用稲に関する情報交換会（局と共催
１回、　 参加者約１３０名：７月）

○都府県酪農緊急対策に伴う自給飼料生産の推進（説明
会５回：５月）

○肉用牛放牧と飼料用稲に関する情報交換会（局と共催
１回、参加者約１３０名：７月）
○県水田農業推進協議会の稲ＷＣＳの推進打合せ（２回：
７月）
○県酪農農業協同組合および肉用牛農業協同組合への
稲ＷＣＳの利用推進打合せ（各１回：８月）
○稲ＷＣＳの給与利用希望調査（畜産農家約１００戸：８
月）
○先進地視察（１回予定：９月）

○肉用牛放牧と飼料用稲に関する情報交換会（局と共催
１回、参加者約１３０名：７月）
○東部農林振興事務所への情報提供（１回：７月）
○農林振興事務所への説明会（１回：７月）
○現地確認・現場指導（３回：８月）
○約１ｈａ実施予定（桜井市）入牧８月末～下牧１１月末予
定。
　 畜産技術センターのレンタル牛２頭利用

取組の進捗状況の検証
（評価と課題）

平成20年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証

+  　　３　　　　 ｈａ

+  　１３　　　　 ｈａ

飼料作物作付拡大面積

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記入）

都府県酪農緊急対策に伴い自給飼料生産の取り組みが増加。また生産調整
の強化により、今年度より稲ＷＣＳの生産を開始するにあたり、飼料価格高騰
から利用希望農家が多く出てきている。個人の飼料生産および利用に必要な
機器の整備のための助成や、稲ＷＣＳの生産への助成を十分確保できるかが
課題。

　　３）　取組の進捗状況の検証欄には、これまでの取組における評価や課題を記入してください。

　　２）　実績欄には、実施時期、取組の概要を数値を含め簡潔に記入してください。

区　　　　　　　　　分

○牛を貸し出してもいいという農家の近く
からの放牧希望がないので繁殖農家の
牛の利用に至らない。

○自給飼料の増産について関係機関で
役割分担および事業等について確認。

○秋播種を中心に約２２㌶の作付予定。

○ＪＡならけんにコントラクターを設置し、
２１年度より転作田で本格的な作付を協
議中。平成２０年度産として２ｈａ分(100
ロール）を試作予定。産地づくり交付金に
余裕がないため、利用希望農家が多くて
も作付面積に限界があるかもしれない。

○飼料用米作付１戸（約４０ａ）

○作業料金が出るように、産地づくり交
付金等の補助金の確保が必要。○コントラクターの育成・強化

○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

実　　　　　　　　績



別紙様式２

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

注 １）　２０年９月以降実施する飼料増産への取組を記入してください。（21年度作に向けた準備を含む）

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記入）

平成20年度における今後の飼料増産の取組の強化

都道府県名：　奈良県

区　　　　　　　　　分

今後の予定

取組強化の考え方

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○行動会議１回（年度末）

　　３）　今後の予定欄には、実施時期、取組等の概要を目標数値を含め簡潔に記入してください。

○適宜関係機関への情報提供
を行っていく。

○都府県酪農緊急対策事業の
追加対策に伴い、秋作付けお
よび水田裏作等を推進する。

○県水田農業推進協議会を中
心に、転作作物として稲ＷＣＳ
の増産をはかる。ＪＡにコントラ
クターと機械を整備する。給与
農家側の調整は畜産課で行
い、堆肥流通までのシステム作
りを耕地連携で協議していく。

○牛を貸し付けしてもいいとい
う繁殖農家のある市および管
轄の農林振興事務所へ遊休農
地放牧のＰＲを行う。

○宇陀市および東部農林振興事務所へのＰＲ活動（１回）

○２１年度の本格的な実施に向
けて、県水田農業推進協議会
と畜産課で稲ＷＣＳの生産地域
と給与農家の調整を行い、効率
的な作業形態および作業料金
を協議していく。

　　２）　取組強化の考え方欄には、これまでの取組の検証を踏まえた取組の見直し方針を記入してください。

○食用米品種２ha分（１００ﾛｰﾙ）を収穫調整予定。
○１戸のモデル農家で長期間給与試験（50ﾛｰﾙ）
○50ﾛｰﾙを希望農家に１～２ﾛｰﾙづつ配布し、取扱いや嗜好
性を体験してもらう。
○県水田農業協議会打合せ（適宜）

○都府県酪農緊急対策事業追加対策説明会等での作付推進

○県水田農業協議会打合せ（適宜）

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組



別紙様式１

都道府県名：和歌山県

９月１日現在

９／１現在
見込み①

達成率①／②

20年度末
達成目標②

33.3%

●現在の配合飼料価格高騰下における自給
飼料増産への取組に対する認識とその取組
に当たっての課題

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

注 １）　２０年９月１日現在の飼料増産への取組実績を記入してください。

取り組みなし

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

飼料増産推進会議の開催　（６月　１回）
参集者：県振興局畜産担当者、試験場、畜産協会

リーフレットによる啓発　（１回）

リーフレットによる啓発　（１回）

・県関係機関、市町村への啓発活動　（４月　７ヶ所）
・放牧による草刈りモデル事業の実施
（放牧頭数２頭、放牧面積２地区０．６ｈａ）

取組の進捗状況の検証
（評価と課題）

平成20年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証

1　　 　　   　　 ｈａ

 3  　　　　　　　 ｈａ

飼料作物作付拡大面積

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記入）

配合飼料価格の高騰が畜産農家の経営に大きな影響を与えていることから、
自給飼料増産の重要性については十分認識しているが、本県の畑地・水田構
造等を考えると大幅な増産は難しい状況にある。

　　３）　取組の進捗状況の検証欄には、これまでの取組における評価や課題を記入してください。

　　２）　実績欄には、実施時期、取組の概要を数値を含め簡潔に記入してください。

区　　　　　　　　　分

県内２ヶ所に放牧モデル地区を設置し普
及啓発を図った。

飼料増産について、関係者の意思統一を
図ったが、認識はまだまだ不足している。

畜産農家に対してリーフレットを配布する
とともに、酪農緊急経営強化対策事業を
推進し、作付面積の拡大を呼びかけた
が、県内の畑地・水田構造を考えると大
幅な面積拡大は難しい。

畜産農家に対してリーフレット配布し、作
付面積の拡大を呼びかけたが、県内の
畑地・水田構造を考えると普及は難しい。

県内の畜産規模を考えるとコントラクター
並びにＴＭＲセンターの育成・強化は非常
に厳しい。また、稲わらについても水田規
模から考えて利用は難しい。

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

実　　　　　　　　績



別紙様式２

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

注 １）　２０年９月以降実施する飼料増産への取組を記入してください。（21年度作に向けた準備を含む）

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記入）

平成20年度における今後の飼料増産の取組の強化

都道府県名：和歌山県

区　　　　　　　　　分

今後の予定

取組強化の考え方

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

飼料増産推進会議の開催　（１０月、３月　２回）

　　３）　今後の予定欄には、実施時期、取組等の概要を目標数値を含め簡潔に記入してください。

県内の畑地・水田構造を考える
と普及は難しいが、少しでも作
付け面積が拡大するよう、関係
機関と連携しながら、畜産農家
等に対して、啓発を行っていく。

県内の畑地・水田構造を考える
と普及は難しいが、少しでも作
付け面積が拡大するよう、関係
機関と連携しながら、畜産農家
等に対して、啓発を行っていく。

県内の畑地・水田構造を考える
と普及は難しいが、少しでも作
付け面積が拡大するよう、関係
機関と連携しながら、畜産農家
等に対して、啓発を行っていく。

畜産農家と遊休農地を多く抱え
る地域の住民に対して、放牧の
メリットを説明し、面積の拡大を
図る。

放牧による草刈りモデル事業の実施
（放牧頭数２頭、放牧面積１地区０．３ｈａ）

県内の畜産規模を考えるとコン
トラクター並びにＴＭＲセンター
の育成・強化は非常に厳しい。
また、稲わらについても水田規
模から考えて利用は難しい。

　　２）　取組強化の考え方欄には、これまでの取組の検証を踏まえた取組の見直し方針を記入してください。

リーフレットによる啓発　（随時）

リーフレットによる啓発　（随時）

取り組み予定なし。

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組



別紙様式１

都道府県名：鳥取県

９月１日現在

９／１現在
見込み①

達成率①／②

20年度末
達成目標②

103.56%

●現在の配合飼料価格高騰下における自給
飼料増産への取組に対する認識とその取組
に当たっての課題

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

注 １）　２０年９月１日現在の飼料増産への取組実績を記入してください。

　　３）　取組の進捗状況の検証欄には、これまでの取組における評価や課題を記入してください。

　　２）　実績欄には、実施時期、取組の概要を数値を含め簡潔に記入してください。

区　　　　　　　　　分

県の「農業緊急プロジェクト」の中で和牛
放牧のモデル地区を設定し、放牧実施過
程での問題点、課題点を再整理してい
る。
また、取り組みの円滑化のためにも耕種
集落側の理解を深めるための働きかけ
が重要。

飼料高騰に伴い、栄養価の高いトウモロ
コシ栽培の推進が急務。
県内各地の取組情報を共有しながら現
地調査も行うなど、栽培技術の向上を図
る取組は進んでいる。
県としてもプロジェクトチームによる具体
的活動を推進することで現地への支援策
が明確になりつつある。

作付け面積の拡大に必要なハード整備
については農家の要望に基づき支援を
行っている。
今後は耕畜連携の推進といったソフト面
の支援により、面積拡大を図ることが重
要。

稲ＷＣＳの面積拡大については新規地区
の掘り起こしを検討中。
ただし、今後、耕畜連携水田活用対策の
取り組み面積助成事業交付金単価の引
き下げが見込まれる中、収穫専用機等の
導入に難色を示す地域が多く、新規地区
の取り組みが困難な状況となっている。

自給飼料の増産を図るにはコントラク
ターは不可欠であり、オペレーターの育
成等についての支援が課題。

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

実　　　　　　　　績
取組の進捗状況の検証

（評価と課題）

平成20年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証

+  ４４．５３　　 ｈａ

+  　　４３　　　 ｈａ

飼料作物作付拡大面積

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記入）

輸入飼料の高騰対策として自給飼料の増産は最も有効な手段であるが、機
械、設備の初期投資を伴うため取組が困難なケースもある。飼料米につては国
内で調達可能な唯一の濃厚飼料であるが、飼料としての適正価格が設定出来
る制度が望まれる。

○強い農業づくり交付金により６条コーンハーベスターを導
入。
県事業により１／６上乗せ助成を実施し、初期投資を軽減。
飼料稲のコントラクターが新たにトウモロコシの栽培・収穫
作業を受託出来る体制について検討中。
○－
○－
○－
○－

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○７／７県内情報交換会において各地域の取組を発表。
（専技、県庁、農林局、普及所、農協）
○８／６畜試のコーン現地試験圃場において現地検討会。
（農家、専技、畜試、農協、普及所、業者）
７／３０重点地区（鳥取市）におけるトウモロコシ栽培の現
地調査
（専技、県庁、普及所）
○ー
○７／２５県の「農業緊急プロジェクト」の中で自給飼料、和
牛放牧、米粉活用等のチームを立ち上げて水田有効活用
を推進。

○８／４今年度から活動を開始したコントラクター組合がト
ウモロコシの刈り取り作業を実施中。
（８５．５ｈａ→１１２ｈａ）
　耕種農家の作付けしたトウモロコシをコントラクターが刈り
取りし、畜産農家へ供給する活動を支援。（４ｈａ）
○－
○－
○県事業により個人利用バンカーサイロの整備を支援。
（３１基）

○４／１５平成１９年の実績を参考に平成２０年作付けに向
けた品質向上対策、給与対策、畜産農家へのＰＲ等につい
て協議
（専技、県庁、農林局、農家、普及所、家保、コントラクター
栽培面積１３９．４ｈａ→１４８．８３ｈａ）
　７／２４稲ＷＣＳ活用に新たに取り組む地区の掘り起こし
検討会
○取り組み希望の聞き取りとＰＲ版の配布（４回）
○水田裏利用飼料生産供給推進事業の掘り起こしを実施
中。
○養豚、養鶏を中心に飼料米の利用を検討中。
畜産農家への要望の聞き取りを実施。耕種農家との調整
協議。

○県東部のモデル地区放牧の開始（５地区、４．６ｈａ）
　レンタカウ制度の開始（畜産振興協会、農協）
　耕種農家を対象とした放牧地視察（１地区）
○－
○県西部でスキー場への和牛放牧実施中（１地区）



別紙様式２

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

注 １）　２０年９月以降実施する飼料増産への取組を記入してください。（21年度作に向けた準備を含む）

コントラクター機能強化推進対策会議　１回

ＴＭＲセンター実績検討回　１回

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

アクションプログラム作成検討会　３回

農業緊急プロジェクトの取りまとめ会議　２回

農協主催による飼料作物栽培検討会　１回

各地域でのサイレージコンテスト　３回
（畜産試験場現地圃場の結果報告会を含む）

　　３）　今後の予定欄には、実施時期、取組等の概要を目標数値を含め簡潔に記入してください。

現地検討会の結果をもとに各
地域の実情に合わせたアクショ
ンプログラムを作成。

耕作放棄地及び条件不良地の
現状を整理し、飼料作物の作
付けを行う方向で調整。
耕畜連携による作付け面積の
拡大を推進。

稲ＷＣＳについては新規取り組
み地域の掘り起こしを推進。

飼料用米の利用については自
家配合飼料への混合や飼料
メーカーとの連携を検討するな
ど、利用を啓発。

現在は県の東部のみのモデル
地区を県の西部にも設定。

耕種側の理解醸成のための研
修会等を設定。

県研修会　１回

放牧現地検討会　３回

レンタル牛制度の定着化に向けた検討会　１回

コントラクターについてはオペ
レーターの外部化を図ることに
より機能強化を推進する。

ＴＭＲセンターについては、自給
飼料の混合割合を高めたＴＭＲ
の供給を検討する。

　　２）　取組強化の考え方欄には、これまでの取組の検証を踏まえた取組の見直し方針を記入してください。

稲ＷＣＳの新規取り組み希望地域の現状を分析し、集団とし
ての運営が可能かどうか検討。　３回

飼料用米の試験的利用により畜産側と耕種側の調整
モデル地区の選定及び関係機関との協議

耕畜連携対策会議　１回
（耕作放棄地対策を含む）

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記入）

平成20年度における今後の飼料増産の取組の強化

都道府県名：鳥取県

区　　　　　　　　　分

今後の予定

取組強化の考え方



別紙様式１

都道府県名：　島根県

９月１日現在

９／１現在
見込み①

達成率①／②

20年度末
達成目標②

135.00%

●現在の配合飼料価格高騰下における自給
飼料増産への取組に対する認識とその取組
に当たっての課題

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

注 １）　２０年９月１日現在の飼料増産への取組実績を記入してください。

　　３）　取組の進捗状況の検証欄には、これまでの取組における評価や課題を記入してください。

　　２）　実績欄には、実施時期、取組の概要を数値を含め簡潔に記入してください。

区　　　　　　　　　分

・水田放牧については、新たな取組が広
がっており、今後も推進を図る。
・地域放牧の実証展示によって、放牧の
有効性に対する認識が高まり、実証集団
では取組拡大に対する意欲も高い。
・一方で、未実施地域では放牧に対する
関心はあるものの、取り組みにつながら
ない事例もある。
・無畜集落での放牧継続、さらには、和牛
飼養の開始に向けては、冬期間の飼養
管理が課題となっており、周年放牧の技
術開発と普及定着が課題。

・各種事業を有効活用して飼料増産の取
組を推進するためには、関係機関の情報
交換が重要であると思われる。

・とうもろこしの作付拡大については、収
穫調製機械の整備のほか、鳥獣害対策
が必須。
・緑肥については、こだわり米栽培等のた
めにすきこむ必要があり、刈り取り利用
は困難。
・耕作放棄地の飼料利用については、放
牧利用を推進する
・河川敷・道路の刈り草利用については、
建設サイドと連携して、利用の仕組みづく
りに向けた検討を実施中。供給側と利用
側との調整や、梱包用機械の確保等が
課題。

・稲WCSの作付は若干の増加にとどまっ
た。
・飼料用米については今年度から栽培・
利用の取組を開始し、現地実証に取り組
む中で、有効性の検証と課題解決を図
る。
・水田裏作については、水稲作業との競
合から取組が進みにくい。したがって、当
地域に適した草種・品種の選定や、作付
体系について検討する必要がある。

・耕畜連携による飼料生産を進める上
で、コントラクターに対する需要が高まっ
ているが、組織化にはつながっていな
い。
・集落組織等の担い手や、建設業者によ
る作業受託等について検討し、地域にお
けるモデルを構築することが必要。
・ネットワークサイトの情報の充実と、実
際の耕畜連携の取り組みに結びつける
ための仕組みづくりが課題。

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

実　　　　　　　　績
取組の進捗状況の検証

（評価と課題）

平成20年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証

+  　　　　４３．４　 ｈａ

+  　　　　　　３２　 ｈａ

飼料作物作付拡大面積

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記入）

飼料作物増産、稲わら収集や放牧によって自給飼料を確保し、購入飼料費低減をすすめるが、土
地、機械、労働力の確保や、コントラクターの育成が課題である。
また、輸入穀物飼料の代替としての飼料用米の生産・利用を推進しているが、給与までのコスト低減
と生産流通システムの構築が必要である。

○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
　・耕畜連携ネットワークサイト(県で設置)の運用

○需要量に見合った稲わらの確保
　・国産粗飼料増産対策事業を活用した稲わら収集の取
組

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○行動会議・現地検討会等の開催
　・市町村、JA、県担当者を対象とした事業説明会を開催
(2回)

○重点地区に対する指導・支援
　・普及員等による技術指導や、事業実施に関わる情報提
供を実施

○飼料作物作付拡大
　・市町村、JA等関係機関への事業説明
　・耕畜連携水田活用対策を活用して、124haで飼料作物
を作付
　・新規に6haでとうもろこしの作付を開始(6ha)
　・国営開発地を活用して、飼料生産を開始（計画　10ha）

○その他の取組
　・河川敷での飼料生産の取組を開始
　・河川敷・堤防及び道路の刈り草利用に向けた検討を開
始

作付面積(見込み)
　稲WCS　37.7ha
　飼料用米　18.4ha
　
○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
　・耕畜連携水田活用対策を活用して、2.5haの面積増

○飼料用米の利活用モデル実証の推進
　・県下2集団において、モデル実証を実施

放牧面積(見込み)　　6,112ha
　　うち水田　　121ha

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
　・耕畜連携水田活用対策を活用して、新規に２地区(4ha)
で、水田放牧を開始。
　・地域放牧推進事業(県単)において県下18か所に設置し
た実証展示圃を活用して、遊休水田等における放牧を推
進。
　・周年放牧技術に関する調査研究を実施。
　



別紙様式２

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

注 １）　２０年９月以降実施する飼料増産への取組を記入してください。（21年度作に向けた準備を含む）

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記入）

平成20年度における今後の飼料増産の取組の強化

都道府県名：島根県

区　　　　　　　　　分

今後の予定

取組強化の考え方

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

・自給飼料増産推進会議を開催し、情報共有を図るとともに、
各種事業の積極的な活用をすすめる(3月)
・重点地区については、関係機関と連携しながら、取組を支
援する
・飼料生産の取組については、普及部等を通じて情報収集
し、重点地区の掘り起こしを行う

　　３）　今後の予定欄には、実施時期、取組等の概要を目標数値を含め簡潔に記入してください。

○行動会議・現地検討会等の
開催
○重点地区に対する指導・支
援
○重点地区数拡大の取組
・各種事業を有効活用して飼料
増産の取組を推進するために、
関係機関の連携を強化し、情
報共有を図る。

○20年度飼料作物作付拡大
・とうもろこしの栽培・利用技術
に関する情報提供と作付けの
推進
○耕作放棄地における飼料作
物作付拡
・農地サイドとの連携による耕
作放棄地の放牧利用の推進
○その他の取組
・河川敷・道路の刈り草供給利
用体制の検討

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向
けた取組
・新規需要米（飼料用米、稲
WCS）については水田の利活
用の観点からも重点作物として
位置づけており、農産サイドと
連携しながら推進を図る。
○飼料用米の利活用モデル実
証の推進
・飼料用米については、栽培・
給与実証を進めながら、今後の
取組に向けての課題等を整理
する。
○水田裏における飼料作物作
付拡大
・水田裏作について、当地域に
適した草種・品種の選定や、作
付体系について情報提供する
とともに、利用を推進する。

○肉用牛の水田放牧拡大の取
組
・放牧の推進のためには、放牧
牛の確保や、まとまった農地面
積の確保と地域での調整が課
題。
・無畜集落での放牧継続、さら
には、和牛飼養の開始へのス
テップアップのためには、周年
放牧の技術開発と普及定着が
求められる。

・レンタカウ制度の周知及び放牧牛確保に向けた体制の検討
・農地の集積や地域の合意形成のための体制検討
・周年放牧技術及び牧草地化技術の検討
・周年放牧の手引き作成・配布(2月)
・放牧技術検討会の開催(3月)

　　２）　取組強化の考え方欄には、これまでの取組の検証を踏まえた取組の見直し方針を記入してください。

・飼料用米利活用モデル実証の円滑な推進支援
　（12月から給与開始）
・次年度の作付にむけた、適正品種の選定及び種子確保
・飼料用米生産・利用に関する研修会の開催(2月)
・米政策担当者会における飼料増産関係事業等の周知(12
月）

・細断型ロールベーラーによる収穫技術や鳥獣害対策に関
する研修会を開催(9月)
・河川、道路関係部局と連携して、供給側と利用側との調整
や、梱包用機械の確保等について検討し、体制整備を進める
(9月）

・耕種側、畜産側の情報収集及び情報を活用した調整を行う
体制の検討

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○コントラクターの育成・強化
・集落組織等の担い手や、建設
業者による作業受託等につい
て検討し、地域におけるモデル
を構築することが必要。
○需給マップの作成等斡旋仲
介活動の実施
・ネットワークサイト(県で設置)
の情報の充実と、情報を実際
の耕畜連携の取り組みに結び
つけるための仕組みづくりが必
要。



別紙様式１

都道府県名：　岡山県

９月１日現在

９／１現在
見込み①

達成率①／②

20年度末
達成目標②

84%

●現在の配合飼料価格高騰下における自給
飼料増産への取組に対する認識とその取組
に当たっての課題

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

注 １）　２０年９月１日現在の飼料増産への取組実績を記入してください。

　　３）　取組の進捗状況の検証欄には、これまでの取組における評価や課題を記入してください。

　　２）　実績欄には、実施時期、取組の概要を数値を含め簡潔に記入してください。

区　　　　　　　　　分

○県中北部において、水田放牧の取組
が拡大する傾向

○各種会議等で稲発酵粗飼料への取組
等県の施策及び国の自給飼料関係事業
の周知を行うことができた。

○笠岡湾干拓地でのトウモロコシの大規
模２期作栽培は増加傾向

○稲発酵粗飼料については、県水田農
業推進協議会と連携して推進した結果、
H19年度の約２倍の面積に拡大
○さらなる面積拡大を図るためには、耕
畜連携水田活用対策事業並びに産地づ
くり交付金の予算額の確保が必要。

○稲発酵粗飼料等の作付面積の拡大に
より、耕種農家等によるコントラ組織の育
成が急務
○麦わら・稲わらの収集面積は拡大傾向
にあるが、さらなる収集組織の育成が必
要

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

実　　　　　　　　績
取組の進捗状況の検証

（評価と課題）

平成20年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証

+９０．９ｈａ

+１０８ｈａ

飼料作物作付拡大面積

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記入）

○流通飼料価格が高騰する中で、畜産経営においては、より安価な自給飼料の生産及び利
用にシフトする動きが見られるが、労力面や機械整備等において課題が残る。このため、耕
畜連携による飼料生産やコントラクター等の育成を推進する必要ある。

○コントラクター組織（岡山市、任意団体）が新たに設立
○麦わら収集面積の拡大（H19:8.5ha→H20:20ha）し、ＴＭ
Ｒ原料として飼料会社へ供給された。
○県内における自給飼料の広域流通体制を確立するた
め、「水田を活用！高品質畜産物生産対策事業（県単独
事業）」を創設した。

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○飼料増産関連対策を円滑に行うため、担当者会議を開
催。
○県水田農業推進協議会と連携し、稲発酵粗飼料等水田
を活用した飼料生産をＰＲした。
○岡山畜産便り（畜産協会発刊）に、自給飼料関係事業の
紹介を行い、畜産農家へ周知した。

○笠岡湾干拓地において（農）干拓コントラがトウモロコシ
の大規模2期作栽培を行っている。
　　　　　　　　　　　　　（1期作目H19：189ha→H20:194ｈａ）

○飼料用イネの低コスト栽培技術研修会を開催
　　（２回：倉敷市、津山市）
○おかやま酪農協と連携し、稲発酵粗飼料の低コスト生産
技術を普及を図るため、県下３カ所に実証圃を設置した。
○稲発酵粗飼料用イネ栽培面積（H19：63ha→H20：122ha)
○飼料用米栽培面積（H19:0ha→H20:11.0ha)

○肉用牛の水田放牧の拡大
　（耕畜連携水田活用対策：H19:4.6ha→H20：9ha）



別紙様式２

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

注 １）　２０年９月以降実施する飼料増産への取組を記入してください。（21年度作に向けた準備を含む）

　　３）　今後の予定欄には、実施時期、取組等の概要を目標数値を含め簡潔に記入してください。

○岡山県畜産協会、県水田農
業推進協議会等と連携し、耕種
農家及び畜産農家を対象とし
た研修会等を開催する。
○関係機関が開催する会議等
により、自給飼料増産の推進を
行う。

○耕作放棄地の全体調査の結
果を踏まえ、関係機関と連携し
て、自給飼料の生産の推進を
行う。

○稲発酵粗飼料のさらなる作
付面積の拡大を推進する。
○耕畜連携による水田を活用
した自給飼料生産を推進する。

○肉用牛の水田放牧面積の拡
大を推進する。

○平成２１年度における、耕作放棄地等の飼料作付を推進す
る。

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記入）

○ジェイエイグループと連携し、稲わらの広域流通体制の確
立を推進する。（H19：1,335ｈａ→Ｈ20：1,400ha）
○県単独事業を円滑に実施し、水田を活用して生産された粗
飼料の広域流通体制の確立を図る。
○コントラクター育成研修会を開催する。（２月）

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○飼料増産を推進するため「耕畜連携推進研修会」を開催す
る。
　（１１月下旬開催予定、対象：耕種農家、畜産農家、関係者）
○飼料増産重点地区数の拡大を行う（２地区程度）
○稲発酵粗飼料の収穫調製研修会を行う。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（９月、県下２カ所程度）

○新見地区草地林地一体的利用総合整備事業により、井倉
牧場の放牧用林地整備を行う。（0.7ha)

○耕種農家等によるコントラク
ターの育成を推進する。
○稲わらの完全自給を行うた
め、ジェイエイグループと連携
し、広域流通体制の確立を図
る。
○麦わら等の未利用資源を活
用したＴＭＲの利用を促進す
る。

　　２）　取組強化の考え方欄には、これまでの取組の検証を踏まえた取組の見直し方針を記入してください。

○飼料用米導入定着化緊急対策事業により、飼料用米の利
　活用体制のモデル実証を行う。（県下３地区）
○水田裏における飼料作物の作付拡大を推進する。
○稲発酵粗飼料等の平成２１年度作付に向けて、県水田農
業推進協議会等と連携し、推進を行う。

平成20年度における今後の飼料増産の取組の強化

都道府県名：　岡山県

区　　　　　　　　　分

今後の予定

取組強化の考え方



別紙様式１

都道府県名：　広島県

９月１日現在

９／１現在
見込み①

達成率①／②

20年度末
達成目標②

100%

●現在の配合飼料価格高騰下における自給
飼料増産への取組に対する認識とその取組
に当たっての課題

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

注 １）　２０年９月１日現在の飼料増産への取組実績を記入してください。

・作業受託組織の作業受託面積を拡大するため，強い農
業づくり交付金により飼料イネ専用収穫機を導入（作業受
託拡大面積15ha）。
・稲わら収集面積を拡大するため，県内2箇所において，
強い農業づくり交付金を活用して稲わら収集機を整備（稲
わら収集面積計28.22ha）。

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

・４月に，担当者会議で県機関及び関係団体に対し，飼料
増産に向けた取組の必要性及び関係事業の概要につい
て説明（県機関向け１回，関係団体向け1回）。
・７月に，県機関，市町及び関係団体に対し，畜産環境及
び飼料増産に関する事業について説明（１回）
・８月に，県機関，市町，農協及び集落法人関係者等に対
し，耕畜連携及び飼料増産に関する事業について説明（１
回）。
・今年度及び今後の飼料用米の取組に関して打合せ（４
回）
・重点地区における飼料イネ作付面積を拡大するため，強
い農業づくり交付金により飼料イネ専用収穫機を導入。

・稲わら収集面積を拡大するため，県内2箇所において，
強い農業づくり交付金を活用して稲わら収集機を整備（稲
わら収集面積計28.22ha）。

・農業生産法人において飼料イネ専用品種種子の増殖を
行い，平成21年作用県内向け種子を確保（150ha分）。
・飼料イネ作付面積を拡大するため，強い農業づくり交付
金により飼料イネ専用収穫機を導入（飼料イネ作付け拡大
面積15ha）。
・県内3箇所において，飼料用米の取組をモデル的に実施
（作付面積計2ha）。
・平成20年7月，県，全農，農協中央会等で「飼料用米研究
会」発足。

・集落法人への肉用牛の水田放牧を推進。
・水田放牧を拡大するため，耕畜連携水田活用対策事業
の生産振興助成事業により，放牧牛の導入や電気牧柵等
を整備（放牧牛導入頭数31頭）。
・水田放牧を拡大するため，耕畜連携水田活用対策事業
の取組面積助成により，水田放牧の取組に対し助成。

取組の進捗状況の検証
（評価と課題）

平成20年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証

+  　　72.5 　　ｈａ

+  　  72.5　　 ｈａ

飼料作物作付拡大面積

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記入）

　現在の飼料価格高騰の状況において，自給飼料の必要性・重要性はますま
す高まってきており，耕畜連携による飼料増産を中心に取組を強化する必要
がある。

　　３）　取組の進捗状況の検証欄には、これまでの取組における評価や課題を記入してください。

　　２）　実績欄には、実施時期、取組の概要を数値を含め簡潔に記入してください。

区　　　　　　　　　分

・集落法人への放牧牛導入の伸び悩み。
・現時点で生産振興助成事業により19頭
の放牧牛が導入されている。

・引き続き，機会を捉えて事業の周知を
図っていくとともに，来年度事業実施に向
け，事業計画の検討等を進めていく必要
がある。

・今年度事業の計画どおりの推進ととも
に，来年度以降の更なる稲わら収集面積
拡大のため，新規の取組を掘り起こして
いく必要がある。

・飼料イネ専用品種種子の作付けは計画
どおり行われている。
・来年度の飼料イネ作付け計画を早期に
把握して，来年度の種子生産計画を策定
する必要がある。
・飼料イネ作付面積の拡大に向け，飼料
イネ専用収穫機の有効活用及び新規導
入を推進する必要がある。
・飼料用米の取組拡大に向け，課題の解
決に向けた検討を行う必要がある。

・今年度事業の計画どおりの推進ととも
に，来年度以降の更なる面積拡大のた
め，新規の取組を掘り起こしていく必要が
ある。

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

実　　　　　　　　績



別紙様式２

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

注 １）　２０年９月以降実施する飼料増産への取組を記入してください。（21年度作に向けた準備を含む）

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記入）

平成20年度における今後の飼料増産の取組の強化

都道府県名：　広島県

区　　　　　　　　　分

今後の予定

取組強化の考え方

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

・地域で開催される研修会等の機会を利用して，事業概要等
の情報提供を行う。

　　３）　今後の予定欄には、実施時期、取組等の概要を目標数値を含め簡潔に記入してください。

・引き続き，機会を捉えて事業
の周知を図っていくとともに，事
業実施に向け，事業計画の検
討等を進めていく。

・今年度事業の計画どおりの推
進とともに，来年度以降の更な
る面積拡大のため，新規取組
の掘り起こし等を行う。

・県内向けの飼料イネ専用品種
種子を引き続き確保する。
・飼料イネ作付面積の拡大に向
け，飼料イネ専用収穫機の有
効活用及び新規導入を推進す
る。
・飼料用米の取組拡大に向け，
課題の検討を行う。

・放牧牛の導入等更に進めると
ともに，来年度以降の事業実施
に向け新規取組の掘り起こし等
を行う。

・水田放牧のメリット等を更に周知すると同時に，耕畜連携水
田活用対策事業のＰＲも行って，水田放牧の取組の拡大を図
る。

・今年度事業の計画どおりの推
進とともに，来年度以降の更な
る面積拡大のため，新規取組
の掘り起こし等を行う。

　　２）　取組強化の考え方欄には、これまでの取組の検証を踏まえた取組の見直し方針を記入してください。

・来年度の飼料イネ作付け計画を早期に把握して，来年度の
種子必要量を求め，農事組合法人に対し，種子生産の要請
を行う。
・飼料イネ専用収穫機導入の意向がある集団等において，来
年度事業要望に向け，事業計画の検討等を行う。

・飼料作物収穫調整機械，稲わら収集機等の整備に関する
要望を取り，来年度以降の事業実施に向け計画の検討を行
う。

・作業受託組織における飼料作物収穫調整機械等の整備に
関する要望を取り，来年度以降の事業実施に向け計画の検
討を行う。

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組



別紙様式１

都道府県名：山口
９月１日現在

９／１現在
見込み①

達成率①／②

20年度末
達成目標②

51.8%

●現在の配合飼料価格高騰下における自給
飼料増産への取組に対する認識とその取組
に当たっての課題

１飼料増産運動

○行動会議・現地検討会等の開催 各種事業を活用し飼料増産を図るため、
県域及び地域の飼料増産会議等を引き
続き開催し、事業内容を再周知が必要

○重点地区数拡大の取組 　重点地区の指定について法人及び関
係機関は了承

○その他の飼料増産への取組

２飼料作物作付面積の拡大

○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大 2月までに指針を作成

市町・市町農業委員会が実施する耕作
放棄地実態調査結果を踏まえ、具体的
対策を検討

○その他の取組

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

○飼料用米の利活用モデル実証の推進 養鶏組合の意向を踏まえ、新規需要米
対策検討会飼料米部会で次年度以降の
取組について協議

○水田裏における飼料作物作付拡大
引き続き、事業取組の掘起こしを行うと伴
に水田裏作での冬作作付けを推進

○その他の取組

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組

○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

飼料作物栽培指導　9回

5月下旬から6月上旬に4ヵ所で、地域飼料増産会議を開催
し、諸事業の周知、取組について協議

放牧地整備・現地放牧指導　15回

県西部地域においてH21年度からの耕畜連携による稲WCS
生産に向け、協議中

事業説明　6回
1地区において畜産公共事業を実施中

作付け計画面積　２７．７ha

区　　　　　　　　　分

実　　　　　　　　績
取組の進捗状況の検証

（評価と課題）取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記入）

4月に県飼料増産会議を開催し、H19年度の実績を踏まえ
H20年度の取組について、取組方針や推進のための諸事業
の活用について協議

平成20年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証

＋　　62.2　　　ha

＋　　120.0　　　ha

飼料作物作付拡大面積

　配合飼料価格については、今後とも高値で推移することが予測されることから
自給飼料基盤に立脚した畜産経営体の育成と耕種集団の経営作目に飼料作物
を位置づけ飼料増産を推進する必要がある。
　耕種集団の経営作目に飼料作物を位置づけるためには、耕畜連携水田活用対
策や産地づくり交付金等の支援の継続、耕種集団内にコントラクター組織の育成
が必要である。

県単独事業の導入により放牧の取組を
支援し放牧面積は3ha増加する見込み

　耕畜連携水田活用対策・団地化の取組
については前年度に比べ48haの増となる
見込み
　引き続き、総合的な取組により飼料増
産の推進を図る必要がある。

取組面積　　H20.7.31現在実績：195.9ha

本年度計画に対して71.5％とほぼ順調に
実施
前年度実績に比べ8.8haの増となる見込
み

県耕作放棄地対策検討ワーキング会議において、耕作放棄
地対策基本指針案を検討中

放牧を活用し、集落営農組織内への肉用牛経営の導入を目
的とした県単独事業を実施（9組織が取組予定）

作付け計画面積は前年度に比べ4.7haの
増となる見込み
引き続き、次年度の取組面積の拡大に
向け協議、支援

耕畜連携活用対策の活用し、放牧拡大を推進

○重点地区に対する指導・支援 ２地区において県単独事業を活用した放牧の取組を支援

1地区において飼料米栽培試験圃場を設置(30a）

1地区において県単独事業により稲WCS実証圃を設置

1地区において、耕畜連携水田活用対策を活用した放牧の取
組を支援

2地区において県単独事業により奨励品種実証圃を設置

県中央部で、既存コントラクター組織2集団を含む農業生産法
人が設立されたことから、本地域を飼料増産地区に誘導中

県単独事業により実証圃を設置(4ヵ所2ha）

○飼料作物作付拡大

放牧計画面積　273.8ha

耕畜連携水田活用対策を活用し転作田での飼料作物の作付
けを推進　団地化の取組　計画面積179ha
県単独事業により奨励品種実証圃を設置(5ヵ所2.5ha）

飼料用米導入定着化緊急対策事業については、全農山口県
本部、各JA、各農林事務所へ公文で周知、地域の飼料増産
会議、新規需要米対策検討会飼料米部会で周知
県単独事業により実証圃場(30a）を設置
養鶏組合と協議し、飼料米利用の意向を確認

３JAにおいて、国産粗飼料増産対策事業を説明
今までに水田裏で飼料作物を栽培していなかったことの客観
的証明が困難なこと、また、作付け体系から取組を断念

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組



別紙様式２

１飼料増産運動

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援

○重点地区数拡大の取組 　飼料増産を図るためには、農
業法人へ飼料作物栽培を経営
の1作目として導入していく必要
がある。
　このため、飼料作物栽培に取
り組む農業法人が所在する地
区を対象として拡大していく。

○その他の飼料増産への取組

２飼料作物作付面積の拡大

○飼料作物作付拡大 集落営農組織、農事組合法人
等の経営に飼料作物の導入を
推進する。
高能率な飼料生産手段を有し
た担い手による飼料生産の推
進する。

○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大 2月までに耕作放棄地解消の

県指針を作成
本指針に基づき、耕作放棄地
の条件に合わせ、放牧、放牧
後地の飼料基盤利用を指導

○その他の取組

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組 イネＷＣＳの普及、地域内取組
の強化と利用の拡大を図る。

○飼料用米の利活用モデル実証の推進 集落営農組織、農事組合法人
等の経営に飼料作物の導入を
推進する。

○水田裏における飼料作物作付拡大 事業を活用し、作付けを推進す
る

○その他の取組

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組 耕作放棄地対策と集落営農等
へ肉用牛繁殖経営を導入する
一手法と位置づけ推進する。

○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記入）

平成20年度における今後の飼料増産の取組の強化

都道府県名：山口

区　　　　　　　　　分

今後の予定

取組強化の考え方

放牧研究会と連携した普及活動を実施する。
関係機関が連携した技術支援を行う。

次年度以降の飼料米栽培に向け、畜産農家（肉用鶏）の飼
料米利用と耕種集団の飼料米栽培の意向を確認しマッチン
グを行う。
県飼料増産会議で、現場段階へ事業を再周知し、取り組み
の推進を図る

　県飼料増産会議2回

　引き続き、関係機関が連携し技術指導や事業導入の支援

栽培実証、及び給与実証結果による普及と水田協議会を通
じた作付けの計画的推進を図る
県水田協事務局員会議　7回

　　農業生産法人関係機関と重点地区指定に係る取組内容
を協議

飼料作物の生産拡大を図るため、地域飼料増産会議や水田
協議会で、飼料増産の取組、水田を活用した取組、稲わら等
の未利用資源の活用、さらには、畜産公共を活用し担い手の
飼料基盤の整備を推進する。

H21年度の取組に向け県窓口団体と協議

耕作放棄地対策検討ワーキング会議３回

集落営農組織、農事組合法人等の経営に飼料作物等を位置
づけるための啓蒙と各種補助制度の活用し耕種集団での飼
料作物栽培の推進を図る。



区　　　　　　　　　分

実　　　　　　　　績
取組の進捗状況の検証

（評価と課題）取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記入）

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化 計画面積は前年度と同じになる見込み

○ＴＭＲセンターの育成・強化

○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施

○需要量に見合った稲わらの確保 収集計画面積は前年度に比べ1haの増と
なる見込み
収集計画面積は前年度と同じとなる見込
み

3組織については、面積要件が達成不可
能とのことから取組を断念

○その他の取組

注 １）　２０年９月１日現在の飼料増産への取組実績を記入してください。

県中部耕種集団と県北部畜産集団との稲ワラ利用供給につ
いて協議、8月から供給開始（15ha）

　　３）　取組の進捗状況の検証欄には、これまでの取組における評価や課題を記入してください。

　　２）　実績欄には、実施時期、取組の概要を数値を含め簡潔に記入してください。

2組織の農業生産法人化に伴う組織の拡大強化を支援
取組計画面積：470ha

耕種集団３組織に国産粗飼料増産対策事業を説明
既に本事業に取り組んでいる集団に対して、収集面積の拡大
の誘導と供給先畜産農家の確保について支援

県東部地域において、堆肥を活用したブランド米生産と稲ワ
ラ堆肥交換について協議（33ha実施予定）



５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化 集落営農組織、農事組合法人
等と連携した作業受託集団の
育成を図る。

○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保 稲わらの地域内流通に向け、

耕畜間の連携強化の推進と畜
産業振興事業を活用した取組
の誘導する。

○その他の取組

注 １）　２０年９月以降実施する飼料増産への取組を記入してください。（21年度作に向けた準備を含む）

　　３）　今後の予定欄には、実施時期、取組等の概要を目標数値を含め簡潔に記入してください。

　　２）　取組強化の考え方欄には、これまでの取組の検証を踏まえた取組の見直し方針を記入してください。

県飼料増産会議で、現場段階への畜産業振興事業の再周
知し、取り組みの推進を図る

作業受託組織の効率的活動を図るため、耕種組織との連携
強化の取組を推進する。
耕種組織内の作業受託組織の活用を誘導する。



別紙様式１

都道府県名：徳島県

９月１日現在

９／１現在
見込み①

達成率①／②

20年度末
達成目標②

373%

●現在の配合飼料価格高騰下における自給
飼料増産への取組に対する認識とその取組
に当たっての課題

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

注 １）　２０年９月１日現在の飼料増産への取組実績を記入してください。

　　３）　取組の進捗状況の検証欄には、これまでの取組における評価や課題を記入してください。

　　２）　実績欄には、実施時期、取組の概要を数値を含め簡潔に記入してください。

区　　　　　　　　　分

放牧の成果を検証し、普及に努める。

今後とも耕畜連携による指導・支援に取
り組む。

補助事業への取組を契機に作付面積の
拡大に取り組まれており、今後、継続され
るかが課題である。

畜産農家への飼料米の利用促進につい
て販売価格・肉質等の生産物の品質につ
いて検討が必要である。

関係機関と連携しながら円滑な飼料生
産・流通に取り組む

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

実　　　　　　　　績
取組の進捗状況の検証

（評価と課題）

平成20年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証

+ ５．６ｈａ

+ １．５ｈａ

飼料作物作付拡大面積

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記入）

農家の自給飼料増産への意欲は向上しているものの、高齢化、機械整備の老
朽化により対応できない状況にある。コントラクターの育成が急務であるが、耕
作地の集約化が進んでいないことから、低コストで効率的な飼料生産が困難
である。

○コントラクターの育成・強化
・県酪農業協同組合など関係機関と検討中
○TMRセンターの育成・強化
・TMR利用農家が少ないため、センターの育成は進んでい
ない。
○需給マップの作成斡旋仲介活動の実践
・個別対応（稲わらの収穫について利用農家を紹介など）
○需要量に見合った稲わらの確保
・補助事業等を取り入れ個別に対応している。

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○会議・現地検討会等の開催
・耕畜連携に関する会議　8回
・耕作放棄地に関する会議　5回
・水田に関する会議　3回
・その他(放牧等）　2回
○重点地区に対する指導・支援○重点地区数拡大の取組
・農業支援センター，畜産研究所による生産指導､生産意
欲のある農家・地域の掘り起こし
○その他の飼料増産への取組
・畜産農家を対象とした補助事業等の説明会を開催

○飼料作物作付拡大
・2毛作、2期作の実施　146.7ｈａ
・借地利用による作付　61.6ha
○緑肥から転換　2ha
○耕作放棄地への作付
・県協議会にて検討中

○稲WCS等への作付拡大
・3.6haの作付が拡大された。
○飼料用米への取組
・ＪＡ等により２地区で飼料米（ホシアオバ・夢あおば）の試
験的栽培を実施
○水田裏への飼料作物作付拡大
・補助事業への取組の中で拡大されている。

○肉用牛の水田放牧
・44aの水田へ和牛２頭を放牧
○乳用牛の集約放牧
・公共放牧場2カ所で42頭を放牧
○その他の取組
・耕作放棄地への和牛放牧の実証展示（延べ5カ所,1.1ha、
15頭）



別紙様式２

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

注 １）　２０年９月以降実施する飼料増産への取組を記入してください。（21年度作に向けた準備を含む）

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記入）

平成20年度における今後の飼料増産の取組の強化

都道府県名：徳島県

区　　　　　　　　　分

今後の予定

取組強化の考え方

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○会議・現地検討会等の開催
・耕畜連携に関する会議　２回
・耕作放棄地に関する会議　５回
・水田に関する会議　２回
・その他(放牧等）　１回
○重点地区に対する指導・支援　８回

　　３）　今後の予定欄には、実施時期、取組等の概要を目標数値を含め簡潔に記入してください。

重点地区に対する指導・支援に
取り組む。

水田や遊休農地への飼料作物
作付拡大を支援する。

飼料用稲、飼料米の利用促進
に向けた取組を支援する。

公共放牧場への放牧を推進す
るとともに、和牛を活用した水
田や耕作放棄地への放牧を支
援し、併せて飼料自給率の向
上を図る。

酪農家に対し、育成牛の放牧を推進するとともに、畜産研究
所の和牛を活用した耕作放棄地への放牧（2カ所）、水田の
「ひこばえ」を利用した放牧についても実証展示を行う。

コントラクター、飼料生産組合
の育成と作業効率の向上への
取組を支援する。

　　２）　取組強化の考え方欄には、これまでの取組の検証を踏まえた取組の見直し方針を記入してください。

○耕畜連携水田対策事業による取組支援と作付拡大
・WCS作付面積27.8ha
○水田協議会との連携による飼料用稲の推進
○補助事業への取組による水田裏作物の推進

○飼料作物作付拡大
・2毛作、2期作の実施　146.7ｈａ
・借地利用による作付　61.6ha
○緑肥から転換　2ha
○耕作放棄地への作付
・関係機関と連携し推進する。

畜産農家、関係機関とコントラクター育成について協議を行
う。

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組



別紙様式１

都道府県名：　　香川県

９月１日現在

９／１現在
見込み①

達成率①／②

20年度末
達成目標②

89%

●現在の配合飼料価格高騰下における自給
飼料増産への取組に対する認識とその取組
に当たっての課題

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

注 １）　２０年９月１日現在の飼料増産への取組実績を記入してください。

　　３）　取組の進捗状況の検証欄には、これまでの取組における評価や課題を記入してください。

　　２）　実績欄には、実施時期、取組の概要を数値を含め簡潔に記入してください。

区　　　　　　　　　分

○県内での放牧は困難が多い。　　　　　

○飼料増産に対する認識が高まってい
る。

○耕作放棄地の放牧には、周辺住民の
　理解が不可欠で、調整に時間を要す
る。

○生産コストが高いため、取組につなが
　りにくい。
○水田に関する諸施策との関連や調整
　が煩雑である。

○県内では経営規模が平均的に小さい
　ため、コンタラクターの育成は困難が
　多い。

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

実　　　　　　　　績
取組の進捗状況の検証

（評価と課題）

平成20年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証

+  ３４０　　　　 ｈａ

+  ３８０　　　　 ｈａ

飼料作物作付拡大面積

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記入）

配合飼料高騰下において、自給飼料増産の取り組みに対する認識は高まって
いる。
生産コストが上昇する中で、飼料作用機械等への新たな投資は厳しい状況に
ある。

○国産粗飼料増産対策事業や県単事業で取り組みを支
援
　している。

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○４月２４日に国の緊急対策の周知会を開催し、あわせて
　飼料増産の周知をした。
○重点地区の取組事業の推進について、関係機関と打合
　せ等　実施し連携して推進している。

○県単事業で放牧牛レンタル事業を本年度新規に創設
　し、耕作放棄地において推進している。
○県単事業により、４営農集団に自給飼料生産機械の導
　入を支援している。

○耕畜連携水田活用対策事業の推進によって稲ＷＣＳの
　拡大に取り組んでいる。
○飼料米の推進については、県関係課や県農協と水田に
　おける作付推進の検討を重ねている。

　　　　　　ー



別紙様式２

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

注 １）　２０年９月以降実施する飼料増産への取組を記入してください。（21年度作に向けた準備を含む）

○県単事業の拡充を検討する。

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○国の緊急対策・飼料増産の推進会議を１０月初旬に開催
予定。

　　３）　今後の予定欄には、実施時期、取組等の概要を目標数値を含め簡潔に記入してください。

○国の緊急対策等のさらなる
推進によって取組強化を図る。

○国の事業推進と県単事業の
拡充を図る。

○水田を活用した飼料作作付
推進を関係機関とともに拡充検
討する。

　　　ー 　　ー

○特に稲わらの収集について、
各種事業を活用し、取組支援
する。

　　２）　取組強化の考え方欄には、これまでの取組の検証を踏まえた取組の見直し方針を記入してください。

○水田にかかる国の諸施策の影響が大きいため、所管を超
えた関係機関との連携を進め、推進する。

○県単事業の拡充を検討する。

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記入）

平成20年度における今後の飼料増産の取組の強化

都道府県名：　　　香川県

区　　　　　　　　　分

今後の予定

取組強化の考え方



別紙様式１

都道府県名：愛媛県

９月１日現在

９／１現在
見込み①

達成率①／②

20年度末
達成目標②

21%

●現在の配合飼料価格高騰下における自給
飼料増産への取組に対する認識とその取組
に当たっての課題

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

注 １）　２０年９月１日現在の飼料増産への取組実績を記入してください。

　　３）　取組の進捗状況の検証欄には、これまでの取組における評価や課題を記入してください。

　　２）　実績欄には、実施時期、取組の概要を数値を含め簡潔に記入してください。

区　　　　　　　　　分

　放牧の推進に利用できる事業の紹介に
加えて、放牧可能な耕作放棄地の把握
や地域の畜産農家等の意向調査を行っ
ている。
　いかに地域住民の理解を得て連携でき
るかが課題となっている。

　各関係機関（市町、ＪＡ、家保、普及等）
が連携し、飼料増産に向けて検討会や現
地指導を実施している。

　既存の収穫機械を有効活用して飼料作
物作付面積の拡大に向けて取り組んで
いる。
　労働力、土地、収穫機械の確保が課
題。

　転作作物として飼料稲の作付を推進し
ている。また、農林水産研究所で飼料米
の栽培と利用について試験を実施してい
る。
　労働力、収穫機械の確保、食用水稲と
の価格差が課題となっている。

　耕畜が連携した稲わら収集を開始し、
食品残さの飼料化を推進するために畜産
協会と連携して協議会を設置している。
　飼料生産にあたっては労働力・収穫機
械等の確保が課題となっている。

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

実　　　　　　　　績
取組の進捗状況の検証

（評価と課題）

平成20年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証

+  　２１　 ｈａ

+  １００　 ｈａ

飼料作物作付拡大面積

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記入）

　飼料自給率の向上だけでなく、飼料費の低減のためにも自給飼料増産への機運は高まっ
ており、各補助事業等の有効活用や耕畜が連携した飼料増産を推進している。しかし、労働
力や土地の不足や、新たな機械導入によるコスト面での課題がある。

稲わら及び麦わらの収集拡大（１３ｈａ増）
既存のコントラクター組織の取組強化
食品残さ飼料化推進会議の設置

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

県飼料増産行動会議：１回（７月）
飼料増産検討会：１回（５月）
地域飼料増産検討会：４回（６月）

転作田への飼料作物栽培（２ｈａ増）
多収品種への転換
細断型ロールベーラの導入による高品質飼料生産と省力
化

稲ＷＣＳ向け飼料稲の作付拡大（２ｈａ増）
飼料用米向け飼料稲の実証栽培（１ｈａ）
水田裏における飼料作物作付拡大（３ｈａ増）

農産サイドと連携した耕作放棄地の実態調査の実施
公共牧場の利用拡大に向けた検討会の開催（１回）



別紙様式２

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

注 １）　２０年９月以降実施する飼料増産への取組を記入してください。（21年度作に向けた準備を含む）

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記入）

平成20年度における今後の飼料増産の取組の強化

都道府県名：愛媛県

区　　　　　　　　　分

今後の予定

取組強化の考え方

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組 　取り組み状況の点検・検証を徹底して行うとともに、取り組

みが低調な地域に集中的に働きかける。
　県及び各地域で推進会議、研修会等を開催する。（４回程
度）

　　３）　今後の予定欄には、実施時期、取組等の概要を目標数値を含め簡潔に記入してください。

　地域の実態に応じた取組を推
進する。

　耕畜連携水田活用対策を活
用した取り組みを推進する。
　関係機関が一体となった取り
組みを支援する。

　耕畜連携水田活用対策等の
助成事業を活用した取り組みを
推進する。
　関係機関が一体となった取り
組みを支援する。

　和牛繁殖農家、耕種農家の
協力・理解を促進する。

　農産サイドと連携し放牧可能な耕作放棄地の発掘を行う。
　耕畜農家への意向調査結果、放牧事例等を活用しながら
地域で斡旋・仲介等を行い、普及推進を図る。
　放牧を始める地域住民の理解を得るため、行政が積極的
に関与する。

　コントラクター組織の育成、公
共牧場の利用を促進する。
　耕畜が連携した稲わらの収集
供給体制の構築を推進する。
　食品残さ等未利用資源の飼
料への有効活用を推進する。

　　２）　取組強化の考え方欄には、これまでの取組の検証を踏まえた取組の見直し方針を記入してください。

　現在、稲ＷＣＳの未実施地域で試験栽培を実施しており、
収穫時に研修会を開催し作付拡大を推進する。（１回）
　転作田での稲ＷＣＳの作付けを推進する。（１０ｈａ増）
　飼料用米の試験結果を踏まえた研修会を開催し、飼料用米
の作付拡大を推進する。（１回）

　既存の収穫機械（特に細断型ロールベーラ）を有効活用し
て飼料の生産拡大を推進する。
　夏作のみの飼料畑での秋冬作物の作付を推進する。（５ｈａ
増）

　既存の集落営農組織等へ働きかけを行い、飼料や飼料用
稲等の生産供給を行う組織に誘導する。（１組織増）
　耕畜が連携した稲わらの収集供給を推進する。（１５ｈａ増）
　飼料稲専用収穫機を利用した稲わら収集を推進する。（６ｈ
ａ増）
　食品製造業者等へ食品残さの発生状況調査等を行い、飼
料化の推進を行う。（調査：１回、検討会：２回程度）

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組



別紙様式１

都道府県名：高知県

９月１日現在

９／１現在
見込み①

達成率①／②

20年度末
達成目標②

360.8%

●現在の配合飼料価格高騰下における自給
飼料増産への取組に対する認識とその取組
に当たっての課題

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

注 １）　２０年９月１日現在の飼料増産への取組実績を記入してください。

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○会議等の開催
　・飼料価格高騰対策、全国及び県内の飼料生産取組事
例、関連事業等について、各地域の協議会で説明や研修を
実施。（四万十町6/19、7/1、西部7/23、佐川7/9）
　・現地検討は、WCSの実証地域で県下の会を実施（1回、
7/9）

○重点地区
　・各地区の自主的な活動が主体。
　・地区数拡大の予定はなし。

○飼料作物拡大
　・飼料作付面積はほぼ横ばいで推移。

○緑肥からの転換
　・実績なし

○耕作放棄地での飼料作物生産
　・耕作放棄地での稲WCS生産：1.2ha

○稲WCS作付拡大
　・稲WCSの低コスト生産実証試験の実施（2ヶ所、合計
2.3ha）
　・再生稲WCSの生産（14ha)
　・関係機関（市町村、JA、家保、普及)による検討会の実施
（1回、7/9）
　・関連事業の周知

○飼料用米利活用モデル
　・飼料用米生産地域において、関係機関による検討会実
施（1回、7/1）
　・飼料用米の低コスト生産・給与実証試験の実施（1ヵ所、
1ha）
　・関連事業の周知、事業参加への支援

○簡易放牧の推進
　・6.3haで新たに実施
　・耕作放棄地、野草地での肉用牛の放牧が主

取組の進捗状況の検証
（評価と課題）

平成20年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証

+  16.6　　　 ｈａ

+   4.6　　　 ｈａ

飼料作物作付拡大面積

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記入）

認識：自給飼料の生産は、畜産農家自身の取組み、又は地域一体となった取組みが不可欠。
課題：○耕地面積が少なく、農地の集約が困難
　　　　○労働力不足
　　　　○地域一体となった取り組み

　　３）　取組の進捗状況の検証欄には、これまでの取組における評価や課題を記入してください。

　　２）　実績欄には、実施時期、取組の概要を数値を含め簡潔に記入してください。

区　　　　　　　　　分

○簡易放牧の推進
　・近年は耕種農家による実証展示が見られるが、
なかなか取組みが定着（肉用牛増頭、農地有効活
用）しないのが課題。

○会議等の開催
　・各地域又は県域で適宜実施し、地域に応じた取
組みの検討や他地域との情報共有を図ってきた。
　・今後も各地域の取組支援、情報交換を継続す
る。

○重点地区
　・各地区の自主的取組を主体に、活動支援を継続
する。

○飼料作物拡大
　・畜産農家の所有する飼料畑の利用率は高いた
め、自己所有地での生産拡大は困難。借地や水田
の活用、耕畜連携等が課題。

○緑肥からの転換
　・緑肥作付の実態（場所、時期）が不明であり、飼
料利用まで進んでいない。

○耕作放棄地での飼料作物生産
　・耕作放棄地利用については簡易放牧が主体。
　・耕作放棄地を利用した稲WCSの共同生産は、本
県初の取組み（H１９～）。H２０年度は面積拡大して
おり波及効果も期待できる。
　・地域（市町村、地権者等）の協力が不可欠。

○稲WCS作付拡大
　・実証試験は、関係機関が連携し継続中
　・検討会により、地域間の情報共有や意見交換が
できている。今後も継続。
　・他地域への取組み波及が課題

○飼料用米利活用モデル
　・関係者の情報共有、合意形成ができた
　・実証試験は、関係機関が連携し継続中
　・飼料米導入定着化緊急対策に関する支援を継
続
　・飼料用米の生産ｺｽﾄ、取引価格、耕畜の経営評
価が課題

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

実　　　　　　　　績



別紙様式２

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

注 １）　２０年９月以降実施する飼料増産への取組を記入してください。（21年度作に向けた準備を含む）

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記

入）

平成20年度における今後の飼料増産の取組の強化

都道府県名：高知県

区　　　　　　　　　分

今後の予定

取組強化の考え方

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○会議等
　・各地域ごとの会議は、必要に応じ随時開催。その
中で、情報提供等を行う。
　・県域の検討会は、9月、2月頃を予定。

○重点地区
　・各地区の自主的な活動に対し支援を継続。
　・地区数拡大については、各地域と協議・検討（年
内）。

　　３）　今後の予定欄には、実施時期、取組等の概要を目標数値を含め簡潔に記入してください。

○会議等
　・各地域の活動に併せて飼料増産について
の情報提供を継続。
　・地域間の情報共有、検討会を随時実施。

○重点地区
　・各地区の自主的な活動に対し支援を継続。
　・地区数拡大については、各地域や出先機関
等と協議し検討する。

○飼料作付拡大
　・借地、水田、遊休農地等の活用による生産
拡大

○緑肥からの転換
　・緑肥の作付実態の把握により、飼料化の可
能性について検討。

○耕作放棄地での飼料作物生産
　・従来の簡易放牧の推進に併せ、農地の活
用による飼料生産の拡大を推進。

○稲WCS作付拡大
　・各地域の取組や実証に対する支援を継続。
　・県内先進事例の検討会等を通し、情報交換
と他地域への波及を図る。

○飼料用米利活用モデル
　・実証や地域内協議について関係機関が連
携し取組みを継続。

○簡易放牧の推進
　・耕作放棄地、野草地等を利用した簡易放牧
の推進。
　・公共牧場の利用推進

○簡易放牧の推進
　・各市町村、JA等に対し、簡易放牧PRﾁﾗｼの配布
（年内）
　・H20年度の遊休農地の解消計画に基づき、遊休農
地を利用した簡易放牧を推進（H21年度～）

　　２）　取組強化の考え方欄には、これまでの取組の検証を踏まえた取組の見直し方針を記入してください。

○稲WCS作付拡大
　・県内各地域の実証結果、経営評価について検討
し、次年度以降の生産拡大に向け、地域ごとに課題
を整理（年内）。
　・各市町村、JA等に対し、県内先進事例の資料（ﾁﾗ
ｼ等）の配布（年内）

○飼料用米利活用モデル
　・飼料米の給与実証の開始（1月～）と飼料用米生
産実証結果の検討。
　・関係機関による協議（年内1回、年度末1回）。

○飼料作物拡大
　・各地域の実状に応じた農地の集積、利用について
検討。

○緑肥からの転換
　・緑肥の作付実態の把握（H20～21年度）

○耕作放棄地での飼料作物生産
　・H20年度の遊休農地の解消計画に基づき、好条件
の農地集積や自給飼料生産の推進を行う（H21年度
～）。

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組



別紙様式１

都道府県名：  福岡県

９月１日現在

９／１現在
見込み①

達成率①／②

20年度末
達成目標②

40.83%

●現在の配合飼料価格高騰下における自給
飼料増産への取組に対する認識とその取組
に当たっての課題

１飼料増産運動

　自給飼料担当者会議５月１回、飼料増産推進部会８月１回

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

注 １）　２０年９月１日現在の飼料増産への取組実績を記入してください。

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○稲ＷＣＳ作付拡大

　稲ＷＣＳ作付見込み面積310ha（前年比109％）

○飼料用米の作付拡大

　飼料用米作付見込み面積22ha（前年比1571％）

　　３）　取組の進捗状況の検証欄には、これまでの取組における評価や課題を記入してください。

　　２）　実績欄には、実施時期、取組の概要を数値を含め簡潔に記入してください。

区　　　　　　　　　分

　放牧肥育試験地においては、地元主催
のふれあい体験会が開催され、地元住民
に対し放牧への理解が深められた

実　　　　　　　　績
取組の進捗状況の検証

（評価と課題）取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記入）

○飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

　昨年度まで本県にコントラクター組織は
無かったが、事業の推進により県内初の
組織が設立された。他地域においても早
急な育成が必要

平成20年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証

+  　　　　　 ４９ ｈａ

+　　　　  １２０ ｈａ

飼料作物作付拡大面積

　流通粗飼料を含めた飼料価格の高騰により、畜産農家における自給飼料への期
待は高まっているが、作付農地や労働力の確保、飼料生産機械への新たな投資の
困難性などが課題。また、耕種農家への作付支援の充実が重要。

○会議等の開催　

○青刈りとうもろこし作付拡大見込み2ha（2期作）

○重点地区に対する指導・支援

　飼料作物実証展示ほ４ヶ所設置、検討会８月１回

　稲わら収集組織の体制整備が充実。稲
わらの県内需給については、100％を達
成していることから、県外流通を柱に推進
を図る

○コントラクターの育成支援

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

○耕作放棄地を活用した放牧の推進

　「ふくおか型良質牛肉生産技術」確立普及事業（県単）によ
り、県内２地区の耕作放棄地で繁殖和牛を用いた放牧実証調
査を実施。また、県試験場と九大の共同研究による交雑種を
用いた放牧肥育試験を実施

　推進会議５月１回、現地調査７月２回

　推進会議４月１回、８月１回、現地生育調査７～８月計４回

　県産飼料づくり推進事業（県単）により、コントラクターの育成
支援を実施　２地区でコントラクター設立

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

○稲わら確保の取り組み

　県内４地区で強い農業づくり交付金を活用し、稲わら収集機
械の整備を予定

　推進会議６月１回

○飼料用米の推進

　ＪＡ全農ふくれん等が実施する飼料用米生産モデル事業に
おいて、県内４地区、計８haで飼料用米の実証ほを設置。関係
機関による協議会を設立。また、県試験場において、飼料用
米の栽培試験を実施中

　水田飼料作物拡大検討委員会の設置
により県域レベルでの耕畜連携組織づくり
を実現。今後は具体的な推進方策につい
て検討を要する

飼料用米実証ほ及び栽培試験により、本
県に適した品種の選定・栽培技術を検証
中。生産・流通コストの低減、給与技術の
確立、生産される畜産物の有利販売が課
題

　関係機関に対し補助制度の周知を行う
とともに、自給飼料増産に向けた意見交
換等を行った。生産性向上に向け、新技
術の導入や奨励品種の普及が課題

○水田における飼料作物作付拡大の取組

　県水田農業推進協議会に水田飼料作物拡大検討委員会を
設置　８月に委員会ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ会議を開催

　県が推進する技術の実証調査（ﾄｳﾓﾛｺｼの細断型ﾛｰﾙﾍﾞｰﾙ
給与実証）を実施　３地区（前原市、朝倉市、八女市）

　稲WCSについては、H22の県計画目標
(290ha)を達成見込み。しかし、作付地域
が限定されており、今後の拡大にあたって
は、不作付地域への推進が課題

　　県内で初めて、集落営農組織によるﾄｳ
ﾓﾛｺｼｻｲﾚｰｼﾞの生産・販売が開始された



別紙様式２

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

放牧推進会議２月

放牧ﾏﾆｭｱﾙ作成配布２月

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

注 １）　２０年９月以降実施する飼料増産への取組を記入してください。（21年度作に向けた準備を含む）

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

コントラクター育成

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

現地生育調査9月、先進地調査9月、配合飼料・給与試験11月

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

　　設立目標５組織、受託・生産面積目標：70ha

　　３）　今後の予定欄には、実施時期、取組等の概要を目標数値を含め簡潔に記入してください。

○平成19年度に策定した県飼
料増産推進方針に基づき、年
度別の数値目標を掲げ、その
達成に向けた取り組みを各機
関に要請

　　２）　取組強化の考え方欄には、これまでの取組の検証を踏まえた取組の見直し方針を記入してください。

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記入）

平成20年度における今後の飼料増産の取組の強化

都道府県名：　福岡県

区　　　　　　　　　分

今後の予定

取組強化の考え方

　飼料作物展示ほ検討会２月、奨励品種解説作成配布９月、
奨励品種選定会議３月

自給飼料作付目標面積：2,620ha（前年度から120ha増）

※面積内訳（稲WCS325ha、ｺﾝﾄﾗｸﾀｰ受託70ha、その他2,225ha）

H20耕作放棄地取組目標：実施ヶ所数９、放牧面積18ha

水田飼料作物拡大検討委員会

　ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ会議10月、委員会11月

　　推進会議10月、先進地調査１月

放牧シンポジウム12月

○県産飼料づくり推進事業（県
単）を活用してコントラクターの
育成を図る

○耕作放棄地放牧の普及定着
及び、放牧を活用した牛肉生産
技術の確立を図る

○県水田農業推進協議会内に
水田飼料作物作付拡大委員会
を設置し、耕畜連携のもと転作
田を活用した飼料作物の生産
拡大について検討

○水田を中心に飼料作物の生
産拡大を図る

○21年度作付拡大に向け、強
い農業づくり交付金等を活用し
飼料収穫機械の整備を図る

○飼料用米生産モデル事業等
により生産利用技術の確立を
図る



別紙様式１

都道府県名：佐賀県

９月１日現在

９／１現在
見込み①

達成率①／②

20年度末
達成目標②

63%

●現在の配合飼料価格高騰下における自給
飼料増産への取組に対する認識とその取組
に当たっての課題

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

注 １）　２０年９月１日現在の飼料増産への取組実績を記入してください。

○本年度、耕種農家を構成員とする集落営農組織が飼料
用稲を生産し、畜産農家がそれを利用する耕畜連携の体
制が整い、その飼料収集・調整を行う県内初のコントラク
ターが１組織誕生した。
（稲発酵粗飼料の収穫調整面積　約１５ｈａ）

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○事業推進会議
○配合飼料価格高騰対策検討会
○生産調整推進（飼料米）に係る打合会　等

○飼料作物を水田における転作作物と位置づけ、耕畜連
携水田活用対策事業を活用した作付の推進

○河川堤防の刈草利用を推進

【稲ＷＣＳ】
○飼料作物を水田における転作作物と位置づけ、耕畜連
携水田活用対策事業を活用した作付推進
H19年　18ha　→　H20年　54ha（見込み）
○飼料用稲栽培・利用技術研修会の開催（7月24日）

【稲わら・水田裏飼料作物】
○県内産稲わら広域流通推進協議会の開催（7月31日）

○放牧及び草地造成技術の確立を図るため、小規模放牧
実証展示圃を設置している。（H18年～）
　　県内６カ所（６．８ｈａ）に設置し、地区毎に研修会を開
催。

実　　　　　　　　績
取組の進捗状況の検証

（評価と課題）

平成20年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証

+　100ｈａ

+　１６０ｈａ

飼料作物作付拡大面積

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記入）

配合飼料価格高騰に対処するため、、耕畜連携のもと、購入飼料依存から可
能な限り自給飼料の増産及び確保にシフトするよう取り組みを強化する必要
がある。

　　３）　取組の進捗状況の検証欄には、これまでの取組における評価や課題を記入してください。

　　２）　実績欄には、実施時期、取組の概要を数値を含め簡潔に記入してください。

区　　　　　　　　　分

○実証展示圃の設置や放牧推進資料の
作成・配布などにより、放牧面積が拡大し
ているが、地域に適した草地造成技術の
確立が必要である。

○飼料増産を図るため、水田裏作を中心
とした秋蒔き飼料作物を作付推進する必
要がある。

○　また、２１年産飼料用稲（米）の作付
け拡大を図るため、耕種サイドとの生産
調整に係る調整が必要である。

○耕畜連携水田活用対策事業の活用に
より、飼料作物の拡大が図られている
が、今後は水田裏作を中心とした飼料作
物の作付けを推進する必要がある。

○飼料用稲（米）については、２１年産に
向けた耕種サイドの理解醸成が必要であ
る。

○コントラクターが誕生したばかりである
ことから、関係機関・団体等との連携を図
り、事業等を活用しながら安定的な運営
管理について指導する必要がある。

○稲わらの安定的な供給を確保するた
め、稲わら収集集団の育成確保が必要
である。

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組



別紙様式２

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

注 １）　２０年９月以降実施する飼料増産への取組を記入してください。（21年度作に向けた準備を含む）

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記入）

平成20年度における今後の飼料増産の取組の強化

都道府県名：佐賀県

区　　　　　　　　　分

今後の予定

取組強化の考え方

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○佐賀県自給飼料増産対策会議幹事会の開催（９月）
　　飼料作付面積
　　　　1,740ha(H19実績）　→　1,900ha（H20目標）

○大豆等の転作作物が栽培できない地域で畜産の盛んな地
域を対象とした飼料用米（稲）の作付け推進（９月）

　　３）　今後の予定欄には、実施時期、取組等の概要を目標数値を含め簡潔に記入してください。

○水田裏作を中心とする秋蒔
き飼料作物の作付を推進する。

○水田裏作を中心とする秋蒔
き飼料作物の作付を推進する。

○２１年産生産調整作物として
飼料用米（稲）を推進

○低コストな飼養管理技術の
確立を図るため、肉用牛放牧
のなお一層の拡大を推進する。

○中間検討会の開催及び放牧推進資料の作成・配布（９月）

○コントラクターの育成・強化を
図る。

○稲わら収集集団の育成・強
化により、引き続き需要に見
合った稲わらの安定的確保を
図る。

　　２）　取組強化の考え方欄には、これまでの取組の検証を踏まえた取組の見直し方針を記入してください。

○大豆等の転作作物が栽培できない地域で畜産の盛んな地
域を対象とした飼料用米（稲）の作付け推進（９月）

○来年度の飼料用稲種子の増殖

○飼料用稲種子要望調査（１月）

○佐賀県自給飼料増産対策会議幹事会の開催（９月）
　　飼料作付面積
　　　　1,740ha(H19実績）　→　1,900ha（H20目標）

○飼料用稲収穫調整現地検討会（９月）

○県内産稲わら広域流通推進協議会の開催（２月）

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組



別紙様式１

都道府県名：　長崎県

９月１日現在

９／１現在
見込み①

達成率①／②

20年度末
達成目標②

0%

●現在の配合飼料価格高騰下における自給
飼料増産への取組に対する認識とその取組
に当たっての課題

１飼料増産運動

１回

１地区

・協議会の開催により国・県の行動計画
の関係機関・団体への周知と各地域の取
組の把握、情報の共有化が図られた。

２飼料作物作付面積の拡大

３回
２回

・諫早湾干拓の調整池内に生じた自然干
陸地での飼料作物栽培希望を集約し、他
部門との調整を図った。利用が認められ
た120haの区域について、冬作の作付け
に向け、実際に栽培可能な範囲の特定と
栽培希望者の調整を行う。
・青刈りとうもろこし生産緊急拡大事業の
PRと合わせて、作付け拡大の推進を行っ
たが、機械装備やｲﾉｼｼ害の問題から新
たな作付け拡大の動きは少ない。

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

３地区

２回

・収量性の高い専用品種の供給を受け、
各地で稲WCSの定着に向けた実証活動
に取り組んでいる。生産コストと主食用米
との栽培技術の調整が課題。
・壱岐地域で、利用度が低い早期水稲裏
作を活用した飼料作付けの検討を行って
いる。

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

・最大の課題である土地集積を促進する
ため、農政・農地担当者との連携強化、
地権者等の放牧への理解度向上を目的
として放牧研修会開催（11月)に向けた準
備を行っている。

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

注 １）　２０年９月１日現在の飼料増産への取組実績を記入してください。

○その他の取組(耕作放棄地を活用した放牧
の推進）
 ・ 放牧研修会開催に向けた検討会の開催

○行動会議・現地検討会等の開催
 ・ 県飼料増産推進協議会の開催

○重点地区数拡大の取組
 ・ 年度内に追加選定することを決定。

○飼料作物作付拡大
 ・ 諫早湾自然干陸地での飼料作物栽培に向
けた調整
 ・ 青刈りとうもろこしの栽培推進

　 飼料費が高騰する中、安価で良質な粗飼料の自給による飼料費の節減は、畜産経営の
安定を図る上で重要な要素と位置づけている。本県は離島や中山間地を多く抱え、粗飼料
生産には不利な地域ではあるが、耕作放棄地を活用した肉用牛放牧を柱とし、コントラク
ター育成や裏作の活用など地域の実情に応じた課題の解決に向けて取り組んでいく。

・脆弱な運営基盤、作業量の安定確保が
課題となっている。地域における個別的
な支援と合わせて、各コントラ組織が抱え
る課題や情報を共有し、相互の連携を深
める目的で研修会を開催する。

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○コントラクターの育成・強化
 ・ 県下一円の組織を対象とした研修会開催
方針の確認

○稲ＷＣＳ等の作付け拡大に向けた取組
 ・ 飼料用稲専用品種の実証展示圃設置など
の栽培技術の支援
○水田裏における飼料作物作付拡大
 ・ 事業説明会の開催による作付け推進

平成20年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証

9660  +   0　　　　　　　 ｈａ

9660  + 60　　　　　　　 ｈａ

飼料作物作付拡大面積

　　３）　取組の進捗状況の検証欄には、これまでの取組における評価や課題を記入してください。

　　２）　実績欄には、実施時期、取組の概要を数値を含め簡潔に記入してください。

区　　　　　　　　　分

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

実　　　　　　　　績
取組の進捗状況の検証

（評価と課題）取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記入）



別紙様式２

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

○飼料作物作付け拡大
・諫早湾干拓自然干陸地での
飼料生産の本年度中の実現に
向けた調整活動の促進。

各１回
5ha以上

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

１回

5ha以上

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

○その他の取組(耕作放棄地を
活用した放牧の推進）
・耕作放棄地を活用した肉用牛
放牧を推進に向け、農政・農地
担当者との連携を強化する。

１名
１回
５０ｈａ

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

○コントラクターの育成強化 １回

注 １）　２０年９月以降実施する飼料増産への取組を記入してください。（21年度作に向けた準備を含む）

平成20年度における今後の飼料増産の取組の強化

都道府県名：　長崎県

区　　　　　　　　　分

今後の予定

取組強化の考え方 取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記入）

・飼料用稲（専用品種）栽培検討会の開催

・水田裏における飼料作物作付け拡大

　　３）　今後の予定欄には、実施時期、取組等の概要を目標数値を含め簡潔に記入してください。

　　２）　取組強化の考え方欄には、これまでの取組の検証を踏まえた取組の見直し方針を記入してください。

・コントラクター研修会の開催

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

・放牧に係る専門技術者養成講座への職員派遣
・放牧研修会の開催
・放牧の推進による放牧面積の拡大

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

・県飼料増産推進協議会の開催　　１回

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

・利活用検討会・現地調査の実施
・飼料作物作付け

○稲WCS等の作付け拡大に向
けた取組
・各地域の栽培状況を集約し、
稲WCSの有効性の検証を行う。



別紙様式１

都道府県名：熊本県

９月１日現在

９／１現在
見込み①

達成率①／②

20年度末
達成目標②

57%

●現在の配合飼料価格高騰下における自給
飼料増産への取組に対する認識とその取組
に当たっての課題

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

注 １）　２０年９月１日現在の飼料増産への取組実績を記入してください。

　　３）　取組の進捗状況の検証欄には、これまでの取組における評価や課題を記入してください。

　　２）　実績欄には、実施時期、取組の概要を数値を含め簡潔に記入してください。

区　　　　　　　　　分

評価：球磨、天草地域において、水田、
畑、果樹園跡地放牧が着実に進んでい
る。また、広域放牧も定着しつつある。
課題：
１　ダニ熱等の衛生対策体制づくり
２　新規放牧取組者への確保・育成

評価：県庁及び地域振興局において、本
年度計画の明確化・共有化

評価：
菊池地域の畑地では、既に作物が作付さ
れており、事業要件の「現在飼料作物以
外が作付されている畑地や耕作放棄地」
を満たさない。（コントラクター組織から意
見）
鹿本地域で、水田農業確立・耕畜連携対
策事業と飼料増産受託システム拡大緊
急事業との調整を行い、両者連携して当
作付面積の拡大を進めた。
課題：都府県酪農緊急経営強化対策事
業との上記重複があり、都府県酪農事業
を優先して取り組まれている。このため、
本年度は、青刈とうもろこし事業を取り組
まないところがある。

評価：飼料イネの目標面積の１，８００ha
は、達成見込み。
課題：
１　水田において、水稲、飼料イネ、大
豆、麦、水田裏飼料の輪作体制づくり
２　飼料イネの作付・収集・利用・供給体
制づくり
３　ロールベーラー等収集機械装備

評価：自走式ハーベスターを所有するコ
ントラクター組合が７組織あり、収穫体制
づくりが進んでいる。
課題：
１　作業受託について、余裕があるコント
ラクター組合については、受託面積の拡
大。
２　鹿本地域（出し手）と菊池地域（受け
手）等地域を越えた作業受委託体制づく
り。

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

実　　　　　　　　績
取組の進捗状況の検証

（評価と課題）

平成20年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証(案）

+３１２ｈａ

+５５０ｈａ

飼料作物作付拡大面積

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記入）

とうもろこしの作付拡大、阿蘇地域の草地更新、飼料イネの作付面積拡大意欲が強い。
課題は、とうもろこしは、排水対策、水田の米、麦、大豆、飼料イネ等作物構成、収穫機械等機械整
備。草地更新は、費用対効果、入会権者の意見取りまとめ等がある。

１　推進会議３回開催、菊池地域のコントラクター組合で
は、とうもろこし収穫作業受託面積９０ha増加見込み

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

行動会議1回、現地検討会4回開催。

とうもろこしの作付拡大推進会議　１回開催。
青刈とうもろこし生産緊急拡大事業を活用し、当作付面積
の拡大を推進

水田農業確立・耕畜連携対策事業を活用し、水田におけ
る当作付面積の拡大を推進。

阿蘇地域において、国産飼料資源活用促進総合対策事
業・公共牧場機能強化事業を活用して、草地の簡易更新
を推進。草地更新面積8ha

１　飼料イネについて、各市町村水田協議会を巡回し、当
作付面積の拡大を推進。前年度より１８２ha増加し、１,７７
８ha作付見込み。
２　飼料用米について、単県事業及び飼料用米導入定着
化緊急対策事業を活用して、県内４０haの飼料用米を、菊
池地域のTMRセンターへ供給する体制づくりを推進。
３　水田裏飼料作物について、５月、６月に水田裏利用飼
料生産供給推進事業説明会を開催し、当作付面積の拡大
を推進。

１　単県事業を活用して、球磨地域で新規に水田放牧を開
始　１１戸、１２２頭飼養、放牧地１３．５ha、
２　県北・県中央地域から阿蘇地域への広域放牧　３牧野
３３戸４０１頭放牧見込み



別紙様式２

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化

○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

注 １）　２０年９月以降実施する飼料増産への取組を記入してください。（21年度作に向けた準備を含む）

１　球磨、天草地域で、ロールベーラー等収集機械導入支援
及び作付・収集体制づくり推進

２　９月、２月に２回水田裏作付推進会議開催。本年度作付
目標面積160ha推進

熊本、鹿本、上益城地域において、収穫作業受委託体制づく
りに係る会議を３回開催
上記地域２期作収穫面積：１９ha

ヒアリング、計画書作成支援

１－１　コントラクター組合研修会1回開催。支援システム、軽
油税減免措置等について研修。
１－２　出し手・受け手の連絡・調整会議。1回。収穫目標面
積１９ha

２－１　経営指導会　２回

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

２月に開催。本年度取組の評価、課題の整理

　　３）　今後の予定欄には、実施時期、取組等の概要を目標数値を含め簡潔に記入してください。

各地域での運動実績をほか地
域へ紹介・周知し、当運動を積
極的に進める。

とうもろこしについて、自走式
ハーベースターを有するコント
ラクター組合による収穫作業面
積の増加を促進し、当作物の
作付拡大を推進。
また、強い農業づくり交付金等
を活用して、不耕起播種機等の
導入を推進する。
阿蘇地域の採草地について、
計画手な草地更新を推進す
る。

１　耕畜連携水田活用対策・生
産振興助成事業等を活用し、
飼料イネ収集体制づくりを推進
２　過去に国産稲わら事業を取
り組んだ事業主体において、水
田裏利用飼養生産供給促進事
業を活用して、水田裏の飼料作
物作付を推進

１　肉用牛繁殖経営において、
新規に放牧への取組みを推進
２　県北地域において、夏期に
阿蘇への広域放牧、冬期に牛
舎周辺での水田放牧等を推進
３　球磨、天草地域において、
水田、畑地、果樹園跡地等で放
牧を推進。

１　(社)熊本県畜産協会が子牛市場等で設置する相談窓口
（４２回）において、放牧の新規取組を推進
２　国産飼料資源活用促進総合対策事業・放牧集団事業を
活用して、広域放牧を推進
３　草地畜産研修会開催１回
４　強い農業づくり交付金を活用して、放牧地整備支援

１－１　受託面積の拡大推進。

１－２　出し手と受け手の連絡・
調整
２－１　ＪＡ、市町村、普及指導
課等関係機関による経営指導・
助言

　　２）　取組強化の考え方欄には、これまでの取組の検証を踏まえた取組の見直し方針を記入してください。

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記入）

平成20年度における今後の飼料増産の取組の強化(案）

都道府県名：熊本県

区　　　　　　　　　分

今後の予定

取組強化の考え方



別紙様式１

都道府県名：大分県

９月１日現在

９／１現在
見込み①

達成率①／②

20年度末
達成目標②

100%

●現在の配合飼料価格高騰下における自給
飼料増産への取組に対する認識とその取組
に当たっての課題

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

注 １）　２０年９月１日現在の飼料増産への取組実績を記入してください。

○大分県コントラクター協議会研修会の開催（８月２２日）

○稲ＷＣＳについて、斡旋仲介活動の実施

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○畜産担当者会議、事業説明会による事業推進

○国産飼料資源活用促進総合対策事業を積極的に推進
し、約３４ｈａの飼料不作付地が青刈りとうもろこし等へ作付
転換される見込み

○県の仲介により、県北地域のコントラクターと大分県酪農
業協同組合が連携し、コントラクターが収集した稲ＷＣＳを
酪農家へ供給する取り組みが始まり、新たに約５０ヘクター
ル分の稲ＷＣＳが取引される予定

○飼料米の省力化栽培技術現地研修会（６月１８日）

○放牧実証用の電気牧柵３セットを県出先機関に配備。う
ち既に２か所で実証開始

○県内３か所目の育林放牧実証開始

取組の進捗状況の検証
（評価と課題）

平成20年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証

+　７０ｈａ

　+　7０ｈａ

飼料作物作付拡大面積

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記入）

　県としては、飼料価格高騰対策としても引き続き自給飼料増産を図る。しかし畜
産農家の高齢化や大規模化等により労働力が減少しており、コントラクターも資
材費や輸送コストの高騰の影響を受けている

　　３）　取組の進捗状況の検証欄には、これまでの取組における評価や課題を記入してください。

　　２）　実績欄には、実施時期、取組の概要を数値を含め簡潔に記入してください。

区　　　　　　　　　分

○放牧か所数は順調に増加している

○重点地区に対しては今後、裏作の拡大
に向けて取り組みを強化したい

○青刈りとうもろこし生産緊急拡大事業に
ついては、関係機関が連携し、自給飼料
作付面積の拡大を図ることができた

○関係機関の連携により、稲ＷＣＳの流
通促進が図られた。課題は供給量と品質
の確保。給与技術指導

○飼料米は相対取引によるため、県出先
機関が稲作農家と畜産農家との調整を
行っている。需要量確保に向けた作付面
積の拡大には、農業団体の積極的関与
が不可欠

○今後、水田裏における飼料作物作付に
ついて推進を強化したい

○コントラクター数や受託面積は増加して
いるが、資材費や輸送コストの高騰がコン
トラクターの経営を圧迫している

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

実　　　　　　　　績



別紙様式２

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

注 １）　２０年９月以降実施する飼料増産への取組を記入してください。（21年度作に向けた準備を含む）

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記入）

平成20年度における今後の飼料増産の取組の強化

都道府県名：大分県

区　　　　　　　　　分

今後の予定

取組強化の考え方

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○各地域での行動会議の開催

○重点地区に対する指導・支援

　　３）　今後の予定欄には、実施時期、取組等の概要を目標数値を含め簡潔に記入してください。

○各地域での推進強化

○補助事業の推進

○集落営農への推進

○稲ＷＣＳ需要量の把握

○飼料高騰対策に応じた飼料
米の確保

○実証か所を増やし、放牧のＰ
Ｒを図る

○集落営農への推進

○放牧牛貸付制度構築事業実施のための調整活動

○コントラクターの周知拡大

○稲わら・稲ＷＣＳの需給調整

　　２）　取組強化の考え方欄には、これまでの取組の検証を踏まえた取組の見直し方針を記入してください。

○稲ＷＣＳの作付推進・栽培管理パンフレットの作成、需要量
調査

○飼料米の利活用に向けた県プロジェクトチームの設置

○来年度事業実施に向けた各地域での推進強化

○パンフレットの作成

○ＪＡと連携し、肉用牛農家への推進を図る

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組



別紙様式１

都道府県名：　宮崎県

９月１日現在

９／１現在
見込み①

達成率①／②

20年度末
達成目標②

79%

●現在の配合飼料価格高騰下における自給
飼料増産への取組に対する認識とその取組
に当たっての課題

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

注 １）　２０年９月１日現在の飼料増産への取組実績を記入してください。

コントラクター組織　３組織のコントラクターが新たに設立

県単事業によるコントラクター組織育成

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

配合飼料価格高騰に係わる畜産担当課長会の開催（６月
２日）

宮崎県配合飼料価格上昇対応生産性向上推進会議及び
研修会の開催（６月３０日）

各地域における生産性向上運動研修会の開催

自給飼料増産及び生産性向上のチラシ作成と全畜産農家
への配布

飼料作付け面積（見込み）　３１，４３２ｈａ
　前年度より６３２ｈａ増

国庫事業を活用した緑肥からの転換による飼料作物作付
け拡大

県単事業での飼料作付け増加分の種苗費助成による飼
料作物作付け拡大

県単事業による未利用地の集約化

飼料用イネ作付面積　（作付け面積とりまとめ中）

飼料用米作付け面積　７３ｈａ

国庫事業を活用した水田裏における飼料作物作付け拡大

電牧作を利用した簡易型放牧の拡大
　１９農家１４ｈａの新たな取り組み

県作成の放牧マニュアルを活用した放牧技術の技術の普
及

取組の進捗状況の検証
（評価と課題）

平成20年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証

+  　　　６３２　 ｈａ

+  　　　８００　 ｈａ

飼料作物作付拡大面積

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記入）

現在の配合飼料価格高騰下においては、自給飼料増産による飼料コストの低
減が必要不可欠である。
取り組みにあたっての課題としては、

　　３）　取組の進捗状況の検証欄には、これまでの取組における評価や課題を記入してください。

　　２）　実績欄には、実施時期、取組の概要を数値を含め簡潔に記入してください。

区　　　　　　　　　分

全県的に、耕作放棄地、林地、転作田等
での電牧作を活用した簡易型放牧が拡
大している。今後、より一層の推進を図っ
ていく。

飼料増産に係わる会議の開催による関
係機関の意識向上、補助事業の積極的
な活用、チラシ等による農家の自給飼料
増産意欲の向上が図れた。
今後は、各地域、各農家における運動の
展開を如何に図っていくかが課題であ
る。

飼料増産に係わる会議の開催、補助事
業の活用、チラシ等による農家への呼び
かけにより、飼料作物作付け面積は大き
く増加見込み。
目標とする８００haの作付け拡大の為に、
秋冬作の作付け拡大を図っていく必要が
ある。

飼料用米については大きく増加したが、
その生産コストの低減が課題である。ま
た、従来の飼料用イネから飼料用米に転
換したものも多く、飼料用イネと飼料用米
の作付け推進にあたっての圃場条件等
の整理が必要。

飼料生産受託組織が増加してきている。
今後は、飼料生産販売組織やTMRセン
ターの育成など、作業受託にとどまらな
い生産組織の育成を如何に図っていくか
が課題となる。

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

実　　　　　　　　績



別紙様式２

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

注 １）　２０年９月以降実施する飼料増産への取組を記入してください。（21年度作に向けた準備を含む）

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記入）

平成20年度における今後の飼料増産の取組の強化

都道府県名：　宮崎県

区　　　　　　　　　分

今後の予定

取組強化の考え方

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

宮崎県配合飼料価格上昇対応生産性向上推進会議の開催
（１回）

各地域における生産性向上運動研修会の開催

　　３）　今後の予定欄には、実施時期、取組等の概要を目標数値を含め簡潔に記入してください。

県内各地域単位での飼料増産
運動の展開

秋冬作の飼料作物作付け面積
の拡大を図っていく

飼料用米の生産利用にあたっ
ての課題解決

国庫事業を活用した水田裏に
おける飼料作物作付け拡大

遊休農地等における電気牧柵
等を活用した放牧の拡大

電気牧柵等を活用した簡易放牧の推進の継続

県作成の放牧マニュアルを活用した放牧技術の技術のより
一層の普及

コントラクターやTMRセンターの
育成による飼料生産の外部化

　　２）　取組強化の考え方欄には、これまでの取組の検証を踏まえた取組の見直し方針を記入してください。

飼料用イネ作付面積　（Ｈ２０年度目標）　１，５３０ｈａ

国庫事業の活用による飼料用米の利活用方法の検討

国庫事業や県単事業の活用による水田裏における飼料作物
作付け拡大推進

飼料作付け面積（Ｈ２０年度目標）　３１，６００ｈａ

国庫事業や県単事業の活用による秋冬飼料作物作付け拡
大推進

コントラクター組織数（Ｈ２０年度目標）　５組織の新設

飼料生産組織やＴＭＲセンターの育成と、粗飼料の広域流通
促進

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組



別紙様式１

都道府県名：鹿児島県

９月１日現在

９／１現在
見込み①

達成率①／②

20年度末
達成目標②

59%

●現在の配合飼料価格高騰下における自給
飼料増産への取組に対する認識とその取組
に当たっての課題

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

注 １）　２０年９月１日現在の飼料増産への取組実績を記入してください。

・畜産関係事業推進会議（2回：4，5月）において，コントラ
クター関係の事業説明と普及啓発を実施。
・県産稲わら(早期）の需給調整を実施。

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

・県国産粗飼料確保対策協議会(2回：5，6月)開催。
・地域資源の飼料利活用検討会（1回：6月）開催。
・甘藷つる回収利用推進検討会（2カ所，3回：6，7，8月）開
催。
・県内子牛セリ市研修会にて飼料増産啓発。
・飼料増産対策関係の資料作成・配布。

・畜産関係事業推進会議において飼料作物作付面積の拡
大に利用可能な助成事業の紹介。（2回：4月，5月）

・飼料用稲の作付。
　（H19実績153ｈａ→H20見込270ｈａ）
・飼料米の作付
　（H20見込6.15ｈａ）
・飼料米利活用モデル実証事業への取組
　（2ｈａ：飼料米作付の内数）
・国産粗飼料増産対策事業（稲発酵粗飼料給与確立）
　（H20：37ｈａ）
・飼料稲・飼料米の栽培利用に関する研修会(２回：7，8
月）。
・地域水田農業活性化緊急対策事業を活用した飼料作物
作付予定(90ha)。
・飼料用稲種子確保促進。
・水田農業推進協議会研修会(飼料稲・米の取組推進，8
月）

・畜産関係事業推進会議(2回：4月，5月）において放牧へ
の取組を推進。
・県国産粗飼料確保対策協議会(2回：5月，6月)開催。

取組の進捗状況の検証
（評価と課題）

平成20年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証

+　　１７６　　　　 ｈａ

+　  ３００　　　　 ｈａ

飼料作物作付拡大面積

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記入）

・自給飼料増産の取組は非常に重要であり，畜産農家と耕種農家の連携した
取組の推進が課題。

　　３）　取組の進捗状況の検証欄には、これまでの取組における評価や課題を記入してください。

　　２）　実績欄には、実施時期、取組の概要を数値を含め簡潔に記入してください。

区　　　　　　　　　分

・放牧メリットの普及啓発が課題。

・県国産粗飼料生産確保対策協議会を
核とした地域段階の取組支援，各地域協
議会ごとの活動強化（目標設定）が必
要。

・飼料生産に係る労力の低減，低コスト
化の検討が必要。
・畜産農家への自給飼料増産の有利性・
重要性についての普及・啓発が必要。

・稲発酵粗飼料の有用性の理解醸成及
び生産利用の普及促進が必要。
・飼料用稲の種子確保が課題。
・地域に適した飼料米の栽培方法(品種，
作付時期等）の確立。
・団地化等による飼料米作付のモデル地
域設置が必要。

・既存コントラクターの利用拡大と新規コ
ントラクターの設立推進が必要。
・県産稲わら飼料仕向率（約６７％）を高
めるため，新たに畜産農家へ供給可能な
稲作農家を掘り起こすことが必要。
・海外悪性伝染病進入防止のための意
識啓発が必要。

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

実　　　　　　　　績



別紙様式２

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

注 １）　２０年９月以降実施する飼料増産への取組を記入してください。（21年度作に向けた準備を含む）

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記入）

平成20年度における今後の飼料増産の取組の強化

都道府県名：鹿児島県

区　　　　　　　　　分

今後の予定

取組強化の考え方

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

・飼料増産推進会議（2回：9，2月）開催。
・セリ市研修会にて飼料増産運動研修会開催（年間）。

・飼料増産重点地区を中心に，自給飼料の面積拡大，生産
技術確立，飼料流通の確立，委託作業面積の拡大を推進
し，飼料自給率の向上を図る。

・甘藷つる飼料利用促進のための飼料調製・給与実証実施。
（9月）
・甘藷つる回収利用技術研修会開催。（10月)
・焼酎粕利用促進に向けたフィールド給与実証。(10月～）

・飼料利用可能な地域資源の検討会議。（11月）

　　３）　今後の予定欄には、実施時期、取組等の概要を目標数値を含め簡潔に記入してください。

・飼料増産への具体的取組。

・飼料増産重点地区を1地区増
加する。（計6地区へ）

・未・低利用資源の飼料利用促
進のため具体的取組開始。

・エコフィード利用の検討。

・秋冬作の牧草等作付拡大推
進。

・稲ＷＣＳの二期作推進。
・Ｈ２１年産稲WCS等の作付拡
大に向けた地域ごとの目標設
定。

・飼料稲種子確保促進。

・耕作放棄地・転作田等での放
牧拡大の推進。

・放牧推進リーフレットの作成・配布による普及啓発。

・新規コントラクターの設立促
進。

・TMRセンターの育成・強化

・県産稲わら（普通期）の需給
調整活動実施。

　　２）　取組強化の考え方欄には、これまでの取組の検証を踏まえた取組の見直し方針を記入してください。

・飼料稲，飼料米の栽培利用技術研修会開催(10月）。
・耕畜連携水田活用対策事業のH21事業推進。
・耕畜連携水田活用対策事業の事業推進及び事業要望調
査。

・H21産飼料用稲の作付拡大に向けた種子確保促進。
・H21飼料用稲作付拡大に向けた地域ごとの実証展示ほ設
置促進。

・県水田農業推進協議会研修会と連携した耕畜連携関係事
業の推進。
・畜産公共事業等を活用した草地・飼料畑の造成整備による
条件整備実施。

・異業種へのコントラクター設立促進

・TMRセンター1カ所。

・県産稲わらの需給調整活動実施（普通期米）し，すき込み，
焼却分の更なる確保促進。
・九州北部等からの新たな稲わら確保体制整備のため，わら
保管施設の確保促進。

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組



別紙様式１

都道府県名：沖縄県

９月１日現在

９／１現在
見込み①

達成率①／②

20年度末
達成目標②

0%

●現在の配合飼料価格高騰下における自給

　飼料増産への取組に対する認識とその取組

　に当たっての課題

１飼料増産運動 ・県の増産戦略会議で優良種苗の増殖と生産性

○行動会議・現地検討会等の開催 向上のための行動計画を定めた。

○重点地区に対する指導・支援 ・沖縄本島北部地域での会議では、例年にない

○重点地区数拡大の取組 関心の高さがあった。

○その他の飼料増産への取組 　耕作放棄地対策の方針を検討した。

２飼料作物作付面積の拡大

○飼料作物作付拡大 ＜北部地域＞

○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大 ・大宜味村でソルゴーの作付け約１ｈａ ・当該事業者は、規模拡大のため沖縄本島北部

○耕作放棄地における飼料作物作付拡大 地域でまとまった遊休地を探している。

○その他の取組 ＜中南部地域＞

新品種：パイカジ（ギニアグラス）の展示圃設置と普及

優良種苗：トランスバーラ（パンゴラグラス）の栽培指導

＜宮古地域＞

・優良種苗：トランスバーラの種苗配付（１５,０００株） ・トランスバーラ草地現地検討会（11月予定）

・補助事業による草地造成の支援 ・今年度の草地造成面積１２.５ｈａ

・飼料作物の実証展示圃造成

・飼料用さとうきびの展示圃設置 ・飼料用さとうきびの検証（10月予定）

＜八重山地域＞

・優良種苗：トランスバーラの種苗払下げ ・トランスバーラ種苗（３０ｈａ相当）払下げ

・平久保の草地（220ｈａ）の活用・整備検討会を開催 ・事業による草地開発・再整備等について検討

・補助事業による草地造成の支援 ・整備改良面積３３ｈａ（見込み）

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物

　作付拡大・飼料用米の利活用円滑化 ＜八重山地域＞

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組 ・飼料用米の情報収集 ・県農業研究センター八重山支所との連携

○飼料用米の利活用モデル実証の推進

○水田裏における飼料作物作付拡大

○その他の取組

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組 ・放牧予定地現地検討会を１回開催

○乳用牛の集約放牧の取組 ・放牧推進の勉強会を２回開催

○その他の取組 ＜北部地域＞

・伊平屋村で水田放牧の実施継続 ・水稲１期作後に飼料用ヒエを播種し、放牧

　課題：参加農家、放牧頭数の拡大

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化 ・コントラクター１１団体（宮古地域９団体、石垣市

○ＴＭＲセンターの育成・強化 １団体、沖縄本島南部地域１団体）の実態把握

○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施 ＜八重山地域＞

○需要量に見合った稲わらの確保 ・ＪＡによる稲わら利用の検討（５ｈａ予定） ・ＪＡ肥育センターへ稲わら給与の検討

○その他の取組

注 １)　 ２０年９月１日現在の飼料増産への取組実績を記入してください。

ていきたい。特に、沖縄本島北部地域の遊休地の畜産的利用について取組を強化したい。

・宮古地域自給飼料増産戦略会議（7/17）

　　飼料作物増産現地検討会（南大東村:7/16,17）

・中南部地域自給飼料増産戦略会議（6/19）

・北部地域自給飼料増産戦略会議（7/31）

取組の進捗状況の検証
（評価と課題）

　　３）　取組の進捗状況の検証欄には、これまでの取組における評価や課題を記入してください。

　　２）　実績欄には、実施時期、取組の概要を数値を含め簡潔に記入してください。

区　　　　　　　　　分

実　　　　　　　　績

＜中南部地域＞

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記入）

耕作放棄地等の畜産的利用推進会議（７／２）

・八重山地域自給飼料増産戦略会議（7/11）

沖縄県自給飼料増産戦略会議（7/11）

+ 0 ｈａ

　　　+ １０８ ｈａ
飼料作物作付拡大面積

平成20年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証

　沖縄総合事務局の飼料増産推進協議会を受け、県の飼料増産戦略会議を開催し、県内各地域での取組を

開始した段階である。

　配合飼料価格の高騰は、自給飼料の重要性を認識させることとなっている。

　今年度は、既存草地の生産性向上を推進するとともに、地域の遊休地の活用に向け、関係者で検討を重ね



別紙様式２

１飼料増産運動

○行動会議・現地検討会等の開催

○重点地区に対する指導・支援

○重点地区数拡大の取組

○その他の飼料増産への取組

２飼料作物作付面積の拡大

○20年度飼料作物作付拡大

○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大

○耕作放棄地における飼料作物作付拡大

○その他の取組

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組

○飼料用米の利活用モデル実証の推進

○水田裏における飼料作物作付拡大

○その他の取組

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組

○乳用牛の集約放牧の取組

○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

注 １）　２０年９月以降実施する飼料増産への取組を記入してください。（21年度作に向けた準備を含む）

　既存草地の生産性向上を図る
ため、優良種苗の普及促進及び
肥培管理等の啓発活動に取り組
む。

　草地の栄養収量の改善を図るため、牧草の適期刈りを
奨励する（指導用パンフレットを作りたい）。

　自給飼料増産に向けた各種の
協議会や農家との検討会等を開
催していく。

　既存事業の活用により草地基
盤の整備を推進する。

　与那国町における１期作後未利用水田の畜産的利用
について啓発活動を行う予定である。

　伊平屋村の稲１期作跡の放牧
利用の実証を継続し、普及の可
能性について検証していく。

　沖縄本島中南部地域におい
て、耕種農家と畜産農家の連携
を推進していく。

　与那国での自給飼料増産のための会議を開催したい
（現状では、水の確保が難しいことから２期作の作付けを
していない水田の有効活用を図ることにより、冬場の購
入粗飼料の利用低減を図る）。

　　３）　今後の予定欄には、実施時期、取組等の概要を目標数値を含め簡潔に記入してください。

　　２）　取組強化の考え方欄には、これまでの取組の検証を踏まえた取組の見直し方針を記入してください。

　重点地区での取組については、
進捗状況を把握していきたい。

　沖縄本島北部地域の遊休地の
畜産的利用について取組を強化
していく。

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記入）

平成20年度における今後の飼料増産の取組の強化

都道府県名：沖縄県

区　　　　　　　　　分

今後の予定

取組強化の考え方



別紙様式１

団体名：全国農業協同組合中央会

９月１日現在

●現在の配合飼料価格高騰下における自
給飼料増産への取組に対する認識とその
取組に当たっての課題

１飼料増産運動

○　耕種側における耕畜連携・
自給飼料増産の取り組みをさら
に推進することが課題。

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実
施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

注 １）　２０年９月１日現在の飼料増産への取組実績を記入してください。

○　耕種側における耕畜連携・
自給飼料増産の取り組みをさら
に推進することが課題。

○　耕種側における耕畜連携・
自給飼料増産の取り組みをさら
に推進することが課題。

平成20年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記

入）

区　　　　　　　　　分

実　　　　　　　　績

○　水田の飼料作物振興、耕畜連携にもとづくＷＣＳの普及等ＪＡ全国大会での決議にも
とづき、飼料自給率向上のために、耕畜連携の徹底、飼料用稲わら・ＷＣＳを戦略的作物
と位置づけ、生産拡大、水田等への大家畜導入等を通じて粗飼料自給率１００％の実現を
めざした取り組みをすすめる。

取組の進捗状況の検証
（評価と課題）

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

　　２）　実績欄には、実施時期、取組の概要を数値を含め簡潔に記入してください。

○　各種会議等を通じた、放牧
に関する情報提供。

○　耕種側への水田放牧に関す
る情報提供の強化。

　　３）　取組の進捗状況の検証欄には、これまでの取組における評価や課題を記入してください。

○　地域水田農業ビジョン（地域農業戦略）に耕畜連携
を明確に位置づけ、ＷＣＳをはじめとした飼料生産やた
い肥の活用による土づくりに取り組むよう推進し、その
中でコントラクターの設立・育成を呼びかけ。

○　コントラクターアドバイザー研修会への参加の推進。

○　各種会議等を通じて、水田、耕作放棄地等での放牧
の多様なメリットや取り組み事例について情報提供し、
放牧の取り組みを呼びかけ。

○　放牧サミット、放牧伝道師養成研修会への参加を推
進。

○　配合飼料価格高騰のなか、
コントラクターの機能強化等を通
じて、自給飼料の利便性を高
め、輸入飼料との置き換えを進
めることが必要。

○　中央会農政担当部課長会議等を通じ、飼料米の利
用促進対策ならびに粗飼料増産・自給率向上対策（国
産飼料資源活用促進総合対策事業）稲わら収集・稲Ｗ
ＣＳ給与実証への支援対策（国産粗飼料増産対策事
業）等を畜産部門・耕種部門双方に推進。

○　諸会議等を通じて、耕畜連携による飼料用稲わら収
集拡大の取り組みを推進

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○　諸会議等を通じて、地域水田農業ビジョン（地域農
業戦略）に耕畜連携を明確に位置づけ、ＷＣＳの作付け
拡大に取り組むよう推進。

○　ＷＣＳコーディネーター研修会への参加を推進。

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡
大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○　中央会農政担当部課長会議等諸会議を通じて、水
田を水田として活用する観点から、飼料用米や飼料用
稲わら・ＷＣＳを戦略的作物と位置づけた生産拡大や、
水田放牧等の取り組みを推進。

○　平成２０年度畜産・酪農対策ならびに追加緊急対策
の結果をふまえ、飼料自給率向上に資する対策のＰＲ
および事業の活用をはかるため、パンフレットの作成･配
布、日本農業新聞全面広告の掲載や、諸会議を通じた
事業内容の徹底をはかった。



別紙様式２

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

注 １）　２０年９月以降実施する飼料増産への取組を記入してください。（21年度作に向けた準備を含む）

○　今年度産については、現行
体制のなかで最大限飼料用米
や稲ＷＣＳ、稲わら収集の取り
組み推進に向けた取り組みを
すすめる。
○　21年産等については、畜産
農家と耕種農家の協議と組織
的な取り組みが必要であり、米
の計画生産の取り組みとあわ
せ、稲ＷＣＳや飼料用米の作付
け推進および稲わら収集の推
進に向けた取り組みをすすめ
る。

○10月末を目途として本年度の取組推進ならびに21年度の
飼料増産に関する研修会を開催。
○水田農業対策の情報提供とあわせ、必要な施策情報をＪ
Ａ、都道府県中央会等に対して発信し、さらに会員等への周
知をはかる。

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○　放牧は、畜産経営の生産
性向上に役割を果たすことに加
え、草地、未利用地等の資源を
活用することにより、食料自給
率の向上につながるものとして
推進。

○10月末を目途として本年度の取組推進ならびに21年度の
飼料増産に関する研修会を開催。

　　２）　取組強化の考え方欄には、これまでの取組の検証を踏まえた取組の見直し方針を記入してください。

　　３）　今後の予定欄には、実施時期、取組等の概要を目標数値を含め簡潔に記入してください。

○　直近の構造的な穀物需給
の逼迫や原油価格の高騰に対
応するとともに、飼料自給率の
向上をはかるため、国産飼料を
最大限活用するための耕畜連
携の徹底や水田を活用した飼
料用米、稲ＷＣＳ等の生産拡大
をすすめる。

○10月末を目途として本年度の取組推進ならびに21年度の
飼料増産に関する研修会を開催。

○　肥料・飼料価格高騰のな
か、国産飼料の確保をすすめ、
水田の計画生産を達成する観
点から、地域水田農業ビジョン
（地域農業戦略）に耕畜連携を
明確に位置づけ、飼料用米、稲
ＷＣＳなど水田を水田として活
用できる飼料生産を推進する。
○その際、低コストでの土づくり
に取り組むなか、たい肥を効率
的に活用するよう推進するとと
もに、コントラクターの育成を呼
びかける。

○10月末を目途として本年度の取組推進ならびに21年度の
飼料増産に関する研修会を開催。

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○　水田農業との連携を強化
し、耕畜連携をすすめるととも
に、耕作放棄地等の解消に向
けた取り組みをすすめるなか
で、飼料生産の拡大に取り組
む。

○10月末を目途として本年度の取組推進ならびに21年度の
飼料増産に関する研修会を開催。
○農地関係施策の情報提供とあわせ、必要な施策情報をＪ
Ａ、都道府県中央会等に対して発信し、さらに会員等への周
知をはかる。

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

取組強化の考え方

平成20年度における今後の飼料増産の取組の強化

団体名：全国農業協同組合中央会

区　　　　　　　　　分

今後の予定

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記入）



別紙様式１

団体名：全国農業協同組合連合会

９月１日現在

●現在の配合飼料価格高騰下における自
給飼料増産への取組に対する認識とその
取組に当たっての課題

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実
施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

・飼料基盤の集団的確保（特に水田不作付地の活用：耕畜連携推進）
・集落営農組織・コントラクター等担い手の育成確保
・多収品種の育種・種子増殖・普及
・作付～収穫調製・貯蔵作業の効率的・低コスト機械作業体系の確立・普及

・自給飼料関係補助事業のブロック会議、主要県連・県
本部
担当者会議を開催し、農協を通じて普及啓蒙し、事業取
り組みを推進した。
・国産粗飼料増産対策事業への事業取り組み推進
　(稲発酵粗飼料給与確立・水田裏利用飼料生産供給推
進)
・飼料用米に関する実証・調査
　モデル地区の設定：宮城・宮崎
　飼料用米生産利用の体制づくり、低コスト栽培、流通コ
スト
　削減、家畜への給与試験、21年度向けの種子確保

取組の進捗状況の検証
（評価と課題）

平成20年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記
入）

区　　　　　　　　　分

実　　　　　　　　績

・飼料増産の推進、関係補助事業
については県連・農協への説明
等がほぼ計画通り実施できた。
・課題
　県段階の事業説明にあたって、
県庁・農業改良普及センター、市
町村担当者の参加拡大。
　農協段階から生産者・営農集団
等組織への普及啓蒙

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

・自給飼料関係補助事業のブロック会議、主要県連・県
本部
担当者会議を開催し、農協を通じて普及啓蒙し、事業取
り組みを推進した。

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡
大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

・飼料増産運動の一環として、自給飼料関係補助事業
（国産粗飼料増産対策事業及び飼料増産受託システム
拡大緊急対策事業）の事業主体として事業に取り組み、
推進を行った。
・補助事業ブロック会議の開催(県連・府県本部の担当
者対　　象)東日本、西日本、九州地域(６～７月)
・補助事業主要県連・県本部説明会の開催（６月～８月）
　北海道(旭川・帯広・札幌)、岩手、山形、福島、栃木、
群馬　鳥取、島根、長崎、熊本、大分、宮崎　等
・飼料増産関係推進リーフレットの作成・配布
　稲発酵粗飼料：2,500部、国産稲わら関係：2,500部
　コントラクター関係：2,500部
　飼料増産受託システム拡大緊急対策事業：3,500部
・季刊誌：「酪農のなかま」へ自給飼料の推進・関係補助
事業の紹介12,000部

事業取り組み推進継続中

事業取り組み推進継続中

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

・自給飼料関係補助事業のブロック会議、主要県連・県
本部
担当者会議を開催し、農協を通じて普及啓蒙し、事業取
り組みを推進した。
・国産粗飼料増産対策事業(飼料用国産稲わら確保対
策)への事業取り組み推進
・九州稲わらセンターの稲わら圧縮梱包加工の実施
・飼料増産受託システム拡大緊急対策事業への事業取
り組み推進

事業取り組み推進継続中



別紙様式２

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

取組強化の考え方

平成20年度における今後の飼料増産の取組の強化

団体名：全国農業協同組合連合会

区　　　　　　　　　分

今後の予定

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記入）

・飼料増産の普及・啓蒙、関係
補　助事業は、４～７月、ブロッ
ク会議、主要県連・県本部担当
者会議で取り組みを推進してき
た。
・今後、補助事業の集約・現地
指導等を通じて一層の取り組
みを進めていく。

・補助事業関係の全国会議またはブロック化会議(東日本・西
日本・九州)を開催(２０年１１月～２１年１月)
・主要県連・県本部・農協への取り組み推進・現地指導
（２０年９月～２１年２月）
　北海道・岩手・宮城・福島・栃木・長崎・熊本・大分・鹿児島等

・同上。
・コントラクターの育成・強化に
は　飼料増産受託システム拡
大緊急対策事業への事業取り
組みを通じて推進していく。
・飼料増産に向け農協や営農
集団が新たな機械施設を導入
した場合のコントラクター組織
化を推進していく。

・同上。
・２１年度コントラクターの組織化・補助事業取り組みの現地指
導
・九州稲わらセンターの２０年産稲わらへの取り組みと製造加
工システムの一層の性能改善

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

・同上。
・補助事業の集約・現地指導・
担当者会議等を通じて飼料作
物の作付拡大を推進していく。

・同上。

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

・同上。
・稲発酵粗飼料の作付拡大に
は耕畜の両部門が連携し、今
秋から年末までの普及・啓蒙活
動が重要である。
・２１年産米の計画生産の動向
を踏まえ、補助事業の集約・現
地指導・会議を通じて稲発酵粗
飼料、又飼料用米の作付拡大
を推進していく。

・同上。

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組



別紙様式１

団体名：全国酪農業協同組合連合会

９月１日現在

●現在の配合飼料価格高騰下における自
給飼料増産への取組に対する認識とその
取組に当たっての課題

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実
施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

注 １）　２０年９月１日現在の飼料増産への取組実績を記入してください。

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡
大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

地域行動会議への出席

土壌分析、施肥設計指導などを
通して、肥料コストの低減と収量
の増大を図る

　　２）　実績欄には、実施時期、取組の概要を数値を含め簡潔に記入してください。

稲WCSの利用が拡大している。
飼料給与指導を通して給与の定
着化を図る

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

コントラクター事業の取り纏め中。現時点で前年金額比
３５０％

長大作物作付への緊急補助に
より、デントコーンへの取り組み
が増加

国産粗飼料増産対策（稲WCS）取り纏め中。現時点で前
年面積比１５０％

　　３）　取組の進捗状況の検証欄には、これまでの取組における評価や課題を記入してください。

取組の進捗状況の検証
（評価と課題）

平成20年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記

入）

区　　　　　　　　　分

実　　　　　　　　績

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

デントコーンの展示圃場を全国２０ヶ所で展開

配合飼料に限らず、輸入飼料全体の価格高騰を受け、自給粗飼料の
増産と未利用資源の活用が必要と認識している



別紙様式２

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

注 １）　２０年９月以降実施する飼料増産への取組を記入してください。（21年度作に向けた準備を含む）

補助事業を取り纏めながら稲
WCSの給与技術の普及を行う

都府県の酪農家による水田裏での飼料作物の栽培の更なる
普及と、稲WCSを用いた場合の飼料給与指導を農家の庭先
で行う

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

　　２）　取組強化の考え方欄には、これまでの取組の検証を踏まえた取組の見直し方針を記入してください。

　　３）　今後の予定欄には、実施時期、取組等の概要を目標数値を含め簡潔に記入してください。

本会が開催する会員向け会議
あるいは研修会などの機会を
見つけて、飼料増産の重要性
を訴える。

１０月全国６ヶ所にて事業推進委員会、１１月に購買指導担
当職員主任者会議

補助事業を取り纏めながらコン
トラクターの有用性を普及する

農協や営農集団によるコントラクター組織の設立を助けるとと
もに、既存の組織の受託作業の拡大を図り育成する。自給粗
飼料を用いたTMRセンターの優良事例の紹介などにより、
TMRセンターを軸とした自給粗飼料の増産を図る

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

土壌分析から肥培管理、栽培
管理までの技術指導を通した
飼料作物の収量増産

肥料の高騰を受け、土壌分析やそれに基づく肥培管理を行う
ことにより、低コストの自給粗飼料生産を普及する。全国にデ
ントコーンの展示圃場を設置しデントコーンの品腫選定を行う
とともに栽培技術の普及を図る

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

取組強化の考え方

平成20年度における今後の飼料増産の取組の強化

団体名：全国酪農業協同組合連合会

区　　　　　　　　　分

今後の予定

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記入）



別紙様式１

団体名：全国開拓農業協同組合連合会

９月１日現在

●現在の配合飼料価格高騰下における自
給飼料増産への取組に対する認識とその
取組に当たっての課題

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実
施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

注 １）　２０年９月１日現在の飼料増産への取組実績を記入してください。

　　２）　実績欄には、実施時期、取組の概要を数値を含め簡潔に記入してください。

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

・直営農場熊本において家畜改良センターの協力を得
て、褐毛２頭による実証展示放牧を７月開始。
(原野80ａ)

・直営農場の実績は稲わら160ｔ、うち飼料稲わら51ｔ
・会員への供給実績は稲わら49ｔ、麦わら40ｔ

国産稲わらより安価な中国産稲
わらの流通が増加しており、国
産稲わらの流通拡大のために更
なる価格低減が必要

平成20年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記

入）

区　　　　　　　　　分

実　　　　　　　　績

自給飼料への必要性について理解は深まっているが、具体的な行動に結びついていない

　　３）　取組の進捗状況の検証欄には、これまでの取組における評価や課題を記入してください。

取組の進捗状況の検証
（評価と課題）

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

・直営農場熊本において休耕地を活用し飼料作物を作
付ける。(スーダン60ａ)

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡
大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

・全国、地域飼料増産行動会議に参加
・次長会議を開催し飼料増産への取り組みを推進
・20年度畜産物関連対策を会員に周知し取り組みを推
進



別紙様式２

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

注 １）　２０年９月以降実施する飼料増産への取組を記入してください。（21年度作に向けた準備を含む）

・国産粗飼料事業取りまとめ　20ha見込み(新規1戸増加)
・補助事業活用による取組みの拡大を推進

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

・放牧への普及活動 ・現地研修等による放牧の普及推進

　　２）　取組強化の考え方欄には、これまでの取組の検証を踏まえた取組の見直し方針を記入してください。

　　３）　今後の予定欄には、実施時期、取組等の概要を目標数値を含め簡潔に記入してください。

・引き続き飼料増産への取組み
推進

・会議等を通じ自給飼料生産の取組み推進

今後、競合する中国産稲わら
の流通拡大が予想されるなか、
国産稲わらの価格低減と保管
倉庫確保に向けた取組み、取
扱いの円滑化を図る。

・国産粗飼料事業取りまとめ65ha見込み
・事業とは別に稲わら540ｔ供給見込み
・直営農場において稲わら190ｔ、うち飼料稲わら72ｔ見込み

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

・直営農場での飼料作付を継
続

・補助事業活用による作付面積拡大を推進

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

取組強化の考え方

平成20年度における今後の飼料増産の取組の強化

団体名：全国開拓農業協同組合連合会

区　　　　　　　　　分

今後の予定

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記入）



別紙様式１

団体名：全国畜産農業協同組合連合会

９月１日現在

●現在の配合飼料価格高騰下における自
給飼料増産への取組に対する認識とその
取組に当たっての課題

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実
施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

注 １）　２０年９月１日現在の飼料増産への取組実績を記入してください。

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

・国産粗飼料増産対策事業の実施により、耕種農家と
連携し国産稲わらの利用・作付拡大推進

・現在計画面積等とりまとめ中。
取組面積は増加の見込み。

･国産粗飼料増産対策事業の実施により畜産農家にお
けるWCS飼料の利用拡大を推進

平成20年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記

入）

区　　　　　　　　　分

実　　　　　　　　績

　　３）　取組の進捗状況の検証欄には、これまでの取組における評価や課題を記入してください。

取組の進捗状況の検証
（評価と課題）

・18年度より取り組んでいる国産
粗飼料増産対策事業において、
WCS・稲わらの収集取組面積が
増加の見込み

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡
大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

・自給飼料増産に係る各種補助事業の会員等への周
知・推進

　　２）　実績欄には、実施時期、取組の概要を数値を含め簡潔に記入してください。

･現在計画面積等とりまとめ中。
取組面積は増加の見込み。



別紙様式２

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

注 １）　２０年９月以降実施する飼料増産への取組を記入してください。（21年度作に向けた準備を含む）

･本会研修牧場における飼料用
米利用の実証試験の実施に向
けた検討を行う

・国産粗飼料増産対策事業実
施計画に沿ったWCSの収集及
び供給の実施指導

・10月～2月に各会員において現地検討会等を行なう

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

　　２）　取組強化の考え方欄には、これまでの取組の検証を踏まえた取組の見直し方針を記入してください。

　　３）　今後の予定欄には、実施時期、取組等の概要を目標数値を含め簡潔に記入してください。

・自給飼料増産に係る事業の
周知

・例年開催している会員県連参事会等の会員参集の会議に
おいて、再度事業の周知・推進を図る

・国産粗飼料増産対策事業実
施計画に沿った稲わらの収集
及び供給の実施指導

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

取組強化の考え方

平成20年度における今後の飼料増産の取組の強化

団体名：全国畜産農業協同組合連合会

区　　　　　　　　　分

今後の予定

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記入）



別紙様式１

団体名：全国農業会議所

９月１日現在

●現在の配合飼料価格高騰下における自
給飼料増産への取組に対する認識とその
取組に当たっての課題

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実
施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

注 １）　２０年９月１日現在の飼料増産への取組実績を記入してください。

　　２）　実績欄には、実施時期、取組の概要を数値を含め簡潔に記入してください。

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

・全国農業新聞に特集記事「飼料米の与え方」を４回連
載した。

平成20年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記

入）

区　　　　　　　　　分

実　　　　　　　　績

・農業委員会における遊休農地発生防止・解消のため
の活動を促進するため、水田放牧など地域実態に即し
た具体的な活動事例を紹介するＤＶＤを作成し、普及し
ている。

・全国農業新聞に特集記事「はじめよう　ミニ放牧」を７
回連載した。

　　３）　取組の進捗状況の検証欄には、これまでの取組における評価や課題を記入してください。

取組の進捗状況の検証
（評価と課題）

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡
大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

・全国農業新聞に特集記事「飼料米栽培レポート」を４回
連載した。



別紙様式２

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

注 １）　２０年９月以降実施する飼料増産への取組を記入してください。（21年度作に向けた準備を含む）

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

　　２）　取組強化の考え方欄には、これまでの取組の検証を踏まえた取組の見直し方針を記入してください。

　　３）　今後の予定欄には、実施時期、取組等の概要を目標数値を含め簡潔に記入してください。

・市町村農業委員会、都道府県
農業会議、全国農業会議所が
取り組む「新かけがえのない農
地と担い手を守り活かす運動」
の一環として推進する

・エサ米（飼料米）利用シンポジューム等の開催（１１月予定）
により、国産飼料増産・活用を普及を図る。

・全国農業会議所のホームページに放牧を活用した農地の
利活用を行っている事例を掲載するため、事例を広く収集し、
遊休農地対策等の事例として紹介する。

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

取組強化の考え方

平成20年度における今後の飼料増産の取組の強化

団体名：全国農業会議所

区　　　　　　　　　分

今後の予定

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記入）



別紙様式１

９月１日現在

●現在の配合飼料価格高騰下における自給
飼料増産への取組に対する認識とその取組
に当たっての課題

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

注 １）　２０年９月１日現在の飼料増産への取組実績を記入してください。

　　３）　取組の進捗状況の検証欄には、これまでの取組における評価や課題を記入してください。

取組の進捗状況の検証
（評価と課題）

平成20年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記入）

区　　　　　　　　　分

実　　　　　　　　績

○農地保有合理化事業や作業
受委託等による畜産担い手への
土地利用の集積、転作田・耕作
放棄地等遊休農地の有効活用
の重要性の認識は高まっている
が、実施は一部の公社にとどまっ
ている。

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

団体名：（社）全国農地保有合理化協会

○都道府県農業公社は、それぞれの地域・地区において、農地保有合理化事業等を通じて
農地の利用集積（ソフト）と、草地基盤等畜産公共事業（ハード）の両面で畜産農家の飼料
基盤等の整備拡大を支援してきたところである。また、緊急な農政課題に即応するために
は、このような土地利用調整機能を活用することが有効かつ適切である。しかしながら、都
道府県農業公社にあっては、財政的な措置も含めてその利用集積支援ノウハウを進める人
的、組織的脆弱化が懸念される。

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○本会議活動方針等情報の提供
・４月開催の本会議配布資料を関係公社に送付し、２０年
度の行動計画等を伝達した。また会員広報誌を活用して
「飼料増産に係る措置」を抜粋照会するなどの普及啓発
を行った。
○「担い手農地集積高度化促進事業（農地マーケット事
業）の積極的な活用
・HPにより市町村等からの情報提供に努め、農業会議所
との連携を図り情報構築とフォローアップを行っている。
また、遊休農地等の有効活用を促進するた、「いねむり
かかし」イラストを活用し、「あなたの田舎の農地、眠って
いませんか？」のポスターを作成して、各都道府県や農
業公社、農業会議、地方農政局、農業団体等に配布し掲
示していただいている。
○会議開催等による取組
・主催する農地保有合理化事業推進会議等における「飼
料増産に向けた対策取組」を説明、また地方農政局（関
東、北陸、東海）連携での合理化事業推進打合せ会議、
さらに他団体の対策会議、地域講習会の機会を利用し
て、リーフレット「畜産農家が望む飼料基盤の拡大を応援
します！」を提供し、利用集積の普及啓発を行った。

　　２）　実績欄には、実施時期、取組の概要を数値を含め簡潔に記入してください。

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組



別紙様式２

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

注 １）　２０年９月以降実施する飼料増産への取組を記入してください。（21年度作に向けた準備を含む）

取組強化の考え方

平成20年度における今後の飼料増産の取組の強化

団体名：（社）全国農地保有合理化協会

区　　　　　　　　　分

今後の予定

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記入）

　　２）　取組強化の考え方欄には、これまでの取組の検証を踏まえた取組の見直し方針を記入してください。

　　３）　今後の予定欄には、実施時期、取組等の概要を目標数値を含め簡潔に記入してください。

○都道府県農業公社の機能を
活用した飼料増産等の取組を
推進、支援

○ 全国の都道府県農業公社の役職員に対し各種会議等を通

じて、飼料増産運動について協力等を要請、協会誌「ふぁーむ

らんど」や全国公社営畜産事業推進協議会広報誌へ関連記

事の掲載、

○「農地マーケット事業」の積極的な活用、前年度の事業実績

を踏まえて実施する。特に末端市町村等まで情報の提供がで

きるよう活動内容の充実をはかる。

○　畜産的土地利用集積の推進等に取組、飼料生産技術等

利用に関する研修会及び現地検討会(鹿児島県下１１月）の開

催や公社等が関与した優良事例の紹介等を実施する。

○　畜産的土地利用集積の推進、実務研修テキストおよび

リーフレット等を活用して畜産農家及び関係者に農地流動化

の支援を行う。

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組



別紙様式１

９月１日現在

●現在の配合飼料価格高騰下における自給
飼料増産への取組に対する認識とその取組
に当たっての課題

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

注 １）　２０年９月１日現在の飼料増産への取組実績を記入してください。

　　２）　実績欄には、実施時期、取組の概要を数値を含め簡潔に記入してください。

実証作業に合わせて、関係者を
交えて現地検討会を開催。どちら
の地域も飼料イネ栽培の実績が
ないところなので、調査管内でど
れだけ飼料イネ栽培について周
知ができるかが課題。

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

実証作業に合わせて、関係者を
交えて現地検討会を開催。飼料
基盤に乏しいところで、いかに自
給飼料を確保するかが課題（岩
手県）。もともとトウモロコシやソ
ルゴーの作付けが少ないところ
なので、今後、収穫調製に係わ
る作業体系の見極めが必要（島
根県）。

本会の実証調査事業（全国農業システム化研究会）にお
ける「国産粗飼料増産に向けた作業技術と経済性に関す
る実証」課題の中で取組みを実施。

・高品質肉牛向けの飼料イネサイレージ調製の実証調査
を実施。（山形県寒河江市）
・耕種農家が栽培できることを目的に、２回刈り多収栽培
について実証調査を実施。（愛媛県松山市）

本会の実証調査事業（全国農業システム化研究会）にお
ける「国産粗飼料増産に向けた作業技術と経済性に関す
る実証」課題の中で取組みを実施。

・転作田等の遊休地を活用したソルガム栽培拡大への取
組みが必要となってきていることから、省力的なサイレー
ジ調製の実証調査を行う。（岩手県紫波町及び矢巾町）
・高栄養飼料作物である長大作物（トウモロコシ、ソル
ゴー）の自給飼料生産を拡大し、収穫調製に係わる作業
体系を確立する実証調査を行う。（島根県大田市）

団体名：（社）全国農業改良普及支援協会

　　３）　取組の進捗状況の検証欄には、これまでの取組における評価や課題を記入してください。

取組の進捗状況の検証
（評価と課題）

平成20年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記入）

区　　　　　　　　　分

実　　　　　　　　績

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組



別紙様式２

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

注 １）　２０年９月以降実施する飼料増産への取組を記入してください。（21年度作に向けた準備を含む）

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

実証試験ほを基盤として、実証
している作業体系の地域への
技術の普及をねらい、技術の
検証とともに、周辺地域への周
知・啓発を行う。

収穫・調製時における現地検討会の開催。また、地元での成
績検討会を通じて、実証成果（収量や品質の向上など）を波
及させ、地域での作付拡大が進むように努める。

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

　　２）　取組強化の考え方欄には、これまでの取組の検証を踏まえた取組の見直し方針を記入してください。

　　３）　今後の予定欄には、実施時期、取組等の概要を目標数値を含め簡潔に記入してください。

実証試験ほを基盤として、実証
している作業体系の地域への
技術の普及をねらい、技術の
検証とともに、周辺地域への周
知・啓発を行う。

収穫・調製時における現地検討会の開催。また、地元での成
績検討会を通じて、実証成果（省力・低コスト化の生産システ
ムなど）を波及させ、地域での作付取組みが進むように努め
る。

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

取組強化の考え方

平成20年度における今後の飼料増産の取組の強化

団体名：（社）全国農業改良普及支援協会

区　　　　　　　　　分

今後の予定

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記入）



別紙様式１

団体名：　　（社）中央畜産会

９月１日現在

●現在の配合飼料価格高騰下における自給
飼料増産への取組に対する認識とその取組
に当たっての課題

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

注 １）　２０年９月１日現在の飼料増産への取組実績を記入してください。

引き続き畜産関係団体等に対
し、飼料増産に向けての行動等
について周知徹底していくが、広
報の機会をより多くすることが課
題である。

１．本会広報誌「畜産コンサルタント」の特集等

　同誌の平成20年5月号において「広がる飼料米の利
活用（普及のための取組みと課題）」として特集記事を
掲載。また、同誌の平成20年7月号において「自給飼料
活用型TMRセンターの役割」として特集記事を掲載。こ
のほか、同誌平成20年4月号において「飼料イネとバイ
オマスの活用課題」として巻頭コラム記事を掲載。

２．本会広報誌「畜産会経営情報」の特集等

　同誌の平成20年6月号において「バンカーサイロ重石
用薄切りタイヤの効果とつくり方」として記事を掲載。

取組の進捗状況の検証
（評価と課題）

平成20年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記入）

区　　　　　　　　　分

実　　　　　　　　績

　畜産中央団体としての本会の性格から、飼料増産に向けての直接的な取組を行うことは
難しいが、広報活動や補助・委託事業の活用を通じて、積極的に飼料増産に向けて支援・
協力を行うこととする。支援・協力活動の多様化が今後の課題である。

　　３）　取組の進捗状況の検証欄には、これまでの取組における評価や課題を記入してください。

（これらの事業は、本年度から開
始されたため、検証可能な状況
にない。）

１．委託事業の活用

　　２）　実績欄には、実施時期、取組の概要を数値を含め簡潔に記入してください。

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

委託事業（畜産経営改善支援モデル事業）の実施に当
たり、6地域において飼料増産・自給率の向上に向けた
取組に対して多面的な経営支援を実施。

２．補助事業の活用

補助事業（肥育牛経営緊急支援事業）の実施に当た
り、①国産稲わら等の利活用、②自給飼料（WCS等）の
生産利用等を採択要件として推進。



別紙様式２

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

注 １）　２０年９月以降実施する飼料増産への取組を記入してください。（21年度作に向けた準備を含む）

　　２）　取組強化の考え方欄には、これまでの取組の検証を踏まえた取組の見直し方針を記入してください。

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

　　３）　今後の予定欄には、実施時期、取組等の概要を目標数値を含め簡潔に記入してください。

　広報の機会をより多くするよう
努める。

　「畜産コンサルタント」10月号で、「飼料自給率を上げるため
の河川敷の有効活用」を特集するとともに、同2月号で、「生
産性向上の取組み（仮）」を特集し、その中で飼料生産に係る
生産性の向上についても取上げる予定である。
　また、「畜産会経営情報」12月号及び1月号で、「セミナー生
産技術」として自給飼料生産をテーマとする予定である。

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

　当該委託事業及び補助事業
の活用に当たり、飼料増産に重
点を置いて推進する。

　採択要件を遵守すること等により、可能な限り、自給飼料、
国産稲わらの利用に取組む。○20年度飼料作物作付拡大

○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

取組強化の考え方

平成20年度における今後の飼料増産の取組の強化

団体名：（社）中央畜産会

区　　　　　　　　　分

今後の予定

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記入）



別紙様式１

団体名：(社）中央酪農会議

９月１日現在

●現在の配合飼料価格高騰下における自
給飼料増産への取組に対する認識とその
取組に当たっての課題

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実
施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

注 １）　２０年９月１日現在の飼料増産への取組実績を記入してください。

　　３）　取組の進捗状況の検証欄には、これまでの取組における評価や課題を記入してください。

取組の進捗状況の検証
（評価と課題）

平成20年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記

入）

区　　　　　　　　　分

実　　　　　　　　績

①都府県緊急対策については、
酪農経営者に対する周知及び
事業参加の進捗状況を調査しつ
つ、推進した。
第１四半期の概算払い実績は、
13,033人で、対象酪農経営の9
割以上をカバーすることが出来
た。

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

酪農経営者の自主的な努力に加え、乳業者、行政等関係者が一体となって生産者の努力
を支援し、可能な限り粗飼料を主体とした飼料自給率の向上を図り、持続的な酪農経営を
確立する必要がある。
酪農経営者の意識転換を図り、活用できる補助事業の周知を図りつつ、組織的な支援体
制を促進することが求められている。

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡
大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

農畜産業振興機構の公募事業に参加し、事業実施主体
として、
①酪農飼料基盤拡大推進事業に継続して取り組み、4
月21日に事業説明会を実施、
②都府県酪農緊急経営強化対策事業について、4月23
日に全国説明会を開催し、その後、7月9日に拡充対策
の全国説明会を開催、酪農経営者向けパンフの作成配
布、
③北海道酪農緊急経営強化対策事業について、7月14
日に事業説明会を開催し、酪農経営者向けパンフの作
成配布
等、各事業の趣旨と内容について周知徹底を図った。
なお、都府県緊急対策においては、経営強化に向けた
取り組みとして、二毛作又は二期作、借地を活用した飼
料作物作付実面積の拡大、エコフィードの給与などの取
り組み項目から１つ選択して、酪農経営者が強化計画を
策定することで、実践を促進した。
また、北海道緊急対策においても、同様に、草地等の購
入等による自給飼料生産基盤の新規拡大、借地を活用
した飼料作物作付実面積の拡大、エコフィードの給与な
どの取り組み項目から１つ選択して、強化計画を策定す
ることで、実践を促進した。

酪農飼料基盤拡大推進事業において、ＴＭＲ（完全混合
飼料）給与の実施を補助金交付の要件に新たに含める
ことで、取り組みを促進した。

要件確認を踏まえ、奨励金を交
付予定。

取り組み要件の確認により、実
践状況を把握する予定

都府県緊急対策において、事業参加の基礎要件である
1頭当たり飼料作物作付け面積について、国産良質粗
飼料の購入分を面積換算し含めることが出来るようにす
ることで、稲WCSや飼料米の活用等を促進した。

①酪農飼料基盤拡大推進事業においては、補助事業の
要件とすることで、経産牛飼養頭数１頭当たりの飼料作
物作付け面積の拡大を推進した。
②都府県緊急対策及び北海道緊急対策においても、酪
農経営者の強化計画に位置付けることにより、取り組み
を推進した。

　　２）　実績欄には、実施時期、取組の概要を数値を含め簡潔に記入してください。

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

酪農飼料基盤拡大推進事業において、放牧の実施を補
助金交付の要件に含めることで、取り組みを促進した。

要件確認を踏まえ、奨励金を交
付予定。



別紙様式２

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

注 １）　２０年９月以降実施する飼料増産への取組を記入してください。（21年度作に向けた準備を含む）

取組強化の考え方

平成20年度における今後の飼料増産の取組の強化

団体名：(社）中央酪農会議

区　　　　　　　　　分

今後の予定

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記入）

　　２）　取組強化の考え方欄には、これまでの取組の検証を踏まえた取組の見直し方針を記入してください。

　　３）　今後の予定欄には、実施時期、取組等の概要を目標数値を含め簡潔に記入してください。

都府県緊急対策については、
事業参加の追加を掘り起こし、
第２四半期からの参加も進めて
おり、支援交付金及び支援加
算金の概算払いを進めつつ、
経営強化の取り組みについて
現地確認を行い、実践状況を
把握する。

①都府県緊急対策において、生産者団体、乳業者、学識経
験者等からなる酪農飼料自給率向上協議会を全国及び各県
団体に設置し、全国計画（マスタープラン）及び都府県計画を
策定する予定。
第１回全国協議会を9月中に開催し、10月末までに全国計画
を取り纏め、策定する予定。
②飼料自給率向上に向けた優良事例を各都府県から収集
し、酪農経営者向けパンフ及び指導者向け事例集を作成・配
布する予定。
③都府県緊急対策及び北海道緊急対策について、10月まで
に第２四半期の概算払いを行う予定。

事業参加の酪農経営者のＴＭＲ給与の実施の取り組み状況
を集約する。

事業参加の酪農経営者の経営強化に向けた取り組み状況を
集約する。

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

事業参加の酪農経営者の放牧の実施の取り組み状況を集
約する。

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

事業参加の酪農経営者の経営強化に向けた取り組み状況を
集約する。○20年度飼料作物作付拡大

○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組



別紙様式１

団体名：（社）全国肉用牛振興基金協会

９月１日現在

●現在の配合飼料価格高騰下における自給
飼料増産への取組に対する認識とその取組
に当たっての課題

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

注 １）　２０年９月１日現在の飼料増産への取組実績を記入してください。

　　２）　実績欄には、実施時期、取組の概要を数値を含め簡潔に記入してください。

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

①遊休農地を利活用した放牧推進対策（電気牧柵、簡易
給水施設等）、及び放牧未経験牛の放牧を推進するた
め、放牧経験牛の利活用に取組中（２０年度は、１７道府
県３２生産者集団）。
②地方特定品種の品種特性を活かした放牧推進対策
（牧柵設置・修理、放牧地の維持管理等）に取組中（２０
年度は、８道県８５生産者集団）。
③農政局単位の肉用牛増頭戦略会議、現地検討会、シ
ンポジューム等の開催を通じた放牧推進に取組中（全体
開催回数１９回／全国９ブロック）。

　進捗状況は、現在のところ当初計画どおり
に進捗

①２０年度は、全国２６道府県１３７組合（１９年度実績：１
２９組合）が肉用牛ヘルパー活動を計画。
②このうち３８ヘルパー組合（１９年度実績：３６組合）が
互助制度の下での組織的な共同活動により、自給飼料
収穫・調製・運搬作業を通じて自給飼料増産と肉用牛増
頭への活動を実施中。

　進捗状況は、現在のところ当初計画どおり
に進捗

平成20年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記入）

区　　　　　　　　　分

実　　　　　　　　績

・　農政局及び北海道・沖縄を単位とした全国９ブロック
の肉用牛増頭会議において、飼料自給率向上に向けた
飼料増産会議や配合飼料価格高騰に対する取組とも連
携した取組を実施中。また、肉用牛技術者を対象とした
肉用牛中央研修会において、粗飼料生産拡大や放牧推
進の重要性等について講義等を通じた取組を実施。
・肉用牛増頭会議の開催状況（現地検討会、シンポ
ジューム開催を含む）：全国９ブロックのうち７ブロックで、
既に７回の増頭会議や現地検討会を開催（５月～８月）
・肉用牛中央研修会の開催状況
　　北海道会場（６／９～６／１４）　受講生２２名
　　島根県会場（６／３０～７／４）　受講生３９名
　　福島県会場（８／１８～８／２２）受講生２２名

・　肉用牛繁殖経営の基本が、繁殖（種付け）と飼料（エサ）であることを踏まえ、自給飼料生産・増産の
重要性と担い手の高齢化　　等に対応した労働負担の軽減を図るため、肉用牛ヘルパー利用組合によ
る互助制度を活用した組織的な自給飼料生産（肥培管理、収穫・調製・運搬）への取組に対して、肉用
牛繁殖基盤強化総合対策事業の実施を通じて積極的に支援することが重要と認識。
・　課題：　肉用牛ヘルパー利用組合の組織化の拡大と既存組合の自給飼料生産活動取組みの拡大、
及び各所・各種会議や現地検討会等を通じた積極的な啓発活動の実施。

　　３）　取組の進捗状況の検証欄には、これまでの取組における評価や課題を記入してください。

取組の進捗状況の検証
（評価と課題）

　進捗状況は、現在のところ当初計画どおり
に進捗○行動会議・現地検討会等の開催

○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組



別紙様式２

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

注 １）　２０年９月以降実施する飼料増産への取組を記入してください。（21年度作に向けた準備を含む）

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

　農政局を単位としたブロック
の肉用牛増頭会議において、
飼料自給率向上に向けた飼料
増産会議や配合飼料価格高騰
に対する取組とも連携し、遊休
農地等を活用した放牧推進へ
の取組・支援を強化。

　　２）　取組強化の考え方欄には、これまでの取組の検証を踏まえた取組の見直し方針を記入してください。

　　３）　今後の予定欄には、実施時期、取組等の概要を目標数値を含め簡潔に記入してください。

①遊休農地を利活用した放牧推進対策（電気牧柵、簡易給
水施設等）に取組。また、放牧未経験牛の放牧を推進するた
め、放牧経験牛の利活用に取組（２０年度は、１７道府県３２
生産者集団が取組）。
②地方特定品種の品種特性を活かした放牧推進対策（牧柵
設置・修理、放牧地の維持管理等）への取組（２０年度は、８
道県８５生産者集団が取組）。
③農政局単位の肉用牛増頭戦略会議開催に関する支援を
通じた放牧推進への取組み

＜その他の取組：互助制度に
よる飼料増産の取組推進＞
　　肉用牛ヘルパー組合による
互助制度を活用した組織的飼
料増産への取組・支援を強化。

①２０年度は、全国２６道府県１３７組合（１９年度実績：１２９
組合）が肉用牛ヘルパー活動を計画。
②このうち３８ヘルパー組合（１９年度実績：３６組合）が互助
制度の下での組織的な共同活動により、自給飼料収穫・調
製・運搬の取組により飼料増産と肉用牛増頭の取組強化を
計画。
③また、１０月下旬に北海道において、地域が一体となった
取組により肉用牛増頭と自給飼料増産を実現している全国
の優良事例紹介や現地検討会等を内容とする全国肉用牛増
頭会議を開催予定。

　農政局等を単位としたブロッ
クの肉用牛増頭会議において、
飼料自給率向上に向けた飼料
増産会議や配合飼料価格高騰
に対する取組とも連携した取
組・支援を強化。また、肉用牛
技術者を対象とした肉用牛中
央研修会において、粗飼料生
産拡大や放牧推進の重要性等
について講義等を通じた取組を
強化。

　全国９ブロックにおいて、２０年度計画に基づき増頭戦略会
議、意見交換会、現地検討会及びシンポジュームの開催や
パンフレット等を作成・配布予定。

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

取組強化の考え方

平成20年度における今後の飼料増産の取組の強化

団体名：（社）全国肉用牛振興基金協会

区　　　　　　　　　分

今後の予定

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記入）



別紙様式１

団体名：㈳日本草地畜産種子協会

９月１日現在

●現在の配合飼料価格高騰下における自給
飼料増産への取組に対する認識とその取組
に当たっての課題

１飼料増産運動

○行動会議・現地検討会等の開催

○重点地区に対する指導・支援

○重点地区数拡大の取組

○その他の飼料増産への取組 ・飼料増産の必要性の総論より
も、飼料増産の各論が必要であ
る。

・ﾎｯﾄﾆｭｰｽは当初の予定通り発
行しているが、飼料増産地区か
らの自発的な投稿が少なく、編
集担当（協会）の掘り起こしに
よっている現状がある。　各県の
担当を通しての現場からの積極
的な情報発信を期待したい。

２飼料作物作付面積の拡大

○20年度飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大

・飼料作物不作付地へのとうもろ
こしの作付けについては、制度
の公表の遅れ(制度公表時には
とうもろこし作付等の営農計画は
策定済が多い)や水田へ作付す
る地域が多いこと等により限定
的な取組に止まっている。
　一方、草地更新時のとうもろこ
し作付助成は、概ね昨年の2倍と
なっており、制度が浸透したこと
が伺える。しかし、両事業とも実
施都道府県が少なく、かつ特定
県に限られ、未実施都道府県に
おける今後の取組みが課題であ
る。

・昨年度と同様の水準であり、実
施都道府県が限定されており、
今後未実施県での取組みが課
題である。

○その他の取組 ・各種会議及び研修会等を通じ
て啓発する。

・出品が特定都道府県に限定さ
れており、飼料増産の普及啓発
の強化を図るためには、未出品
都道府県からの出品が課題であ
る。

取組の進捗状況の検証
（評価と課題）

・国産稲わらの利用拡大を促進するため、各種会議及び
研修会等で普及啓発を行った。

平成20年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記入）

区　　　　　　　　　分

実　　　　　　　　績

自給飼料増産に向けた様々な施策が打ち出されているが、その施策が現場まで浸透する
にはかなりの時間が必要である。また、その取組みについても地域によって大きな差異が
あり、今後取組みが少ない地域でいかに飼料増産に取り組むかが課題である。

・7月10日に飼料増産の啓発を図るため、日本農業新聞
に飼料増産に関する制度等を掲載した。

・青刈とうもろこしの作付助成（交付決定面積）
　　飼料作物不作付地への作付け（５県）2,670㏊
　　草地更新時の作付け（２県）　　　　　　　3,830㏊

・飼料増産ホットニュースの発行
　飼料増産に関する普及啓発のため、全国各地の飼料
増産に向けた取組み事例を紹介している。毎月１回定期
的に発行し、今年度はこれまで３９号～４３号を全国の関
係団体等（約317）及び農業改良普及センターに配布し
た。
　また、インターネットによる情報提供として、既刊号につ
いては当協会のホームページ上に随時掲載している。

・4月22日に「全国飼料増産行動会議」を開催し、平成20
年度の行動計画、飼料作物作付目標面積等を決定した。

・地方農政局飼料増産協議会との共催による飼料増産
会議、現地検討会を延16回開催した。(東北2回、関東3
回、北陸3回、東海1回、近畿4回、中四国1回、九州1回、
沖縄1回)

・草地更新への助成（交付決定面積）（２県）6,490ha

・情報誌「グラス＆シード」の発行
　飼料増産に関する特集を組んで情報誌として発行（不
定期）している。今年度は第２３号～２５号の発行を予定
しているが、第２３号は飼料用米の特集「飼料用米の利
用拡大に向けた取組みの現状と課題」を９月末発行の予
定で作業を進めている。
　「グラス＆シード」についても既刊号は協会のホーム
ページ上で内容を公開している。

・7月1日、東京で「第12回全国草地畜産ｺﾝｸｰﾙ表彰式」を
開催した。
農林水産大臣賞1点、農林水産省生産局長賞3点、㈳日
本草地畜産種子協会会長賞5点を表彰した。
農林水産大臣賞：多宇司・明子氏（石垣市、肉用牛繁殖
経営）



別紙様式２

１飼料増産運動 平成20年度の行動計画、飼料作
物等作付面積の拡大方策等につ
いて、関係機関と連携し、積極的
な普及啓発を図りつつ飼料増産運
動を展開する。

○行動会議・現地検討会等の開催

○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組

○その他の飼料増産への取組

２飼料作物作付面積の拡大 飼料作物不作付地への青刈りとう
もろこしの導入緑肥からの転換に
よる飼料作物の作付拡大等を通じ
た飼料作物の作付拡大に関する
助成、普及啓発を展開する。

○20年度飼料作物作付拡大

○耕作放棄地における飼料作物作付拡大

○その他の取組

・平成21年3月に全国飼料増産行動会議、同年2月に幹事会
を開催して、平成20年度の飼料増産運動の取組みの点検・
検証及び平成21年度飼料増産運動の基本方針（案）を策定
する。

・重点地区を目指す４地区に対し、専門家による現地指導を
行い、重点地区の拡大を行う。

・地方農政局飼料増産協議会との共催で、地域特性に応じた
テーマでの現地検討会等を随時開催する。

平成20年度における今後の飼料増産の取組の強化

団体名：㈳日本草地畜産種子協会

区　　　　　　　　　分

今後の予定

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記入）

取組強化の考え方

・9月には水田裏飼料作物の導入、平成21年3月には青刈り
とうもろこしの作付等の飼料作物の作付促進に関する飼料増
産記事を新聞に掲載する。

・来年度における青刈りとうもろこしの作付拡大、草地更新等
各事業の実施について普及啓発を行う。

・ホットニュースに関しては、毎月１回の発行を今後とも継続
する。
　また、グラス＆シードは２３号（飼料用米の特集）を予定どお
り、９月末発行に向けて編集作業を進めるとともに、２４、２５
号の年内発行に向けて企画を具体化する。

・各種会議、研修等を通じ、国産稲わら利用拡大の普及啓発
を行う。

・12月には「第13回全国草地畜産ｺﾝｸｰﾙ」の出品財を募集す
る。

・飼料作物優良品種の海外契約採種
海外増殖種子は11草種33品種９７９tを増殖し、輸入後来年３
月以降に14草種45品種７１５ｔの販売をするとともに、３８０ｔの
種子を備蓄する計画。
　また１０月以降、平成２１年播種用海外契約採種事業計画
を策定し、海外増殖契約の交渉・締結を予定。



取組の進捗状況の検証
（評価と課題）取組等の概要

（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記入）

区　　　　　　　　　分

実　　　　　　　　績

・飼料作物優良品種の海外契約
採種
　バイオエタノール作物価格高
騰の影響で、ここ数年米国の種
子生産地では他の換金作物の
作付にシフトする採種農家が多く
なり、米国内で種子供給不足が
顕在化している。
　これは欧州も同様で、少量契
約で、しかも採種性の良くない日
本品種の新規採種契約は単価
アップしてもなかなか成約するま
でに至らない状況で、今後優良
品種（特に少量需要品種）の安
定供給が懸念される。

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組 ・一部品種で要望に対し不足し
たが、数量は概ね予定量を配
布。21年度播種用として5割増産
中。
・生産供給体制の整備及び次年
度の種子確保に向け意見交換
を行ったが、都道府県段階にお
ける種子の確保が充分でないと
見込まれるため、自家採種や飼
料用からの緊急的な種子生産へ
の転換を一層進める必要があ
る。また、次年度以降の各県に
おける種子生産体制の整備を強
化することが課題。

○飼料用米の利活用モデル実証の推進 ・飼料用米利活用モデル実証の
交付申請は、今後は50集団で、
1,560㏊を見込む。

○その他の取組 ・計画どおり進行中。

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組 ・例年に比べ指導要請は少ない
ものの、酪農の集約放牧及び肉
用牛の水田放牧への関心は高
い。

・今後若干増加する見込みであ
るが、資材価格の上昇により事
業着手をためらう事例も出てきて
いる。また、実施する都道府県
が限られており、今後取り組む
都道府県の拡大が課題。

○乳用牛の集約放牧の取組

○その他の取組

・「放牧畜産生産基準」の策定は
概ね肯定的な意見が多い。

・計画どおり進行中。

・放牧畜産牧場の展示及び技術習得のため、展示牧場３
５、展示・研修牧場１０、研修牧場２を指定。北海道の３牧
場において、研修生４名を受入、放牧経営の担い手を養
成。

・8道県、13地域、447名に対し、放牧ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰによる現
地指導及び研修会等を行った。

・飼料作物優良品種の海外契約採種
本年３月末までに海外増殖種子は12草種27品種６７５tを
生産・輸入し、15草種43品種７０８ｔ（内20年春播用は２８
ｔ）を販売するとともに、不作に備えてこれらの草種･品種
の種子２５８ｔを備蓄した。
.　４月以降には６草種10品種８０ｔを輸入し、14草種42品
種６１２ｔを販売した。

・ホールクロップ用稲の農薬残留調査
  　ホールクロップ用稲の農薬登録に必要なデータを収集
するため、地上試験（除草剤４成分、殺菌８成分及び殺虫
剤１０成分）、無人ヘリコプターによる空中散布試験（殺
菌、殺虫剤８成分）及び乳汁移行試験（除草剤1成分、3
水準）を実施中である。

・放牧畜産基準、放牧畜産物の生産基準の策定と認証
制度の構築
　有識者、消費者、ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ等から成る放牧畜産基準
認証委員会（第1回）を8月12日に東京で開催し、前年度
に原案として示された放牧畜産実践牧場の認証基準とな
る放牧畜産基準（案）の確定、認証マークの制定等につ
いて検討した。

・飼料用専用稲種子の増殖・配布
　２０年播種用として１０品種７０．８㌧を配布した。
　２１年播種用として１１品種１０９㌧を増殖中。

・飼料用米の作付けは、飼料用米利活用モデル実証にお
いて、9モデル集団、842㏊の作付け申請。

・周年利用に適した牧草地の創出技術開発
　　肉用牛の草種・品種を組み合わせた周年放牧及び搾
乳牛のイタリアンライグラスを利用した冬季放牧を実現す
るための実証試験地を東日本及び西日本に設置し、調
査開始に当たり試験計画の策定を行った。また、試験、
調査区の設定準備を開始した。

・6月30日に平成21年播種用飼料用稲種子確保のための
全国協議会の開催

・牧柵等の放牧施設及び放牧家畜衛生対策への助成
（交付決定補助金額）6道県　97,292千円



区　　　　　　　　　分

今後の予定

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記入）

取組強化の考え方

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

飼料用ｲﾈ（米）種子の増殖・配布、
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの作成、稲ＷＣＳ用稲の
残留農薬検査等の強化と併せて
飼料用米の利活用に関する実態
調査を行うとともに飼料用米利活
用モデル実証及び飼料用米の給
与実証に対し助成を行う。また、水
田裏への飼料作物等導入に対す
る普及啓発を展開する。

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組

○飼料用米の利活用モデル実証の推進

○その他の取組

４放牧の推進 放牧経営の有利性を推進するた
め、放牧サミットの開催、放牧伝道
師の養成研修、放牧畜産物の生
産基準と認証制度の構築、放牧ｱ
ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰによる現地指導等の徹底
と電気牧柵設置、防ダニ剤等の助
成及びﾚﾝﾀｶｳ制度の構築並びに
実証、助成を行う。

○肉用牛の水田放牧拡大の取組

○乳用牛の集約放牧の取組

○その他の取組

・放牧ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰによる現地指導を引続き行う。

・飼料用稲栽培普及パンフレットを年明けに作成配布（30,000
部）

・平成21年播種用飼料用稲種子安定供給のための保管・備
蓄
　①当協会の本年度の種子生産状況と各県の採種状況を確
　認の上、年度中に決める。
　②平成21年度播種用飼料用米種子の確保について普及
　啓発を行う。

・飼料用米利活用推進検討委員会の開催（2回）及び実態調
査を行う。また、飼料用米利活用モデル実証の推進を行う。
・10月に川崎市で開催される「畜産フェア」へ飼料用米を給与
した畜産物の展示を行う。

・平成20年9月3日～5日、家畜改良センター中央畜産研修施
設において放牧に係る専門指導者（放牧伝道師）養成講座を
開催する。

・集約放牧酪農技術研修会を１０月、北海道において開催予
定

・前年度に（案）として提示された「放牧畜産基準」及び放牧畜
産物の基準並びにこれら認証要領を策定し、年度内に認証
制度として確立する。
　また、認証マークについては、関係団体、展示・研修牧場等
から広く募集し、商標登録に向けて作業を進める。

・酪農の集約放牧推進をテーマとして、9月17～18日にかけて
北海道で放牧サミットを開催する。

・ホールクロップ用稲の農薬残留調査
　　現在実施中の、農薬残留調査試験（地上試験、無人ヘリ
コプターによる空中散布試験及び乳汁移行試験）の試料調
整を11月上旬までに終了し、試料を採取後分析機関に送付
し分析データを得る。平成21年3月に開催する推進検討委員
会でデータ等の検証を行った後、それらのデータを農薬メー
カーに提供する。

・肉用牛の周年放牧利用草地の創出調査の実施。

・暖地における搾乳牛の冬期放牧技術の開発に着手する。



取組の進捗状況の検証
（評価と課題）取組等の概要

（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記入）

区　　　　　　　　　分

実　　　　　　　　績

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化 ・ｺﾝﾄﾗｸﾀｰ全国協議会を改組し、
新たにｺﾝﾄﾗｸﾀｰとＴＭＲｾﾝﾀｰを
会員とする協議会設立に向けた
ｱﾝｹｰﾄ調査を行った。

○ＴＭＲセンターの育成・強化

○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施

○需要量に見合った稲わらの確保

○その他の取組 ・試験は計画どおり実施中。

・計画どおり実施中。

・計画どおり進行中。

注 １）　２０年９月１日現在の飼料増産への取組実績を記入してください。

・品種比較試験の実施
サイレージ用トウモロコシ２８品種、牧草１４品種の品種
比較試験を実施している。

　　３）　取組の進捗状況の検証欄には、これまでの取組における評価や課題を記入してください。

　　２）　実績欄には、実施時期、取組の概要を数値を含め簡潔に記入してください。

・イタリアンライグラスによる牧草地雑草防除試験の実
施。
・飼料作物栽培新技術の開発
　ﾏﾒ科牧草地の永続的維持のための新ﾏﾒ科品種ｶﾞﾚｶﾞ
による放牧草地造成、早晩性の異なる品種を組み合わ
せたとうもろこし二期作栽培、九州中標高地におけるﾄｰﾙ
ﾌｪｽｸ放牧草地造成、ﾊﾞﾋｱｸﾞﾗｽ草地へのｲﾀﾘｱﾝﾗｲｸﾞﾗｽの
ｵｰﾊﾞｰｼｰﾃﾞｨﾝｸﾞによる放牧試験を実施中である。



区　　　　　　　　　分

今後の予定

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記入）

取組強化の考え方

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化 全国コントラクター情報連絡会議
の開催、コントラクター実態調査、
コントラクター養成研修等を行い、
コントラクター組織の拡充・強化を
図る。
　また、公共牧場の機能強化を図
るためのモデル牧場を各ブロック
に設定し、周辺牧場職員の草地管
理技術等の指導を行うとともに経
営管理技術の研修会等を開催す
る。
　さらに、飼料作物の生産性の向
上を図るための諸調査を実施する
とともに、現地検討会等を開催す
る。

○コントラクターの育成・強化

○ＴＭＲセンターの育成・強化

○その他の取組

注 １）　２０年９月以降実施する飼料増産への取組を記入してください。（21年度作に向けた準備を含む）

　　２）　取組強化の考え方欄には、これまでの取組の検証を踏まえた取組の見直し方針を記入してください。

　　３）　今後の予定欄には、実施時期、取組等の概要を目標数値を含め簡潔に記入してください。

・全国コントラクター情報連絡会議の開催
平成21年1～3月に、配合飼料価格高騰下でのコントラクター
の新たな展開方向、地域農業に及ぼす効果等につて、基調
講演、地域事例発表、パネルディスカッション及び情報交換
等を行う情報連絡会議を開催する。

・公共牧場の職員に対する草地の簡易更新の技術研修会及
び公共牧場管理者研修会を開催する。

・年度内に「全国ｺﾝﾄﾗｸﾀｰ・ＴＭＲｾﾝﾀｰ協議会」設立の方向性
を検討する。

・コントラクターの組織経営実態調査
全国のコントラクターを対象に、コントラクター数、受託面積等
のアンケート調査を行い、その結果の集計分析を行う。

・コントラクター養成研修会の開催
11～12月頃に関東・東北地域でコントラクター組織の農業法
人化のための研修を開催する。

・国内育成青刈りとうもろこし親系統種子の海外増殖備蓄
　　９月上～下旬に行う刈り取り調査の結果、収量、耐倒伏性
等の形質評価の結果、それらのデータが一定水準以上の場
合は、中国海南島における秋播種による増殖を実施。

・優良品種の実証展示
　　岩手県のアルファルファ「ハルワカバ」及び「ヒサワカバ」
　北海道新冠のチモシー「ナツサカリ」について９月上旬に実
　証展示ほ設置のための播種を行い、優良品種の普及促進
　に努める。

・飼料作物栽培利用技術促進研修会の開催
　　奨励品種の普及用資料等を活用して、県等普及組織、畜
　産関係組織、畜産農家及びコントラ組織関係者を対象に技
　術研修会を開催し優良品種の普及促進を図る（平成20年9
　月下旬、岩手県下）。

・飼料作物栽培新技術の開発
　①イタリアンライグラス「ヒタチヒカリ」について、牧草地の雑
草防除効果試験を実施しデータを収集する。
　②その他の試験についても実規模試験を継続実施し、栽培
利用指針策定のためのデータを収集する。

・自生イタリアンライグラスの実態調査
実態調査票を９月中旬頃に各県畜産主務課あて発送し、１０
月中旬を目処に回収、回収票分析及び必要に応じて現地聞
き取り調査を実施し要因を解明する。

・飼料作物品種比較試験の実施
　現地検討会(9月)及び成績検討会(12月)の実施を予定して
いる。

・飼料作物品種ナショナルリスト（優良品種リスト）の作成
　　サイレージ用とうもろこし北海道版及びソルガム全国版
　について作成配布する。



別紙様式１

団体名 ： 農研機構 畜産草地研究所

９月１日現在
●現在の配合飼料価格高騰下におけ
る自給飼料増産への取組に対する認
識とその取組にあたっての課題

実　　　　　　　績
取組等の概要

（会議等の開催回数、作付面積等の実績数
値等を記入）

１　飼料増産運動
○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○全国飼料増産行動会議本会議に参加（4
月22日）
○関東地域飼料増産行動会議に参加（6月6
日）
○栃木県飼料増産推進会議に話題提供者
派遣（8月26日）

　地域の飼料増産会議の研修
会等への講師派遣要請に対し
ては積極的に対応している。

２　飼料作物作付面積の拡大
○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付
拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付
拡大
○その他の取組

１．技術開発および普及
○農水省委託プロ「粗飼料多給による日本
型家畜飼養技術の開発（えさプロ）」飼料作
物栽培技術チーム現地検討会を開催（7月28
～7月29日、富山県および新潟県、参加者14
名）
○温暖地におけるトウモロコシ二期作用品種
の選定について栃木県との協力により現地
実証試験を実施（4月～11月）
２．研修等への講師派遣
○関東地域飼料増産行動会議「青刈りとうも
ろこしの収穫・調製に係る現地研修会」に講
師派遣（8月20日、茨城県）

　研修会等への講師派遣依頼
に対応するほか、現地検討会
を通じて関係者との情報交換
および各地の取組の紹介など
している。また、耐湿性トウモロ
コシ品種の開発など「えさプロ」
におけるトウモロコシ関連研究
を主導的に推進している。
　研究成果や新品種の早急な
普及に向けて行政・団体や民
間種苗会社との緊密な連携が
必要である。

３　稲WCS等水田を活用した飼料作物
作付拡大・飼料用米の利活用円滑化
○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推
進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

１．技術開発および普及
○農水省委託プロ「粗飼料多給による日本
型家畜飼養技術の開発（えさプロ）」飼料イネ
関連チーム現地検討会を開催（7月31～8月1
日、秋田県および山形県、参加者73名）
２．研修会等への講師派遣
○那須TMR利用者懇談会「稲発酵粗飼料の
給与技術」研修会に講師派遣（6月17日、栃
木県、参加者30名）
○稲発酵粗飼料給与研修会に講師2名派遣
（8月27日、家畜改良センター）

　研修会等への講師派遣要請
に対応するほか、現地検討会
を通じて関係者との情報交換
および各地の取組を紹介して
いる。また、プロジェクト研究
「えさプロ」において今年度から
新たに飼料米関連の課題を推
進責任者として開始している。
　飼料米の給与技術について
は新たに取り組み始めたところ
であるが、当面これまでの研究
成果の整理と情報提供を急ぐ
必要がある。

４　放牧の推進
○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

１．技術開発および普及
○「水田・里山放牧推進協議会」第１回情報
交換会の開催（7月24日、畜草研那須研究拠
点および那須塩原市内現地、参加者56名）
○府県型土地利用酪農での現地実証におけ
る放牧導入効果の解明についての試験を実
施中
○普及職員等を対象にした平成20年度革新
的技術習得研修「水田・耕作放棄地を対象と
した放牧管理技術」の開催（8月26～28日、
御代田研究拠点、受講者8名）

　水田放牧についての情報交
換会では多数の参加者に優良
事例や研究成果を紹介でき
た。小規模移動放牧技術を中
心とした研修では8県の行政・
普及担当者に総合的に技術を
講習した。また、プロジェクト研
究「えさプロ」において今年度
から新たに耕作放棄地を中心
とした小規模移動放牧技術に
関する課題を推進責任者とし
て開始している。
　府県での放牧酪農の推進に
向けて、その優位性と問題点を
明示し、導入定着のための対
応戦略を検討する必要があ
る。

平成２０年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証

区　　　　　　　　分

飼料価格高騰という状況下において技術開発に課せられた役割はきわめて
大きいと認識しており、技術開発に努めるとともに、得られた成果の早急な普
及に向けて、飼料増産行動会議との緊密な連携が重要。

取組の進捗状況の検証
（評価と課題）



別紙様式２

団体名 ： 農研機構 畜産草地研究所

今後の予定

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記入）

１　飼料増産運動
○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

会議への出席、研修
会・講演会への講師
派遣要請に今後も積
極的に対応。

○関東地域飼料増産行動会議「飼料増産推進モデル
地域現地研修会（稲発酵粗飼料（ＷＣＳ）の生産・調
製）」に講師派遣予定（9月下旬）

２　飼料作物作付面積の拡大
○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付
拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡
大
○その他の取組

飼料作物生産拡大
に寄与する技術開発
および普及の加速
化。研修会等への講
師派遣要請に積極
的に対応。現地検討
会等を通じて情報交
換や研究成果の紹
介に努めるとともに、
様々な媒体を通じて
研究成果をPR。

１．技術開発および普及
○農水省委託プロ「粗飼料多給による日本型家畜飼
養技術の開発（えさプロ）」寒冷地とうもろこしチーム現
地検討会の開催（9月2～3日、岩手県）
○農水省委託プロ「粗飼料多給による日本型家畜飼
養技術の開発（えさプロ）」飼料作物育種チーム現地
検討会の開催（10月20～21日、熊本県および大分県）
２．研修会等への講師派遣
○中央畜産技術研修へ飼料生産技術関連で講師派
遣（10月15日、家畜改良センター）
○西郷シンポジウム「国土を有効利用した飼料生産
技術」に講師派遣予定（11月、家畜改良センター）

３　稲WCS等水田を活用した飼料作物
作付拡大・飼料用米の利活用円滑化
○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推
進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

飼料イネの生産・利
用拡大に寄与する技
術開発および普及の
加速化。研修会等へ
の講師派遣要請が
あれば積極的に対
応。情報交換会や現
地検討会を通じて情
報交換や研究成果
の紹介に努めるとと
もに、様々な媒体を
通じて研究成果を
PR。研究成果に基づ
く「稲発酵粗飼料生
産・給与マニュアル」
の改訂に積極的に協
力。

１．技術開発および普及
○新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業
「多収飼料米品種を活用した高品質豚肉生産システ
ムの確立」現地検討会の開催（9月3～4日、岩手県）
○アジア大洋州畜産学会（AAAP）におけるサテライト
シンポジウム「アジアにおける飼料イネ生産」の開催
（9月23日、ベトナム）
○平成20年度革新的技術習得研修「乳・肉牛の飼料
生産・飼料化技術」の開催（10月14～16日、那須研究
拠点）
○「飼料イネの研究と普及に関する情報交換会」の開
催（3月）
○「稲発酵粗飼料生産・給与マニュアル」の改訂への
委員派遣
２．研修会等への講師派遣
○産学官連携経営革新技術普及強化促進事業「飼料
イネ・飼料米の栽培・給与技術に関する情報交換会」
に講師派遣（10月6～7日、徳島県）
○中央畜産技術研修に飼料イネ関連で2名講師派遣
（10月15日、家畜改良センター）
○飼料イネ出前研修会への講師派遣

４　放牧の推進
○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

放牧推進に向けた技
術開発と普及の加速
化。研修会等への講
師派遣要請に積極
的に対応。現地検討
会等を通じて情報交
換や研究成果の紹
介に努めるとともに、
様々な媒体を通じて
研究成果をPR。

○「中山間地有畜農業ワークショップ2008」および農
水省委託プロ「粗飼料多給による日本型家畜飼養技
術の開発（えさプロ）」放牧チーム現地検討会の開催
（10月16～17日、長野県）
○「放牧牛乳の認証方法の検討とマーケティング調査
（H18～19）」の成果報告書の作成・配布
○農研機構交付金プロジェクト「放牧牛乳のプレミア
ム化に向けた家畜健全性評価指標の確立と牛乳中機
能性成分制御技術の開発」の現地検討会を開催（10
月9～10日、宮城県）

平成２０年度における今後の飼料増産の取組の強化

区　　　　　　　　　分 取組強化の考え方



５　国産粗飼料の生産・流通の円滑化
○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動
の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

　効率的輸送のためのハンドリ
ング技術などコントラクター向
け技術開発についてはプロジェ
クト研究等で主導的に推進して
いる。また、「自給飼料活用型Ｔ
ＭＲセンターに関する情報交換
会」を今年度も3月に開催予定
である。
　ＴＭＲセンターの育成・強化へ
の技術的支援には、日頃から
の緊密な情報交換が重要であ
り、そのためのネットワーク構
築を進める機会としての上記
情報交換会の充実が必要であ
る。

注 １） ２０年９月１日現在の飼料増産への取組実績を記入してください。
　　２） 実績欄には、実施時期、取組の概要を数値を含め簡潔に記入してください。
　　３） 取組の進捗状況の検証欄には、これまでの取組における評価や課題を記入してください。



５　国産粗飼料の生産・流通の円滑化
○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の
実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

コントラクターやTMR
センターに貢献する
技術開発と普及の加
速化。研修会等への
講師派遣要請に積
極的に対応。情報交
換会等を通じて情報
交換や事例紹介に
努めるとともに、様々
な媒体を通じて研究
成果をPR。

○農水省委託プロ「粗飼料多給による日本型家畜飼
養技術の開発（えさプロ）」TMRチーム現地検討会の
開催（11月13～14日、鹿児島大）
○自給飼料とエコフィードの有効活用をテーマに平成
20年度自給飼料利用研究会を開催（12月8～9日、つく
ば）
○「自給飼料活用型ＴＭＲセンターに関する情報交換
会」の開催（3月）

　　２） 取組強化の考え方欄には、これまでの取組の検証を踏まえた取組の見直し方針を記入してください。
　　３） 今後の予定欄には、実施時期、取組等の概要を目標数値を含め簡潔に記入してください。

注 １） ２０年９月以降実施する飼料増産への取組を記入してください。（21年度作に向けた準備を含む）



別紙様式１

団体名：生研センター

９月１日現在

●現在の配合飼料価格高騰下における自
給飼料増産への取組に対する認識とその
取組に当たっての課題

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実
施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

注 １）　２０年９月１日現在の飼料増産への取組実績を記入してください。

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡
大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

9月18、19日に汎用型飼料収穫機現地検討会を家畜改
良センター、新農業機械実用化促進株式会社と主催、
福島県と共催して実施予定。

　　２）　実績欄には、実施時期、取組の概要を数値を含め簡潔に記入してください。

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

　　３）　取組の進捗状況の検証欄には、これまでの取組における評価や課題を記入してください。

取組の進捗状況の検証
（評価と課題）

平成20年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記

入）

区　　　　　　　　　分

実　　　　　　　　績

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

汎用型飼料収穫機の現地実証試験を実施し、市販化を
図る。ＴＭＲセンター向けの可変径式TMR成形密封装置
の実用化開発を開始する。

汎用型飼料収穫機の現地実証
試験は、ムギおよび牧草収穫が
終了し、現在、トウモロコシ収穫
を行っており、9月からは飼料イ
ネ収穫も開始する予定である。
可変径式TMR成形密封装置の
開発は、開発機の仕様を検討中
であり、年末には成形部の試作
を完了する予定である。



別紙様式２

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

注 １）　２０年９月以降実施する飼料増産への取組を記入してください。（21年度作に向けた準備を含む）

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

　　２）　取組強化の考え方欄には、これまでの取組の検証を踏まえた取組の見直し方針を記入してください。

　　３）　今後の予定欄には、実施時期、取組等の概要を目標数値を含め簡潔に記入してください。

９月１８日（木）～１９日（金）に家畜改良センターにて汎用型
飼料収穫機の現地検討会を開催する。参集範囲は、行政、
普及、試験研究、関連団体、JA、生産者、関連企業、報道関
係者等である。申し込みは９月12日まで。

発酵TMRの梱包作業を自動化することにより低コスト化を図
り、また高密度化することにより品質の安定化を図り、さらに
委託農家のニーズに応じたサイズに梱包できることにより、
TMRセンターの対応範囲拡大に寄与できる可変径式TMR成
形密封装置の研究開発を平成20年度から開始した。
府県のコントラクタ等を主な対象とした汎用型飼料収穫機の
現地実証試験を新潟、栃木、群馬、三重、岡山、広島、徳島、
福岡、宮崎、鹿児島で実施している。来年春から市販化予
定。

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

取組強化の考え方

平成20年度における今後の飼料増産の取組の強化

団体名：生研センター

区　　　　　　　　　分

今後の予定

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記入）



別紙様式１

団体名：作物研究所

９月１日現在

●現在の配合飼料価格高騰下における自
給飼料増産への取組に対する認識とその
取組に当たっての課題

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実
施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

注 １）　２０年９月１日現在の飼料増産への取組実績を記入してください。

　　２）　実績欄には、実施時期、取組の概要を数値を含め簡潔に記入してください。

○九州地域向けに作付けできる
飼料米品種の開発が遅れおり、
有望系統(西海203号の品種登
録を進める。

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

○品種の育成地で採取を行うの
には限界があり、安定した種子
生産体制の確立が必要である。

○ＷＣＳ用イネと飼料米の両方に利用できる兼用品種と
して、北海道向けに「きたあおば(北海飼308号）」と関東
以西向けに「モミロマン(関東飼226号）」の2品種を開発
した。
○新しく育成された飼料米用・ＷＣＳ用イネ品種を紹介
するパンフレットや冊子「新しい多収米品種2008」を作成
し、配付した。
○研究所の一般公開(7月26日）で、当研究所が開発し
たＷＣＳ用イネ「クサホナミ」で肥育した牛肉の試食会を
行い、約1200名に提供し、飼料用イネをアピールした。

○飼料米の栽培を拡大するために、約4トンの原種種子
を生産している。

　　３）　取組の進捗状況の検証欄には、これまでの取組における評価や課題を記入してください。

取組の進捗状況の検証
（評価と課題）

平成20年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記

入）

区　　　　　　　　　分

実　　　　　　　　績

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

輸入穀物の代替えとして、転作水田での飼料米や他用途米生産が期
待され、それらの用途に適する専用品種の開発が必要である。

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作付拡
大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組



別紙様式２

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作物
  作付拡大・飼料用米の利活用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

注 １）　２０年９月以降実施する飼料増産への取組を記入してください。（21年度作に向けた準備を含む）

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

○可能な範囲で、原種種子の
採種栽培を継続する。

○新しく登録された品種や他の機関では採取を行っていない
品種を中心に採種栽培を継続する。○20年度飼料作物作付拡大

○緑肥からの転換による飼料作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作付拡大
○その他の取組

　　２）　取組強化の考え方欄には、これまでの取組の検証を踏まえた取組の見直し方針を記入してください。

　　３）　今後の予定欄には、実施時期、取組等の概要を目標数値を含め簡潔に記入してください。

○九州地域向けに飼料米用系
統(西海203号）とＷＣＳ用イネ
系統の品種登録に向けて成績
のとりまとめを進める。
○いくつかの講演会で飼料用イ
ネ品種の紹介を行う。

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
○飼料用米の利活用モデル実証の推進
○水田裏における飼料作物作付拡大
○その他の取組

取組強化の考え方

平成20年度における今後の飼料増産の取組の強化

団体名：作物研究所

区　　　　　　　　　分

今後の予定

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記入）



別紙様式１

団体名：（独）家畜改良センター

９月１日現在

●現在の配合飼料価格高騰下
における自給飼料増産への取
組に対する認識とその取組に
当たっての課題

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼
料作物
  作付拡大・飼料用米の利活
用円滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取
組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲
介活動の実施
○需要量に見合った稲わらの
確保
○その他の取組

注 １）　２０年９月１日現在の飼料増産への取組実績を記入してください。

平成20年度における飼料増産の取組の進捗状況の検証

配合飼料高騰下におけるコスト低減の観点から、自給飼料の増産、確保が重要な課題となっている。このため、家畜改良セ
ンターにおいては
　①　濃厚飼料と代替性のあるトウモロコシの作付面積を拡大し、トウモロコシホールクロップサイレージ多給による乳用牛の
飼養管理技術の実証
　②　高泌乳牛に対応した栄養価の高い粗飼料の確保を目的とした実証展示や研修会の開催
　③　濃厚飼料への依存度が低い肥育技術の開発
等の取り組みを強化します。

区　　　　　　　　　分

実　　　　　　　　績
取組の進捗状況の検証

（評価と課題）取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の実績数値等を記入）

　　３）　取組の進捗状況の検証欄には、これまでの取組における評価や課題を記入してください。

(１)　飼料増産行動会議への参加
　①　北海道飼料自給率向上戦略会議（5/12）
　②　東北地域飼料増産行動会議(4/25)
　③　岩手県飼料増産推進協議会
　④　福島県飼料増産運動推進協議会（8/29）
　⑤　関東地域飼料増産行動及び食品残さ飼料化（エコフィード）合同行動会議(4/24)
　⑥　九州地域飼料増産行動会議
　⑦　宮崎県県飼料増産推進協議会
(２)　現地検討会等の開催
　①　地域の農産副産物（エコフィード）の畜産利用研修会
　　　家畜改良センターにおいて、トランスバッグ（500kg肥料袋)方式による規格外にんじんと
乾草を利用したサイレージ作りの実演等を行った。（8/20・北海道音更町)
　②　三八地域牧野連合会の牧野利用検討会(5/2・青森県三戸町)
　③　簡易更新機利用による草地更新現地実演・研修会の開催(7/3・小林市）
　　　コールタ型簡易更新機利用による草地の簡易更新技術の実演及び講習を行った。
　④　稲WCS給与研修会（8/27・福島県西郷村）
　　　稲WCSの飼料特性と給与に関する留意点についての講演及び専用品種実証展示を
行った。

作業機械が大型のため大規模
面積主体の実演となり、農家レ
ベルでの普及定着についての
検討が必要と思われる。

(１)　飼料専用イネ品種の種子増殖（玉名市)
　　　　「ニシアオバ」（２ha）、「タチアオバ」（３ha）及び「「モミロマン」（０.８ha）を作付けした。
(２)　稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取組
　①　稲WCS推進協議会への参加（6/6、8/11・福島県西郷村）
　②　稲WCS給与研修会の開催（8/27・福島県西郷村）
(３)　飼料専用イネ品種のＰＲ（玉名市)
　①　「タチアオバ」の出荷に合わせ利用農家に「栽培マニュアル」を配布した。
　②　「ニシアオバ」、「タチアオバ」及び「モミロマン」の田植えに合わせ品種紹介等を含めた
プレスリリースを実施した。（２回)

・地域における稲WCSの取組と
連携し活動を展開した。
・継続して取り組むことが課題。

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料
作物作付拡大
○耕作放棄地における飼料作
物作付拡大
○その他の取組

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向
けた取組
○飼料用米の利活用モデル実
証の推進
○水田裏における飼料作物作
付拡大
○その他の取組

　　２）　実績欄には、実施時期、取組の概要を数値を含め簡潔に記入してください。

・2草種（オーチャードグラス・チ
モシー）、　8品種設置。
・5月22日、北海道大樹町で現
地指導（20名程度参加）。

○行動会議・現地検討会等の
開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

(１)　優良品種の実証展示
　①　家畜改良センター７牧場において優良品種の実証展示ほ場を設置した。
　　　ＪＡ営農指導員技術研修カリキュラム（牧草の品種・特性）において、優良品種の早晩牲
等の説明を実証展示ほ場で行い、優良品種の普及に努めた。(8/4～5・北海道音更町)
　②　また、畜産農家等において優良品種実証展示ほの設置を行った。（継続１１か所、新規
９か所）
　③　トウモロコシ品種「おおぞら」の実証展示ほ場を設置するとともに、濃厚飼料と代替性の
あるトウモロコシの作付面積を拡大した（約８０ha)。（北海道新ひだか町）
　④　高泌乳牛に対応した栄養価の高い粗飼料の確保を目的としたアルファルファ優良品種
の実証展示（約６０ｈａ）を行った。（盛岡市）
(２)　耕作放棄地放牧地の実証展示
　　　水田跡地、樹園地跡地等で放牧の実証展示を実施を実施するとともに、現地調査、農
家指導を実施した。

①　放牧経験牛の配布を行った。（５４頭・家畜改良センター）
②　放牧用優良品種メドウフェスク（ハルサカエ）の実証展示ほ場を設置した。(北海道音更
町)
③　水田跡地、樹園地跡地等耕作放棄地放牧地の実証展示を行った。（３３か所）

　昨年までの取組実績から、未
利用地等への放牧実施農家が
増えており放牧資材貸付による
方法に加え補助事業等で整備
する際の技術指導を実施した。
（青森県七戸町）

①　コントラクターのための早晩牲品種の大規模実証展示ほ場を設置した。(北海道音更町)
②　バンカーサイロ重石薄切りタイヤ製作技術の現地指導を実施するとともに、当該製作方
法について雑誌に投稿（デ-リーマン等2誌）し技術の普及に努めた。(北海道音更町)



別紙様式２

１飼料増産運動

２飼料作物作付面積の拡大

３稲ＷＣＳ等水田を活用した飼料作
物作付拡大・飼料用米の利活用円
滑化

４放牧の推進

○肉用牛の水田放牧拡大の取組
○乳用牛の集約放牧の取組
○その他の取組

５国産粗飼料の生産・流通の円滑化

○コントラクターの育成・強化
○ＴＭＲセンターの育成・強化
○需給マップの作成等斡旋仲介活動
の実施
○需要量に見合った稲わらの確保
○その他の取組

注 １）　２０年９月以降実施する飼料増産への取組を記入してください。（21年度作に向けた準備を含む）

　関係機関
等と連携を
とりながら
実証展示
等を行う。

　　２）　取組強化の考え方欄には、これまでの取組の検証を踏まえた取組の見直し方針を記入してください。

①　放牧経験牛の配布（家畜改良センター)
②　未利用地等放牧の実証展示（青森県七戸町)
　　９月・17ha・5ヵ所、10月現地研修会
③　未利用地への肉用牛放牧研修会（9/9・福島県西郷村）

要請に応じ
て研修会場
を提供す
る。

①　引き続きコントラクターのための早晩牲品種の大規模実証展示ほ場を設置(北海道音
更町)
②　新人酪農ヘルパー農作業機械操作研修
　　10月頃より10回程度約20人受け入れ(北海道音更町)

　　３）　今後の予定欄には、実施時期、取組等の概要を目標数値を含め簡潔に記入してください。

(１)　飼料増産行動会議への参加
　東北地域飼料増産行動会議、岩手県飼料増産推進協議会、関東地域飼料増産行動、九
州地域飼料増産行動会議等
(２)　現地検討会等の開催
　①　飼料自給率向上研修会（9/4・北海道新ひだか町）
　②　未利用地放牧技術に関する現地研修会（10月・青森県七戸町)
　③　草地の簡易更新技術に関する現地研修会（10月・青森県七戸町)
　④　未利用地への肉用牛放牧研修会（9/9・福島県西郷村）
　⑤　汎用型飼料収穫機現地検討会の開催（9/18～19・福島県西郷村）
　⑥　西郷村シンポジウムの開催（11月・福島県西郷村）
　⑦　現地検討会（トウモロコシ調製技術）の開催（鳥取県琴浦町）
　⑧　簡易更新機による実演会（鳥取県琴浦町）
　⑨　簡易更新機を利用した草地更新等研修会(9/4・小林市）
　⑩　とうもろこしの不耕起栽培、細断型ﾛｰﾙﾍﾞｰﾙを利用した調製技術研修会(10月・小林
市）
　⑪　南九州地域に適した飼料作物品種等（えん麦等）の普及技術検討会(2月・小林市）
(３)　その他飼料増産の取り組み
　①　ニンジンサイレージの肉用牛給与試験実施(11月・北海道音更町)
　②　放牧伝道師養成講座の開催（9/3～5 主催は種子協会・福島県西郷村）

種子の需
要に応え、
作付け面
積の拡大
に貢献す
る。

①　飼料専用イネ品種の種子増殖
　　「ニシアオバ」１０ｔ、「タチアオバ」１５ｔ及び「モミロマン」４ｔの種子を生産、（約１０００ｈａの
作付への種子供給が可能）（玉名市）
②　飼料イネ専用品種の普及拡大のためのセミナー開催(玉名市)
③　稲WCSの作付・利用拡大への取組
　　汎用型飼料収穫機による収穫実演（2.2ha）等、サイレージ調製等への技術指導、サイ
レージの成分分析等に基づく給与技術指導（福島県西郷村）
④　水田適性品種紹介等の技術指導（福島県西郷村）

○稲ＷＣＳ等の作付拡大に向けた取
組
○飼料用米の利活用モデル実証の
推進
○水田裏における飼料作物作付拡
大
○その他の取組

○20年度飼料作物作付拡大
○緑肥からの転換による飼料作物作
付拡大
○耕作放棄地における飼料作物作
付拡大
○その他の取組

肉用牛の
増頭や飼
料自給率
向上に貢
献する。

(１)　草地の簡易更新技術実証展示(青森県七戸町)
　　　13ha、2ヵ所、9月
(２)　耕作放棄地放牧地の実証展示(玉名市)
　①　熊本県内１１カ所７．０９ｈａの水田跡地、樹園地跡地等で放牧の実証展示
　　　９月以降、現地調査、農家指導を実施
　②　耕作放棄地放牧普及拡大のためのセミナー開催
(３)　優良品種の普及に向けた実証展示
　①　宮崎県内でえん麦・たちあかね５０ａの展示ほ設置
　②　熊本県内でトールフェスク・ウシブエ１０ａの展示ほ設置
(４)　技術指導等
　①　酪農家での実証展示に対する技術支援（出張指導）。（盛岡市）
　②　アルファルファ栽培・普及に関する研修会開催。（9月・盛岡市)

各地域にお
ける飼料増
産行動会
議等に積
極的に参
加し、行
政、関係団
体、試験研
究機関、各
協議会と協
議しなが
ら、具体的
な取り組み
を検討す
る。

○行動会議・現地検討会等の開催
○重点地区に対する指導・支援
○重点地区数拡大の取組
○その他の飼料増産への取組

平成20年度における今後の飼料増産の取組の強化

団体名：（独）家畜改良センター

区　　　　　　　　　分
取組強化
の考え方

今後の予定

取組等の概要
（会議等の開催回数、作付面積等の目標数値を記入）




